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Ａ. 研究目的 

社会福祉基礎構造改革により、利用者本位の社

会福祉サービスの確立と福祉サービスの質の向

上が目標として明示されるようになっている。こ

のような流れを受けて取り組みの始まっている

福祉サービス第三者評価は、「社会福祉法人等の

提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者

以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観

的な立場から行った評価」であり、サービス事業

所の支援の質を対外的に示すだけではなく、虐待

などの不適切な支援を防止する事業所内部の改

善ツールとして用いることも期待されている*¹。  

近年広がりを見せている障害児者支援の事業

所には、この第三者評価は義務化されていないが、

サービス事業所間の支援の質の格差が大きいこ

とが課題となっており、第三者評価導入の必要性

【研究要旨】近年広がりを見せている障害児者支援の事業所には、この第三者評価は義務

化されていないが、サービス事業所間の支援の質の格差が大きいことが課題となってお

り、第三者評価導入の必要性が指摘されている。しかしながら、任意で受審する既存の第

三者評価の仕組みは、十分に普及しているとは言いがたく、評価に使用する項目の作成だ

けでなく評価者の養成方法、また、評価方法としての普及促進のための方策もあわせて検

討する必要がある。平成 30 年度の研究では、平成 29 年度の第三者評価の仕組みの検討を

踏まえ、（1）スコットランドにおける福祉サービスの第三者評価システムと、日本医療機

能評価機構における第三者評価システムについての情報収集を行った。（2）障害児に関わ

るサービス評価の内容分析と評価項目を検討し、「外部評価」の項目とシステムを開発

し、（3）評価者養成方法およびその評価を実施した。全国 41 か所の障害児支援施設の外

部評価試行を実施し、（4）その実施可能性、および（5）外部評価の総合的段階評価を検

討した。当事者の意見を収集するために、（6）Web アンケートにより障害児支援の質を評

価するための項目について、保護者視点に基づく重要度評価をしてもらい、項目の再検討

の資料とする。（7）第三者評価の普及推進活動の検討を検討するために、障害児通所支援

事業所の外部評価におけるフォローアップの必要性とそのあり方、に関する検討を行っ

た。本研究により、障害児支援のサービスの質を評価するための外部評価項目およびシス

テムが開発され、我が国における実施可能性が検討された。  
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が指摘されている。しかしながら、任意で受審す

る既存の第三者評価の仕組みは、十分に普及して

いるとは言いがたく、評価に使用する項目の作成

だけでなく評価者の養成方法、また、評価方法と

しての普及促進のための方策もあわせて検討す

る必要がある。サービス利用者（児童およびその

家族）の満足度は当然のこととして、児童福祉サ

ービスが国民の理解と協力に基づき提供されて

いる事実を踏まえ、サービスの説明責任（アカウ

ンタビリティ）に応えられる評価方法という視点

が必要である。サービス事業者の自主的な取り組

みを促すためにも客観的な基準に基づき適切な

サービスを提供している事業者を認証していく

ような仕組みが必要である。 

そこで、本研究では、客観的な手法に基づき検

証を経た障害児支援の第三者評価方法を提示す

ることを目的とする。目的を実現するため課題を

以下にわけてチームで検討する。①仕組みの検討 

②評価項目の検討 ③評価者養成講座の開発・実

施 ④①～③に基づく評価モデル・パッケージ案

の作成 ⑤現場施設における評価の試行 ⑥評価

者養成講座の試行 ⑦⑤～⑥に基づく有効性の検

証・改良 ⑧普及推進活動の検討を行う。 

 
Ｂ．研究方法 

（1）スコットランドにおける福祉サービス

の第三者評価システムと、日本医療機能評価機

構における第三者評価システムについての情

報収集、並びに、九州地区の児童福祉施設に対

する評価試行、（2）障害児に関わるサービス評

価の内容分析と評価項目の検討、（3）評価者養

成方法の開発と評価に関する研究、（4）外部評

価の実施可能性に関する検討、（5）外部評価の

総合的段階評価に関する検討、（6）障害児支援

の質を評価するための項目：保護者視点に基づ

く重要度評価、（7）第三者評価の普及推進活動

の検討：障害児通所支援事業所の外部評価にお

けるフォローアップの必要性とそのあり方、に

関する検討を行った。詳細は各研究分担報告書

に記す。 

 

Ｃ．研究結果と考察 

スコットランドにおける福祉サービスの第三

者評価システムと、日本医療機能評価機構にお

ける第三者評価システムについての情報収集、

並びに、九州地区の児童福祉施設に対する評価

試行 

 

本年度は、班の計画に合わせて、九州地区にお

いて児童福祉施設に対する外部評価の試行を

行った。また、スコットランドで 2018 年から

施行されている新たな福祉サービス基準 the 

Health and Social Care Standard の全訳を行

った。 

 評価試行については、幾つかの課題が浮かび

上がった。これらは班全体の報告書に反映され

ている。スコットランドの新 Standard では、

この度その達成基準 Headline outcome と原則

principle を明らかにし、Standard の全容を示

した。 

 

障害児に関わるサービス評価の内容分析と評

価項目の検討 

 

本研究の目的は、平成 29 年度に実施した障

害児支援サービスの第三者評価に関わる既存

の文献・資料の検討と整理、その中における障
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害児支援サービスの第三者評価項目の内容と

特徴の整理をふまえて、障害児支援サービスの

実態に即した外部評価項目の基礎資料を作成

することを目的とした。 

国内と海外の第三者評価資料を参考に、利用

者視点による外部評価項目の基礎資料案を作

成した。その後、作成した外部評価項目案をも

とに障害児支援の事業所の関係者に対して面

接調査を実施し、組織マネジメントの視点から

子ども視点への気づきについてはナラティブ

分析、事業所種別については事例-コード・マト

リックス法で分析した。また、子どもの権利条

約と障害者権利条約と外部評価の基礎資料案

との突合作業を行い、医療、福祉、教育現場の

専門職に対してエキスパートレビューを実施

し項目案の内容的妥当性を検討した。 

評価者が利用者視点から評価することを意

識するために、可能な範囲内で評価項目の主語

を「子ども一人一人は」に統一した。作成した

外部評価案の関係者への面接調査の結果、職員

が子ども一人一人の視点から支援を見直すこ

との重要性が明らかになった。また、本来保障

されるべき子どもの権利保障が、生活する場所

（事業所別）や障害種別、障害の程度などを配

慮することによって、困難な現状が示唆された。

さらに、外部評価案の作成のための専門職への

エキスパートレビューを 18 回開催し、障害児

支援のサービスの実態を評価するための５領

域（子ども一人一人を主体とした事業方針、日

常的な生活、人との関わり、子どもと家族との

関わり、社会との関わり）、33 評価項目とする

外部評価の基礎資料を作成した。 

 

評価者養成方法の開発と評価に関する研究 

 

障害児の福祉サービスについて外部評価を

行うものを養成する全国共通の研修課程につ

いて、平成 29 年度の研究成果を踏まえ、研修

に活用できるマニュアルと研修プログラムを

開発するとともに、評価の試行に向けて研修を

実施した。評価項目については、実用性を高め

る目的で研修受講者から改善に向けた意見を

得た。評価項目について説明を受けた受講者は、

研修修了時には「評価に当たり実際に子どもへ

の支援を見ることが重要」と考えていた。評価

を実施した後に、項目ごとに説明のわかりやす

さと評価の付けやすさを尋ねたところ、双方で

評点の高かった項目は「支援者の専門性」に関

する 2 項目あり、評点の低かった項目は全体で

43 項目あった。当該項目の説明と評価の付けや

すさを改善するための意見をもとに評価項目

を修正することで、より効果的な外部評価が可

能になると考えた。 

 

外部評価の実施可能性に関する検討 

  

本研究では、研究班で作成した外部評価項目

および外部評価システムを用いて、実際に全国

の障害児支援施設 40 施設に対して、外部評価

の試行を行うことを目的とした。ベストプラク

ティスを実施していると、研究班員 2 名以上か

ら推薦された全国の障害児支援施設 20 施設の

責任者に対して、研究班で決めた 6 つの理念そ

れぞれを具体的に実現するための方法につい

て、Web アンケートを用いて自由記述で回答を

求めた。得られた回答について KJ 法を実施し、

小澤班で作成された 33 項目の基礎項目を足し
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て 120 項目の素案を作成した。その後、Web ア

ンケートに回答した協力者 16 名に対して、集

合型の調査会を実施し、120 項目について、障

害児支援施設のサービスの質を評価するため

の項目としての過不足や改善案を尋ねた。得ら

れた意見をもとに研究班で調整を行い、101 項

目が提案され、評価者養成講座で区別が難しい

と指摘された項目を除いた100項目が外部評価

の試行で使用された。 

外部評価の試行は、主任研究者、研究分担者、

評価者養成講座参加者のいずれかまたは複数

で１～２名で 1 日かけて行った。事業者インタ

ビュー、支援場面の直接観察、個別支援計画書

等の関連書類の閲覧、保護者を含む利用者の意

見聴取を実施し、複数の情報源からの情報をも

とに外部評価項目それぞれに対して 2、1、0 の

3 段階で評価した。その結果、児童発達支援施

設、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、

入所施設（医療型）、入所施設（福祉型）の 5

種類の施設種別すべてに対して、計 41 施設に

対して外部評価が実施された。事業者の自己評

価、外部評価者の外部評価の結果を検討するた

めに、外部評価 100 項目それぞれの評価結果（2、

1、0）得点分布を求めた。また、障害児支援施

設の外部評価者が 2名で試行を行った場合には、

外部評価の単純一致率を求めた。さらに事業者

の自己評価と外部評価者の外部評価結果の単

純一致率を求めた。 

事業者の自己評価と外部評価者の外部評価

の得点分布をみると、分布が２に大きく偏って

いる項目が複数みられた。これらの項目につい

て、文言を修正する、あるいは基準項目として

それらの項目で１または０が評価されている

場合には、より詳細に評価を実施するまたはよ

り低い総合評価になるなど、項目の重みづけを

する必要性が示唆された。外部評価者間の単純

一致率は 46～88％の範囲をとり、平均 70％で

あった。適度な信頼性を有していると考えられ

る。事業者と外部評価者の単純一致率は 0～

100％の範囲、平均 51％であり、一致率には大

きなばらつきが見られた。事業者と外部評価者

の単純一致率が平均 51％であったことから、外

部評価項目の妥当性とシステムの有効性が示

唆された。この評価が一致しない項目について

は、より丁寧に対話することにより、サービス

の質を向上するための切り口になりえるので

はないかと考える。 

 

外部評価の総合的段階評価に関する検討 

 

本研究は質の高いサービスを提供する児童

福祉施設の増加に寄与することを目指してい

る。本年度は、研究班が作成した外部評価を児

童福祉施設 41 施設に対して試行した。評価は

研究分担者、研究協力者および施行評価者養成

講座の受講者の 1 名以上が施設を訪問し 1 日以

上かけ外部評価項目に沿って事業所インタビ

ュー、支援場面の観察、個別支援計画等関連書

類の確認、および利用者の保護者からの聞き取

りを行なった。外部評価協力者と研究班との合

議を実施した 30 施設に対して、各児童福祉施

設が提供するサービスの質を暫定的に A～D の

４段階で総合的な評価を行い、その施設および

サービスの質の概要を記述した。 

A、B、C、D の総合評価を受けたのは、それ

ぞれ 3、11、15、1 施設であった。研究班で作

成した外部評価のシステムは、児童福祉施設の
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サービスの質を総合的に分類することができ、

また、A 評価が多いとされる第三者評価との差

別化もなされていることが示唆された。C 評価

を受ける施設数がもっとも多かったが、事業者

に結果をフィードバックする際に、4 段階中の

3 番目であることを伝えることにより、サービ

スの質向上に対する事業者のモチベーション

を損なう可能性が危惧された。この外部評価の

システムは、単に査定するだけでなく、児童福

祉施設のサービスの質の向上に寄与すること

を意図しているため、総合的段階評価を 5 段階

評価にするなど、今後の検討点が明らかになっ

た。 

 

障害児支援の質を評価するための項目：保護者

視点に基づく重要度評価 

 

 障害児支援施設の支援の質を評価するため

の外部評価の項目案に対して、当事者の意見を

収集することを目的として、障害児をもつ全国

の保護者にアンケート調査を実施した。外部評

価の項目案に対して、とても重要であるから全

く重要ではないまで 5 件法で Web アンケート

にて回答を求めた。1～138 名（男：女＝10：

128）から回答が得られ、ほとんどの項目で重要

であると判断された。とりわけ重要度が高いと

判断されたのは、障害特性に基づく支援、個別

のニーズに基づく支援、ほめられる機会と失敗

しても修正できる機会があること、支援者から

穏やかな声で対応されていること、保護者と支

援者の適切な情報共有であった。一方、重要度

が低いと判断されたのは、3 項目のみであり、

ボランティアの受け入れ、できるだけ失敗せず

に学ぶこと、祖父母への心理教育であった。以

上の結果より、外部評価項目案に対して、保護

者は重要であると判断し、項目の妥当性が確認

された。とりわけ、障害特性および個別のニー

ズに基づく支援に対して、重要度の認識が高か

ったことから、支援の第一歩として、障害特性

と個別のニーズに対するアセスメントが重要

であると考えられる。重要度が低いと判断され

た項目に対しては、今後修正するあるいは削除

するなどを検討するための資料が得られた。 

 

第三者評価の普及推進活動の検討：障害児通所

支援事業所の外部評価におけるフォローアッ

プの必要性とそのあり方 

 

近年、障害児通所支援事業所（児童発達支援

事業所、放課後等デイサービス事業所）の急増

に伴い、事業所間における支援の質に格差が生

じていることが問題となっている。これら事業

所による支援の質を担保するためには、外部評

価だけでなく、評価実施後に職員に対する事後

研修やコンサルテーション等のフォローアッ

プを行うことで、指摘事項や課題等を具体的に

改善し、支援の質的向上に結び付けるための方

策を検討する必要がある。 本研究では、障害児

支援分野における職員研修やコンサルテーシ

ョンに関する先行研究に基づいて課題等の整

理を行うとともに、障害児通所支援事業所 2 

か所に対して外部評価後の事後研修及びコン

サルテーションを試行的に実施した。これによ

って、フォローアップによる支援の質的向上効

果を実証的に検証するとともに、フォローアッ

プの実施に関する課題等についても明らかに

するように努めた。その結果、下記のような結

論に達した。 ①障害児支援に関する研修やコ
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ンサルテーションについては、既存の研究動向

を見る限り、一般施策における保育所や学校等

の教職員に対するものが研究対象とされる傾

向があり、障害児通所支援事業所の職員を対象

とする研修やコンサルテーションの方法につ 

いては未開拓の研究領域であると言える。 ②

一方、障害児通所支援事業所において外部評価

後の事後研修及びコンサルテーションを 試行

的に実施した結果、今回の調査では客観的に支

援の質的向上効果を確認することはできなか

ったが、職員の専門性を高める機会となり得る

ことから、現場の課題等を具体的に解決する方

策として有効であることが示唆された。 ③外

部評価とその後のフォローアップを一体的に

実施し、支援の質的向上を図るためには、外部

評価の結果について職員間で十分に共有し、研

修やコンサルテーションにおいて扱う課題や

内容等に関するニーズを明確にした上で、フォ

ローアップを行うことが重要である。また、外

部評価時点での単発のフォローアップだけで

はなく、継続的・定期的にフォローアップが行

われるほうが望ましい。 ④ただし、外部評価の

受審にかかる事業所側の負担について考慮す

ることが重要である。評価項目の多さなどに加

え、受審日等に向けて職員の出勤を調整するな

どの現実的な課題が挙げられる。障害児通所支

援事業所の業務に差支えがないように外部評

価やフォローアップを行うためには、より簡易

な受審方法や、研修等に参加するための代替職

員の確保等について更なる検討が必要である。 

 

Ｄ．結論 

  本研究では、客観的な手法に基づき検証を経た障

害児支援の第三者評価方法を提示することを目的と

して実施された。国内外の第三者評価のレビューや

インタビューを経て、（1）仕組みの検討、および（2）

評価項目の検討が行われ、（3）評価者養成講座が開

発された。（4）これらに基づく外部評価モデル・パ

ッケージ案が作成され、（5）我が国の現場施設にお

ける評価の試行が実施され、（6）外部評価システム

の実行可能性が検討され、さらに（7）普及推進活動

の検討が行われた。我が国の実情に見合った外部評

価システムが開発、実施され、一定の有用性が示さ

れた一方で、また今後の課題も明らかになった。 

 

Ｅ．研究発表 

別紙のとおり 
 

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 なし 
 
 2. 実用新案登録 なし 
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平成 30年度 厚生労働科学研究費 障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

「障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方法の開発に関する研究」 

分担研究報告書 

スコットランドにおける福祉サービスの第三者評価システムと、日本医療機能評価機構における

第三者評価システムについての情報収集、並びに、九州地区の児童福祉施設に対する評価試行 

研究分担者 松葉佐 正（熊本大学医学部小児科） 

研究協力者 児玉 真美（日本ケアラー連盟） 

小篠 史郎（熊本大学小児科） 

  百崎  謙（熊本大学小児科） 

【研究要旨】 

本年度は、班の計画に合わせて、九州地区において児童福祉施設に対する外部評価の試行を行

った。また、スコットランドで 2018年から施行されている新たな福祉サービス基準 the Health 
and Social Care Standard の全訳を行った。 
 評価試行については、幾つかの課題が浮かび上がった。これらは班全体の報告書に反映されて

いる。スコットランドの新 Standard では、この度その達成基準 Headline outcome と原則

principle を明らかにし、Standard の全容を示した。 

Ａ．研究目的 

第 三 者評価（本研究班では「外部評価」と改

称）の実施に向けた試行を行うこと、また、ス

コットランドのケア基準 Health and Social Care 
Standard を訳出することを目的とした。 

Ｂ＆Ｃ．研究方法と結果 

１．施設評価の試行 

研究班での評価者養成講座に、以下の協力者の

方々に出席いただき、同意をいただいた以下の九

州地区の児童福祉施設において、外部評価の試行

を行っていただいた。 

評価協力者（敬称略）：伊藤千春、小瀬 遥、小

﨑久美子、上田 学、山下明美、高田英津子、児

玉真美、等々力寿純。これらの方々は、いずれも

障害児･者支援の分野で専門的な業務に携わって

おられる。 

評価協力施設： 

佐賀整肢学園こども発達支援センター（佐賀市） 

佐賀整肢学園からつ医療福祉センター（唐津市） 

一般社団法人あまねいーはとーぶ（佐賀県小城市） 

くまもと江津湖療育医療センター（熊本市） 

株式会社 LifeWell 二本木事業所（熊本市）

佐賀整肢学園こども発達支援センターおよび、

からつ医療福祉センター、また、くまもと江津湖

療育医療センターでは、その実施事業のうち、医

療型障害児入所施設に対する評価を行った。イー

ハトーブと LifeWell では放課後等デイサービス

に対する評価を行った。イーハトーブでは 1 名、
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他の施設では 2 名の評価者による評価を行った。

評価結果は、班全体の報告書に反映されている。 

２．スコットランドの新たな福祉サービス基準 

Health and Social Care Standard の全訳を行っ

た。 

Health and Social Care Standard My support, my 

life. 

はじめに 

この Health and Social Care Standards (以下

「Standard」) には、われわれがスコットラン

ドで医療サービスや公的介護サービス, また、社

会福祉サービスを利用する時に何を期待するべ

きかが規定されている。Standard は全ての人に

より良い成果をもたらすことを希求するもので

ある－Standard は一人ひとりが敬意と尊厳をも

って扱われることを保障し、全ての人が享受す

るに値する基本的な人としての権利が支持され

ることを保障する。

Standard が目指していることは、人々をどの

ようにケアし支援するかについて、進歩を促

し、柔軟性を推し進め、革新を奨励することで

ある。全てのサービスおよび支援機関は、登録

されているか否かにかかわらず、いかにして質

の高いケアを達成するかについてのガイドライ

ンとして、この Standard を用いるべきである。 
なぜこの Standardが作成されたか？ 

Standard に規定されている様々な基準と達成

時の成果は、公的サービス改革法（スコットラ

ンド）2010 の第 50 節と、国民医療サービス法

（スコットランド）1978 第 10H 章に基づいて、

スコットランド政府の権限が行使されて公にさ

れた。Standard は、国民医療サービス法（スコ

ットランド）1978 の第 10 節の下で既に作成さ

れている、従来の医療サービスに関する基準お

よび成果に取って代わるものではないが、2002
年に出されたケア規制法（スコットランド）

2001 の 5 節のもとで 2002 年に発布された、

National Care Standards に代わることになる。 
2018 年 1 月以降、Standard は、医療･ケアサ

ービスの査察と監督、登録に関わる Care 
Inspectorate や Healthcare Improvement 
Scotland、その他の調査機関で念頭に置かれる

であろう。

Standardはどのようなものか？ 

この文書を通して、達成基準と、人が期待で

きるケアの基準を述べた記述文の両方を指す集

合的用語として、“standard”が用いられてい

る。

 達成基準は以下の５つである。

１．私は、私に適した質の高いケアと支援を 

経験する。

２．私は、私のケアと支援に関するあらゆる決

定に十分に関与する。

３．私は、私を支援しケアする人々を信頼して

いる。

４．私は、私のケアと支援を行う機関を信頼し

ている。

５．私は、その機関が支援ための土地と建物を

提供するならば、質の高い環境を経験する。

それぞれの達成基準のあとに置かれた記述文

は、目指す成果が実際にどのようなものかを説明

している。ただし、書かれている全ての言葉が、

全てのサービスに当てはまるとは限らない。 

Standard は 5 つの原則―尊厳と敬意、共感、

インクル－ジョン、ニーズと要望に応えるケアと

支援、および、ウェルビーイング－で補強されて
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いる。原則そのものは基準や成果ではなく、むし

ろ全ての人が期待するべき処遇を反映している。 

Standard は誰のためのものか？ 
Standard は全ての人のためにある。年齢や能

力に関係なく、われわれは皆同じ質の高いケア

と支援を受ける資格がある。Care Inspectorate
と Healthcare Improvement Scotland は、査察

と品質保障を行うとき、また、現在登録中の、

あるいは登録申請中のケア・医療サービスが、

それにふさわしいかどうかを決定するに際し

て、Standardを考慮に入れる。われわれは、非

登録のサービスも、Standardを質の高いケアを

達成するためのガイドラインとして使用するこ

とを目指している。Standard は、幼児期のチャ

イルドマインディング（自宅での子ども預か

り）、デイケアや、成人の家事援助や居宅介護か

ら、病院やクリニック、ケアホームに至るま

で、多岐にわたる範囲のサービスに適用可能で

ある。 
Standard は、サービスの設備基準を規定する

法律に取って代わる、あるいは法律に適合する

必要性を無くすようなものではない。医療サー

ビスとケアサービスは、Standardを適用するこ

とに加えて、現行の法的基準と特定のサービス

や分野に適用されるベスト・プラクティスガイ

ダンスにこれまで通り従うことになる。

Standard は、医療･ケアサービスが質の高いケ

アと継続した改善を確実なものにするために支

援する、関連法とベスト・プラクティスを補う

ために用いられるべきである。現在のベストプ

ラクティスガイダンスは、Care Inspectorateと

Healthcare Improvement Scotlandのウェブサイ

トで見ることができる。 

 
原則 

A. 尊厳と敬意 

・私の人権は尊重され高められる。 
・私は個人として尊重され敬意をもっ 

て扱われる。 
・私は公平に扱われ差別を経験しない。 
・私のプライバシーは尊重される。 

B. 共感 
・私は温かく愛情深い、育成の志の厚い 
ケアと支援を経験する。 

・私のケアは、私のニーズと願望を理解 
しそれらに敏感な人々によって提供 
される。 

C. インクル－ジョン 
・私は、正しい情報を的確なときに、私 
が理解できる方法で受け取る。 

・私は情報に基づく選択を行うよう支 
援される。それにより私のケアと支援 
をコントロールできる。 

・私はサービスの提供され方について 
の広い決定に関与し、私の提案や意見、 
関心事が考慮される。 

・私は、自分が属するコミュニティに十 
分に、活動的に参加することを支援さ 
れる。 

D. ニーズと要望に応える支援 
・私の健康と介護のニーズは、私が的確 
な支援とケアを適時に受けているこ 
とを確認するために評価され、さらに 
吟味される。 

・私のケアと支援は、私のニーズと選択、 
決定が変わったらそれに対応する。 

・私は一貫した人と方法によってケア 
と支援を受ける。 

・もし私が不満を表明すれば、それは検 
討される。 

E. ウェルビーイング 
・私は日常生活の好みと念願を聞かれ、 
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実現できるよう支援される。 
・私は、自分に備わった能力を全て発揮 
するよう励まされる。 

・私は情報に基づく選択を行うよう支 
援される。それによって個人的なリス 
クを背負うことになっても。 

・私は安心していられ、ネグレクトや虐 
待、回避可能な危害から守られる。 

 
達成基準１．私は、私に最適な質の高いケアと

支援を経験する。 
尊厳と敬意 
1.1 私は,私のニーズや能力、性、年齢、信条、

心理状態、人種、氏素性や性的志向にかかわ

りなく受け入れられ、尊重されている。 
1.2 私の人権は守られて高められおり、差別を

経験することはない。 
1.3 もし私の自立と自律、選択が制限されるこ

とがあったら、それは適切な法によるもので

あり、あらゆる制限は正当で最小限であり、

細心の注意をもって行われる。 
1.4 もし私が密やかな個人的ケアを依頼した

ら、尊厳をもって、プライバシーと個人的な

好みを尊重して行われる。 
1.5 もし私が公衆の面前で支援とケアを 
受けるならば、分別と敬意をもって行わ 
れる。 

共感 
1.6 私の支援とケアを行う人々と機関は、本人の

能力を引き出す姿勢を持ち、私の潜在能力を

信じているから、私は人生を最大限に充実さ

せる。 
1.7 私は、配慮のもとに、私の人生の重大な変化

（死または終末期を含んで）について話し合

うことを支援される。 
1.8 もし私が集団でのケアと支援を受けるなら

ば、その集団の大きさと構成は私に合ったも

のである。 
インクル－ジョン 
1.9 私は、私自身の経験やニーズ、願望の専 

門家であると見なされる。 
1.10 私は、地域社会において私の望むやり方で

市民として十分に参加することを支援され

る。 
1.11 私は、安全を欠くおそれがなく、私も関わ

って決めたのであれば、私と同じサービスを

利用するほかの人たちを含めた仲間と一緒に

過ごすことができる。 
ニーズと要望に応える支援 
（１） 私のケアと支援のニーズを評価すること 
1.12 私は、私の初期段階の情緒的・心理的・社

会的、そして身体的ニーズの評価に定期的

に、また私のニーズが変わるときに、十分に

参加する。 
1.13 私は資格のある職員に評価されが、ほかの

人たち、必要ならば専門家も評価に加わる。 
1.14 私の未来のケアと支援のニーズは私 

の評価の一部で先取りされる。 
1.15 私の個人的なプラン（ケアプランと言われ

ることがある）は、私の願望と選択と同じく

ニーズが、どのように満たされるかから始ま

っているから、私に的確である。 
1.16 継続的な代替ケアを必要とする児童または

若者として、私はこのケアを不必要な遅れな

く経験する。 
（２） 私のケアと支援を選択すること 
1.17 私は、私のニーズを満たすために計画さ

れ、委任され、斡旋された可能な限り広範囲

のサービスとサービス提供者から選ぶことが

できる。 
1.18 私は、自分が受けることになる、計画され

たケアや支援、治療法、介入について、コス
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トも含めて、何が自分に的確かを決める前

に、それらを理解するための時間を持ち、あ

らゆる必要な援助を受ける。 
（３） 私のケアと支援を経験すること 
1.19 私のケアと支援は私のニーズと合い、 

私に的確である。 
1.20 私は、私が必要とし望んでいるケアを 
経験する的確な場所にいる。 

1.21 私は、自分が望んで、それが可能なの 
であれば、私自身の家に住むことができ 
るようになる。 

1.22 私は、科学技術やその他の専門的な設備を

用いることによって自立が可能になり、自分

自身の健康とウェルビーイングをよりコント

ロールできるようになる。 
1.23 私のニーズは、個別支援計画で取り決めら

れているように、十分に満たされ、私の願望

と選択は尊重されている。 
1.24 私が経験するあらゆる治療や介入は 
安全で有効である。 

ウェルビーイング 
1.25 私は、積極的な生活を送り、一定の範 
囲のレクリエーション活動や社会的活動、 
創造的活動、運動と学習活動に毎日、室内 
と戸外を問わず参加することを選択でき 
る。 

1.26 私は 1 人で過ごすことを選択できる。 
1.27 私は、もしそれが自分にとって的確なら

ば、教育と雇用の場において私の潜在能力を

発揮することを支援される。 
1.28 私は、健康とウェルビーイングに影響す

る、情報に基づく生活スタイルの選択を行う

よう支援され、適切な検診と医療を受けるこ

とを援助される。 
1.29 私は、精神的に強くなることや、自己のア

イデンティティーとウェルビーイングの強い

感覚を持つこと、あらゆるトラウマやネグレ

クトの経験に対処することを支援される。 
1.30 私は児童として、理解や、思考、探索と問

題解決の技能が、想像力に富む遊びと読み聞

かせを通したものを含めて、身についていく

ことを楽しむ。 
1.31 児童として、私の社会性と身体能力、信頼

感、自信、創造性は、使用目的が固定されな

い天然の材料の使用を含んだ、組織化と自由

選択がほどよくバランスされた広範囲の遊び

を通して、発達する。 
1.32 児童として、私は毎日戸外で遊び、そ 

の都度自然の環境を探索する。 
食べることと飲むこと 
1.33 私は適切に提供された、健康に良い食事と

おやつを、新鮮な果物と野菜を含んで選択で

き、また、メニュー作成にも参加できる。 
1.34 もし私が食べることと飲むことに介助を要

するならば、これらの介助は尊厳をもってな

され、私の個人的な好みは尊重される。 
1.35 私は急がされないおやつと食事時間を、可

能な限りリラックスした雰囲気の中で楽しむ

ことができる。 
1.36 私が望むなら、私はおやつや食事を、もし

それが適切であったら、サービスを利用して

いる人や、そこで働いている人と分け合うこ

とができる。 
1.37 私の食事とおやつは、私の文化的ニー 

ズや食生活上のニーズ、信条、嗜好に合っ 
ている。 

1.38 もし適切であったら、私は自分の食事やお

やつ、飲み物を、私が必要としたら支援して

もらって、作ることを選択でき、また可能な

場所で食用の植物を育て、調理し、食べるこ

とを選択できる。 
1.39  私は常に新鮮な水を飲むことができる。 

－ 40 －



 
達成基準２．私は、私のケアと支援に関するあ

らゆる意思決定に十分に参加する。 
尊厳と敬意 
2.1 私は、そう望むなら自分のケアと支援 
を自分でコントロールすることができる。 

2.2 私は、エンパワーメントによって力を 
つけて、できる限り自立し、自分の生活を 
自分でコントロールする。 

2.3 私は、自分の様々な権利について理解 
し、それらの権利を護れるよう支援され 
ている。 

2.4 私は、そう望む時あるいは必要になっ 
た時には、独立したアドボカシー（権利擁 
護機関）を利用できるよう支援されてい 
る。 

2.5 私は、金銭や身の回りの管理に手助け 
が必要になった時にも、できるかぎりそ 
れらを自分でコントロールすることがで 
きる。また私が損害を被らないための手 
立てが講じられている。 

2.6 私は、自立、コントロールと選択にな 
んらかの制約を受けるならば、同意した 
り見直すなど、できる限りその決定に参 
加する。 

2.7 私または支援機関が何らかの監視や 
モニターの機器を使う時には、それが必 
要であること、また行き過ぎた監視にな 
らないことが保障されて、私の様々な権 
利が護られる。また、その機器の使い方を 
決める時には私も参加する。 

共感 
2.8 私は、私にも私のニーズにも配慮でき 
る人たちによって、自分に適したやりか 
たで自分なりのペースでコミュニケーシ 
ョンをとることができるよう支援されて 

いる。 
インクルージョン 
2.9 私は、自分に適した様式と言語で情報 
とアドバイスを受け取るので、理解する 
ことができる。 

2.10 私は、必要があれば翻訳サービスや 
コミュニケーション・ツールを利用する 
ことができる。それらの利用に当たって 
も、支援を受けられる。 

2.11 私の意見が常に求められ、私の選択 
は常に尊重される。それは私の意思決定 
能力が十分でなくなったとしても変わら 
ない。 

2.12 私が自分で意思決定できない時には、 
介護者や中立のアドボケイト、公的また 
は私的代理人など、私が何を望むかを知 
っている人の意見が求められ、考慮され 
る。 

2.13 私の望みに反した意思決定が行われ 
る場合には、私が理由を理解できるよう 
に支援が行われる。 

2.14 私は、自分に関するどの情報が他者 
に見せられるかを、すべて知らされてい 
る。 

2.15 私は、争いを解決し、ルールに合意し、 
他の人たちと前向きな関係を築く力を最 
大限に身に着けられるよう、支援される。 

2.16 私に里親がいる場合には、私が家族 
生活に十分に溶け込めるよう、里親一家 
が支援される。 

ニーズと要望に応えるケアと支援 
2.17 私は、個別支援計画が作成されたり 
見直されたりする際には、そこに十分に 
参加する。私は個別支援計画をいつでも 
見ることができる。 

2.18 私は、私のウェルビーイングに適し 
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たやり方で家族や友人、パートナーとの 
関係を営むことができるよう支援される。 

2.19 私は、人と友達になり、友達づきあい 
が続けられるよう、励ましと支援を受け 
る。そこには私と同年代の人たちも含ま 
れている。 

2.20 私は、現状から抜け出して別のサー 
ビス事業所を利用する必要を感じたり、 
そう望んだりした時には、その意思決定 
に十分に参加し、この変更が終わるまで 
適切に支援される。 

ウェルビーイング 
2.21 私がそう望むなら、活動や食事の準 
備など、日々のルーティーン仕事に参加 
する。 

2.22 私は、興味関心のあるものや活動や、 
自分にとって大切なことを私の好きなや 
り方で続け、発展させていくことができ 
る。 

2.23 私が薬を飲まなければならない場合 
にも、できる限り自分でコントロールす 
ることができる。 

2.24 私は、日常生活で生じるリスクにつ 
いて、十分に説明を受けて選び、決めるこ 
とができる。また、生活の質を向上させる 
前向きなリスクの取り方ができるよう促 
される。 

2.25 私は、リスクが大きく危険な行為や 
意思決定がどのような影響と事態をもた 
らすかについて、理解できるよう援助さ 
れる。 

2.26 私は、様々な支援機関がどのように 
私の健康とウェルビーイングを支えてい 
るかを知っており、望む時にはそれらの 
機関に連絡を取ることができるよう援助 
される。 

2.27 児童として、私は遊びと活動を自分 
の好きなように進めていくことができる。 
また自分の年齢と段階に適した広範な経 
験と資源に自由に触れることができ、そ 
れによって生まれもった好奇心、学習能 
力、創造性に刺激を受ける。 

 
達成基準 3．私は、私を支援しケアする人々を信

頼している。 
尊厳と敬意 
3.1 私は、丁寧で敬意に満ちた態度で私に 
話しかけ、また私の話に耳を傾け、私のケ 
アと支援を第一に考えている支援者によ 
るケアと支援を経験する。 

3.2 私がいま住んでいる場所でケアと支 
援を受けるとしたら、支援者はこの暮ら 
し方を私の暮らしの場として尊重する。 

3.3 私は、支援者との間で互いにどのよう 
な接し方をしたいかを話し合って意見を 
はっきり一致させており、それを尊重さ 
れている。 

3.4 私は、これまでの私の医療と介護の経 
験とそれが今の私に及ぼしている影響を 
含め、私の過去について、しかるべき人た 
ちが十分に周知していると信頼している。 

3.5 児童または若者として、自分を肯定的 
に捉えられるよう、また信頼と安定感の 
ある人間関係を作り維持できるように援 
助を受けている。 

共感 
3.6 私は、支援者がみんな温かく挨拶をし、 

自己紹介をしてくれるので、不安になら 
ない。 

3.7 私は、支援者たち相互の関係が良いの 
で温かい雰囲気を経験する。 

3.8 私は、私を支援しケアする人との間で、 
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互いに無理を感じない方法で信頼関係を 
築くことができる。 

3.9 私は、私にとっても私を支援しケアす 
る人にとっても適切な時に身体的な安楽 
が得られることを含め、支援されケアさ 
れるにあたって思いやりと共感を経験す 
る。 

3.9 児童または若者として、尊重されてい 
る、愛されている、安全だと感じている。 

インクルージョン 
3.11 私は、その日その日の支援とケアを 

誰が担当し、その人たちが何をすること 
になっているかを承知している。また、誰 
が私のケアと支援を行うかについて自分 
の意見を言うことができる。 

3.12 私は、支援とケアを担当する人たち 
が私とコミュニケーションをとる時に、 
相手の言うことを理解することができる。 

3.13 私は、私のニーズや選択や望みを尊 
重する支援者たちから一人の個人として 
扱われる。また私の将来のケアと支援に 
ついて意思決定を行う人は誰であれ、私 
のことをちゃんと知っている。 

ニーズと要望に応えるケアと支援 
3.14 私の支援者は十分な訓練を受けて有 
能で仕事に熟達しており、また実践を振 
り返りながら職業倫理規約や組織の規約 
を守っているので、私はその人たちを信 
頼している。 

3.15 私のニーズは適切な人数の支援者に 
よって満たされている。 

3.16 支援者たちには私の支援とケアをす 
る時間がある。また私と話をする時間が 
ある。 

3.17 私は、手助けを求めた時などに支援 
者が迅速に対応してくれると信じている。 

3.18 私の支援とケアを行う人たちは、問 
題が起こりそうな場面を予測し、心身の 
弱いところが分かっていれば気を付け、 
いざという時の対応策を念頭に置いてい 
る。 

3.19 私のケアと支援は、支援者たちがう 
まく共働しているので一貫性があり、安 
定している。 

ウェルビーイング 
3.20 私は、自分の責任をきちんと理解し 
ている支援者たちによって、危害、ネグレ 
クト、虐待、いじめ、搾取から守られてい 
る。 

3.21 私は、私の健康状態とウェルビーイ 
ングが大きく悪化したり、気持ちが沈ん 
だりする時や危害を受けるリスクがある 
時には、その兆候に敏感に気づき対応さ 
れるおかげで、危害から守られている。 

3.22 私がもし自分や他の誰かの保護と安 
全に懸念を覚えた場合は、きちんと耳を 
傾けて真摯な対応をされる。そして、適切 
なアセスメントやしかるべき先への紹介 
が行われる。 

3.23 私の姿が見えなくなった時には、支 
援者たちはすぐさま行動を起こし、私の 
捜索をし、警察その他の機関や私にとっ 
て大切な人たちと連携する。 

3.24 私が自分や他の誰かを傷つける可能 
性がある時には、支援者たちには私と他 
の人たちを守る義務があり、そのために 
しかるべき機関に連絡を取る可能性があ 
ることを、私は承知している。 

3.25 私は自分が暮らすコミュニティで安 
全と感じ安心していられるよう、援助さ 
れている。 
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達成基準 4. 私は、私のケアと支援を行う機関

を信頼している。 
尊厳と敬意 
4.1 私の人権は私の支援とケアを担う機 
関にとって中心的関心事である。 

4.2 私の支援とケアを担う組織は、医療と 
福祉の格差問題への取り組みに協力して 
いる。 

共感 
4.3 私は、すべての人が尊重され価値を認 
められている場所でケアと支援を経験す 
る。 

4.4 私のケアと支援に問題が生じたり私 
の人権が尊重されなかったりした場合に 
は、私は謝罪を受ける。また支援機関は自 
らの行為には責任をとる。 

インクルージョン 
4.5 私のケアと支援を提供する機関が自 
分に向いているかを決める前に、可能で 
あればその支援サービスの現場を訪問し、 
私のケアと支援を提供する人々と会って 
みることができる。 

4.6 私の支援とケアを提供する機関がど 
のように仕事を進め、どのように発展す 
べきかについて、私は意味のある形で参 
加することができる。 

4.7 私は、自分が利用しているサービスの 
改善に、真のパートナーシップの精神で 
参加できるよう積極的に促される。 

4.8 私が自分のケアと支援についてどの 
ように感じているかを、定期的にフィー 
ドバックできるよう支援される。また支 
援機関はそのフィードバックから学び、 
支援の改善に役立てる。 

4.9 私は、可能であれば職員の採用と研修 
に参加することができる。 

4.10 私が親（一等親の家族）と暮らすこと 
ができない児童または若者であるならば、 
私がそれを望み、またそれが可能かつ安 
全である限り、同胞（または兄弟姉妹）と 
ともに他の親族と暮らすことができる。 

ニーズと要望に応えるケアと支援 
4.11 私は、しかるべきエビデンスとガイ 

ダンスとベスト・プラクティスに基づい 
た良質なケアと支援を経験する。 

4.12 私が利用しているサービスが閉鎖さ 
れたり、私のニーズと望みに応えられな 
かったりする際には、私は前もって適切 
に通知され、代替えサービスを見つける 
に当たっては私も参加する。 

4.13 私が新しいサービスへの移行を計画 
する際には、十分な時間と支援を受ける 
ことができる。 

4.14 私のケアと支援は、緊急事態や予期 
せぬ出来事が起こった場合も念頭に、計 
画的に安全な方法で提供される。 

4.15 私は、仮にサービスや支援機関に変 
更があったとしても、私のニーズと好み 
と望みを承知している職員からの安定し 
たケアと支援を経験する。 

4.16 私は、見知っている職員から支援と 
ケアを受けているので、一貫した継続性 
のある支援とケアを経験する。 

4.17 私がチームで、あるいは複数の機関 
からの支援とケアを受ける場合には、全 
体がよくコーディネートされているおか 
げで、一貫した継続性のある支援とケア 
を経験する。 

4.18 多様な機関が共働し、必要に応じて 
私に関する情報を迅速に共有することが、 
私にとっての利益となっている。また、私 
は、どのようにして私のプライバシーと 
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守秘が尊重されているかを理解している。 
4.19 サービスの質を確保するためのしっ 

かりした透明性の高いプロセスを有する 
機関で、常に改善を目指す文化があるこ 
とが私の利益になっている。 

4.20 私は、どうしたら自分のケアと支援 
について不服を申し立てられるか、不安 
があるときに声を上げることができるか 
を知っている。またそうするにあたって 
援助を得られる。 

4.21 私に不安や不服がある時には、私と 
の間で話し合いが行われ、そのために私 
が不利益を被ることなく問題への対処が 
される。 

4.22 私が必要なケアと支援を利用できな 
い、あるいはケアと支援が遅れる場合に 
は、支援者はその理由を説明し、私がふさ 
わしい代替え案を探すのを援助する。 

ウェルビーイング 
4.23 私は、優れた指導者がいて良好な運 
営が行われているサービスと機関を利用 
する。 

4.24 私を支援しケアする職員は適切かつ 
安全に雇用された人たちだと、私は信頼 
している。 

4.25 私は、職員が私の支援と介護の方法 
を常に刷新していくよう促されていると 
信頼している。 

4.26 私に介護者がいるならば、その人の 
ニーズにもアセスメントが行われ、支援 
が提供される。 

4.27 私は、支援者が必要な情報と資源を 
与えられているおかげで、良質なケアと 
支援を経験する。 

 
達成基準５．私は、その機関が土地と建物 

を提供するならば、質の高い環境を経験 
する。 
尊厳と敬意 
5.1 土地と建物は良質なケアと支援がで 
きるよう設計され工夫されているので、 
私は、アクセス可能な屋外スペースを含 
め、自分だけの空間とみんなと共有する 
空間の両方をバランスよく利用すること 
ができる。 

5.2 私は、自分が利用するどの部屋からも 
トイレにアクセスが可能で、必要な時に 
使うことができる。 

5.3 私には、私物を置いておけるアクセス 
可能で安全な場所がある。 

5.4 私が密やかな個人的ケアを必要とす 
る時には、そうしたケアに適した場所が 
ある。必要であれば水道もある。 

共感 
5.5 私は、自分に適した規模のサービスを 
経験する。 

5.6 私が集団でのケアと支援を利用する 
ならば、アットホームな環境で、リラック 
スできる柔らかい家具が備えられた、心 
地よい空間を使うことができる。 

5.7 私がケアホームで暮らしているなら 
ば、その土地と建物は少人数での生活を 
経験できるように設計され、機能的に整 
備されている。それが可能な場所では、キ 
ッチンを使うこともできる。 

インクルージョン 
5.8 私は、自分がそう望み、それが安全で 
ある限り、私にとって大切な人々と地元 
地域になるべく近いサービスを経験する。 

5.9 私は、その土地と建物の立地と専門性 
のおかげで、適切な範囲で地域のコミュ 
ニティの一員として活動に参加すること 
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ができるので、孤立することなくケアと

支援を経験する。

5.10 私が 24 時間のケアを経験するなら 
ば、電話、ラジオ、テレビとインターネッ

トへのアクセスを含め、私は人や情報と

繋がっている。

5.11 私は、私が利用する土地と建物の各 
所に自分の判断だけでアクセスすること

ができる。また施設の環境はそれができ

やすいように設計されている。

5.12 私がケアホームで暮らしているならば、

自分の居室の灯り、換気、空調とセキュリテ

ィを自分でコントロールすることができる。

5.13 私がケアホームで暮らしているなら 
ば、自分の居室のインテリア、家具とその

レイアウトを自分で決めることができる。

また可能であれば、手持ちの家具やマッ

ト・クッション類を持ち込むこともでき

る。

5.14 私がケアホームで暮らしていて、私 
のケアと支援を担う人たち用のスペース

が別途あるならば、それらはアットホー

ムな環境をそこなわないように工夫され

ている。

5.15 私がケアホームで暮らしている成人 
であるならば、訪問客と自分たちだけで

会うことができる。また、時には友人や家

族、パートナーが泊まっていく計画を立

てることができる。

ニーズと要望に応えるケアと支援 
5.16 その土地と建物は私のニーズと希望 
を満たすように、工夫され、装備や家具が

備えられている。

ウェルビーイング 
5.17 私の環境は安定していて安全である。 
5.18 私の環境は、くつろげて、オープンで、 

平穏で、避けることができる限り外部か

らの騒音も悪臭もない。

5.19 私の環境には自然光と新鮮な空気が 
豊富にあり、灯り、換気、空調は私のニー

ズと要望に合わせて調整可能となってい

る。

5.20 私のニーズとの要望を満たすに十分 
な物理的なスペースがある。

5.21 私のニーズと要望と選択を満たすこ 
とのできる良質な設備と家具用具を利用

することができる。

5.22 土地と建物、家具用具設備は清潔で 
整頓されており、私は管理の行き届いた

環境を経験する。

5.23 私がケアホームで暮らしているなら 
ば、私は自分専用のプライベートな庭を

使うことができる。

5.24 私がケアホームで暮らしていてペッ 
トを飼いたいと望むなら、事業所はそれ

が実現できるように少なくとも支援の努

力をする。

5.25 私がケアホームで暮らしている児童 
または若者であるならば、他の誰かと居

室を共有するニーズや要望が出てくる可

能性もある。その意思決定には私も参加

する。

5.26 私がケアホームで暮らしている成人 
であるならば、私のニーズに合った自身

の居室を持っている。しかしパートナー

や親戚や親友と一緒に暮らす、あるいは

居室を共有することを選ぶことができる。

5.27 私がケアホームで暮らしている成人 
であるならば、自分の居室で訪問客と共

に過ごしても不自由しない十分なスペー

スがある。

5.28 私がケアホームで暮らしている成人 
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であるならば、居室にシャワーがついて 
おり、望むなら風呂に入ることも選べる。 
特別な目的で設計されていない小さなケ 
アホームで暮らしているならば、バスル 
ームは他の人たちと共有するしかない可 
能性もある。 
                               

訳：児玉、松葉佐 
 
翻訳に際しては、原文に記載されている 
Open Government Licence v3.o  
(nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernmen

tlicence/version/3) を確認した。 
 
 
 

 
 

Ｄ．研究発表 
本研究に関する発表なし。 

Ｅ．知的財産権の出願･登録状況 
特許取得・実用新案登録なし 

Ｆ．開示すべき利益相反なし 
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平成 30年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

「障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方法の開発に関する研究」 

分担研究報告書

障害児に関わるサービス評価の内容分析と評価項目の検討

研究分担者  小澤 温  （筑波大学・人間系 教授） 

研究協力者  大塚 栄子 （千葉県リハビリテーションセンター 作業療法士） 

加藤 翼  （新宿区立子ども総合センター 理学療法士） 

関  剛規 （国立障害者リハビリテーションセンター 教官） 

中澤 若菜 （神奈川リハビリテーション病院 社会福祉士） 

庭野 ますみ（東京都立北療育医療センター 理学療法士） 

平田 真基 （NPO法人 ほっとプラス 事務局長） 

山本 智美 （さいたま市社会福祉事業団 作業療法士） 

 

 

 

 

Ａ. 研究目的 

本研究の目的は、平成 29 年度に実施した障害児

支援サービスの第三者評価に関わる既存の文献・資

料の検討と整理、その中における障害児支援サービ

スの第三者評価項目の内容と特徴の整理をふまえ

て、障害児支援サービスの実態に即した外部評価項

目案の基礎資料を作成することを目的とした。

研究目的は、以下の３点である。

①国内と海外の第三者評価資料を参考に、利用者視

点による外部評価項目の基礎資料案の作成

②作成した外部評価項目案をもとに障害児支援の

事業所の関係者による気づきと障害児支援サービ

スによる違いの解明 

③子どもの権利条約と障害者権利条約との突合と

医療、福祉、教育の専門職に対してエキスパート

レビューによる内容的妥当性の検討 

【研究要旨】

本研究の目的は、平成 29 年度に実施した障害児支援サービスの第三者評価に関わる既存の文

献・資料の検討と整理、その中における障害児支援サービスの第三者評価項目の内容と特徴の整

理をふまえて、障害児支援サービスの実態に即した外部評価項目の基礎資料を作成することを目

的とした。

国内と海外の第三者評価資料を参考に、利用者視点による外部評価項目の基礎資料案を作成

した。その後、作成した外部評価項目案をもとに障害児支援の事業所の関係者に対して面接調

査を実施し、組織マネジメントの視点から子ども視点への気づきについてはナラティブ分析、

事業所種別については事例-コード・マトリックス法で分析した。また、子どもの権利条約と障

害者権利条約と外部評価の基礎資料案との突合作業を行い、医療、福祉、教育現場の専門職に

対してエキスパートレビューを実施し項目案の内容的妥当性を検討した。 

評価者が利用者視点から評価することを意識するために、可能な範囲内で評価項目の主語を

「子ども一人一人は」に統一した。作成した外部評価案の関係者への面接調査の結果、職員が

子ども一人一人の視点から支援を見直すことの重要性が明らかになった。また、本来保障され

るべき子どもの権利保障が、生活する場所（事業所別）や障害種別、障害の程度などを配慮す

ることによって、困難な現状が示唆された。さらに、外部評価案の作成のための専門職へのエ

キスパートレビューを 18回開催し、障害児支援のサービスの実態を評価するための５領域（子

ども一人一人を主体とした事業方針、日常的な生活、人との関わり、子どもと家族との関わ

り、社会との関わり）、33評価項目とする外部評価の基礎資料を作成した。
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Ｂ．研究方法 

 全国社会福祉協議会、東京都、大阪府の第三者

評価項目を１つの評価項目にまとめ（平成 29年度

実施）、国内の実態調査と海外の第三者評価資料

を参考に、利用者視点による外部評価項目案を作

成した。 

作成した外部評価項目案による面接調査を実施

し、組織マネジメントの視点から子ども視点への

気づきについてはナラティブ分析を行った。事業

所の種別の違いについては事例コード・マトリッ

クス法で分析した。

子どもの権利条約と障害者権利条約と外部評価

項目の基礎資料案との突合作業をそれぞれ行い、

医療、福祉、教育現場の専門職から構成するエキ

スパートレビューによる内容的妥当性を検討し

た。

（倫理面への配慮） 

分担研究者（小澤 温）の所属する筑波大学に

おいて、人間系研究倫理審査委員会・東京地区委

員会に調査研究実施の申請を行い、承認された。 

 なお、この承認結果は 2019年３月まで有効であ

る。（2017年９月 15日、東 29-42号） 

Ｃ．研究結果 

(1) 子ども主体とした支援の振り返り 
研究協力者は、障害児支援サービスの４事業所

（障害児福祉施設 2、放課後デイサービス 1、児童

発達支援 1）11名の職員に対して、これまで検討

した外部評価項目の資料案に対して、インタビュ

ーガイドに沿いグループでの面接調査を実施し

た。 

職員の語りから、類性のある語りに便宜的に見

出しをつけ分類した。「既存の調査との相違」

「日常の自分たちの支援内容への葛藤」「事業者

主体の語りから子ども主体の語り」に分類され

た。以下に分析結果を示す。 

評価項目を回答する経過には，これまでの調査

との違和感が生じていた。それは，子ども一人一

人の視点でみる，考えることへの着眼点の変容で

あり、既存の評価項目にはない子ども視点で支援

内容を振り返る新たな経験へのインパクトと認識

の変化であった。事業者主体の語りから子ども主

体の語りでは、自分たちの支援を強く主張するこ

とへの是非や葛藤とともに、子ども主体で支援を

顧みより本来あるべき支援とは何かを思考する過

程が抽出された。一方で家族支援に関しては、そ

の比重は子どもへの支援以上に大きいと感じ、子

ども視点で家族支援を振り返ることへの困難さも

示唆された。 

(2)外部評価項目の基礎資料案の実用化の検討 
作成した外部評価を障害児福祉型入所施設（２

カ所）、放課後等デイサービス、児童発達支援の

計４カ所の職員 11名対し予備調査として実施、そ

の後グループでの面接調査を行った。事例コー

ド・マトリックスの分析により 3つのカテゴリー

と 11のコードが抽出された。 

カテゴリー「難しさと課題」では、子どもの声

を拾う事や子どもが、本当にはどう感じているの

かを理解することの難しさや親との交流が無い場

合などの家族支援の難しさが語られた。カテゴリ

ー「評価のばらつきと差」では、評価者の立場・

経験や習性、また子どもの置かれた状況によって

評価のばらつきや事業所の種別の違いによる職員

配置や支援の重み付けに差があるとされながら

も、子ども主体の外部評価は必要な視点であり、

支援の振り返りになる。また、足りないところ・

弱い項目は課題になると肯定された。重症心身障

害者の子どもをもつ母親のエキスパートレビュー

では、「どんな重たい障害のある子どもも一人の

子どもとして尊重されている」など、入れてほし

いとされた項目が、外部評価の中に含有されてい

ることを確認した。外部評価は、種別の異なる事

業所でも共通に使用できることが示唆された。 

(3) 子どもの権利条約と障害者権利条約と外部評価

項目の基礎資料案との突合 

外部評価項目の基礎資料案と障害者権利条約(31

条以降除く)及び子どもの権利条約(41条以降除

く)の内容を突合し,外部評価項目の基礎資料案の

内容の適合性を検討した。 

障害者権利条約及び子どもの権利条約との突合

を行い、障害者権利条約第 3条一般原則である全

8項目(固有の尊厳・個人の自律及び自立の尊重、

無差別、社会への完全かつ効果的な包容,差異の尊

重、機会の均等、男女の平等,施設等サービスの容

易さ、障害のある児童の尊重・同一性の保持)およ

び子どもの権利条約一般原則である全 4項目(生命

及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子
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供の意見の尊重、差別の禁止）を網羅している事

が明らかになった。また、全ての項目がいずれ

か、もしくは複数の条約に合致することが示され

た。 

Ｄ．考察 

 外部評価項目の基礎資料案について、障害児支援

事業所の関係者への面接調査により、子ども主体と

した支援の振り返り、外部評価項目の基礎資料案の

実用化の検討を行った。あわせて、子どもの権利条

約と障害者権利条約と外部評価項目の基礎資料案

との突合を行った。その結果、外部評価項目の基礎

資料案をさらに精査して以下のような内容の基礎

資料を作成した。 

 外部評価は障害児支援のサービスの実態を評価

する 5領域（①子ども一人一人を主体とした事業

方針 5項目，②日常的な生活 7項目，③人との関

わり 8項目，④子どもと家族との関わり 6項目，

⑤社会との関わり 7項目），全 33項目で構成され

る。 

①子ども一人一人を主体とした事業方針では，ラ

イフステージに応じた様々な体験を通し、失敗と

成功を繰り返しつつ発達成長していく子どもたち

が、大人の決めつけや押し付けではなく共に考え

主体性を持って自己決定できる環境にあるか、多

様な経験の保障と適切なアセスメントに基づく支

援、そして家族や事業所職員と共に考える機会が

保障されているか等について評価する。 

②日常的な生活の領域は、ADL全般について子ど

もが主体となる生活やそのために必要な支援につ

いて問い、日常生活の中で子ども一人一人の好き

なこと、ものが尊重され、障害特性に応じた配慮

を受けながら社会生活能力や社会適応力が養われ

ているかを評価する。 

③人との関わりの領域は、社会の中で人と関わり

ながら発達成長し地域社会へと活動の場所を広げ

ていく子どもたちに対し、コミュニケーションを

とりたいという気持ちをどのように育てるか、拒

否の意思を受け入れる姿勢や代替案の提示の有

無、コミュニケーションスキルの獲得に関する支

援などを評価する。 

④子どもと家族との関わりでは、子どもと家族の

関係が子どもの成長発達とともに変化する点や、

家族支援の内容が家族のニーズによって大きく異

なる点を踏まえ、子どもを育てる親へのケアや、

よりよい親子関係の構築へ向けた支援について評

価する。 

⑤社会との関わりでは就学前、学校生活そして地

域生活へと移行するための情報提供や経験の提

供、医療療機関との連携や家族支援を含めた支援

体制など地域へ巣立つための支援について評価す

る。 

⑥作成した外部評価は子どもを主体とした、ライフ

ステージとソーシャル・インクルージョンを意識し

た支援の振り返りが可能な項目で構成した。 

今後は外部評価の実施が支援の振り返りにもた

らす効果や、スーパーバイズへの活用の可能性につ

いて検討が必要である。 

Ｅ．結論 

 外部評価項目の基礎資料案について、障害児支援

事業所の関係者への面接調査により、子ども主体と

した支援の振り返り、外部評価項目の基礎資料案の

実用化の検討を行った。あわせて、子どもの権利条

約と障害者権利条約と外部評価項目の基礎資料案

との突合を行った。その結果、外部評価項目の基礎

資料案をさらに精査して基礎資料を作成した。 

 関係者へのエキスパートレビューでは、子どもの

障害や事業所の違いによる『子どもの最善の利益』

について検討した。その結果、事業者が配慮すべき

事項には違いはあるが、『子どもの最善の利益』は

本来的には同じであるという結論を得た。その結論

から、今回作成した外部評価項目の基礎資料では、

事業種別や障害種別、障害の程度などに関わらず、

全ての子どもに共通する評価項目として使用でき

ることを目指した。 

今後は、この外部評価項目の基礎資料が障害児支

援サービスの質を評価する内容であることについ

て検討する必要がある。 

Ｆ．研究発表 

1. 論文発表

・小澤温、放課後等デイサービスの展開と課題につ

いて、地域リハビリテーション、13巻10号、 
738～741頁、2018年 

2. 学会発表

・関剛規、中澤若菜、加藤翼、大塚栄子、庭野ま

すみ、平田真基、山本智美、小澤温：障害児支援

に関わるサービス評価（外部評価）の内容分析と
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評価項目の検討（その１）：外部評価完成までの

経過、日本リハビリテーション連携科学学会第 20

回大会、2019年３月 17日（豊明） 

・中澤若菜、関剛規、加藤翼、大塚栄子、庭野ま

すみ、平田真基、山本智美、小澤温：障害児支援

に関わるサービス評価（外部評価）の内容分析と

評価項目の検討（その２）：子ども主体とした支

援の振り返り（職員の語りから）、日本リハビリ

テーション連携科学学会第 20回大会、2019年３

月 17日（豊明） 

・庭野ますみ、中澤若菜、関剛規、加藤翼、大塚

栄子、平田真基、山本智美、小澤温：障害児支援

に関わるサービス評価（外部評価）の内容分析と

評価項目の検討（その３）：外部評価の実用化に

向けた検討、日本リハビリテーション連携科学学

会第 20回大会、2019年３月 17日（豊明） 

・山本智美、中澤若菜、関剛規、加藤翼、大塚栄

子、庭野ますみ、平田真基、小澤温：障害児支援

に関わるサービス評価（外部評価）の内容分析と

評価項目の検討（その４）：外部評価と子どもの

権利条約・障害者権利条約との突合、日本リハビ

リテーション連携科学学会第 20回大会、2019年

３月 17日（豊明） 

・加藤翼、中澤若菜、関剛規、大塚栄子、庭野ま

すみ、平田真基、山本智美、小澤温：障害児支援

に関わるサービス評価（外部評価）の内容分析と

評価項目の検討（その５）：外部評価の概要、日

本リハビリテーション連携科学学会第 20回大会、

2019年３月 17日（豊明） 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況

  （予定を含む。）

1. 特許取得

特になし

2. 実用新案登録

特になし

 3.その他

特になし
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平成 30年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

「障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方法の開発に関する研究」 

分担研究報告書 

評価者養成方法の開発と評価に関する研究 

研究分担者  堀口 寿広 （国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 

精神保健研究所 室長） 

 

 

 

 

Ａ. 研究目的 

平成 28 年 5 月に成立した「障害者総合支援法

及び児童福祉法の一部を改正する法律」において

①事業者に対して障害福祉サービスの内容等を

都道府県知事へ報告することを求めるとともに、

利用者による個々のニーズに応じた良質なサー

ビスの選択に資すること等を目的として、②都道

府県知事が報告された内容を公表する仕組みを

創設することとなった。 

これを受けて、平成 30 年 4 月から独立行政法

人 福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の

総合情報サイト WAM NETにおいて「障害福祉サー

ビス等情報の公表」がなされ事業所ごとに第三者

評価の受審の有無と時期等の公表が始まった。 

（ホームページ：

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E

0000.do＞事業所選択＞事業所詳細情報＞利用者

等の意見を把握する体制、第三者による評価の実

施状況等） 

当研究班では、障害児福祉サービスを評価する

新たな仕組みづくりをめざして、平成 30 年 9 月

末まで国内外の先行する諸制度をもとにしたブ

レインストーミングを重ね、10 月には基本とす

る理念について外部の専門家や保護者を対象と

したアンケートを実施、さらに 11 月には聞き取

り調査会を実施して理念の修正を行った。評価が

誰のためにあるのかという問いに、サービスを実

際に利用するもの、すなわちエンドユーザーであ

る子どもたちを中心にするべきと考えた。理念の

基盤としたのは、「児童の権利に関する条約

（United Nations Convention on the Rights of 

the Child）通称：子どもの権利条約」である。

議論を重ね現行の第三者評価と並存しえる外部

評価項目 101項目を作成した。この評価項目を使

用して事業者の評価を行いその情報を公開する

ことで、利用者の選択に資することが期待される。 

そこで、平成 29 年度の研究成果を踏まえ、評

価者を養成するための研修を実施するとともに、

受講者が評価の実施に必要な知識を適切かつ十

分に習得できるよう研修において活用できるマ

ニュアルの作成を目指した。また、評価の実用性

を高める目的で、養成研修の受講者から意見を収

集することとした。本研究により評価項目の実装

に向けて評価者にとって「わかりやすく、付けや

すい」ものを得ることができる意義がある。 

【研究要旨】 

障害児の福祉サービスについて外部評価を行うものを養成する全国共通の研修課程について、

平成 29 年度の研究成果を踏まえ、研修に活用できるマニュアルと研修プログラムを開発すると

ともに、評価の試行に向けて研修を実施した。評価項目については、実用性を高める目的で研修

受講者から改善に向けた意見を得た。評価項目について説明を受けた受講者は、研修修了時には

「評価に当たり実際に子どもへの支援を見ることが重要」と考えていた。評価を実施した後に、

項目ごとに説明のわかりやすさと評価の付けやすさを尋ねたところ、双方で評点の高かった項目

は「支援者の専門性」に関する 2 項目あり、評点の低かった項目は全体で 43 項目あった。当該

項目の説明と評価の付けやすさを改善するための意見をもとに評価項目を修正することで、より

効果的な外部評価が可能になると考えた。 
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Ｂ．研究方法 

本研究では「実務経験または施設管理者の経験」

と「3年ないし 5年」という数値の組み合わせで検

討することが適当とする平成 29 年度の研究成果を

踏まえ、表 1を受講者の要件として設定した。 

また、養成研修の実施日数については、現行の

関連制度をみると全国社会福祉協議会の提示す

るモデルカリキュラムが 29.5 時間で、実際に各

団体が実施している研修が 3～17日、東京都福祉

サービス評価推進機構が実施している研修が 39

時間（6日）である。複数日にわたり研修を実施

することで、研修日ごとに受講者の理解度を確認

するなど研修の評価方法として知られる

Kirkpatrickの 4段階評価法モデルに当てはめる

ことが可能になる。しかし、本研究では、今回の

評価が試行であり養成研修を含めて実施可能性

を検証するものであること、また、現任者を主体

とする受講者に複数日にわたり参加を求めるこ

とは現実的に困難であること、とくに全国から 1

箇所（東京）に受講者を集めて実施する一斉研修

の形態としたことから、1日で修了する短縮版の

研修とした。プログラム（表 2）は、資格要件を

満たすものが既に習得していると見込まれる範

囲を省略するものとし、個々の評価項目について

の説明と、各自の知見を持ち寄ったグループワー

クにより評価すべき事項に対する判断が平準化

されることを狙った。 

この資格要件で募集を行い、研究計画を理解し

参加することに署名して同意した者 26 人（その

うち 2 人は欠席）を対象に平成 31 年 1 月に評価

者養成研修を開催した。 

研修では評価項目の解説（120分）のあと、グ

ループワーク（120分）にて①良い／悪い実践（グ

ッド／バッドプラクティス）、②サービスの質の

最低条件、③サービス全体の向上に寄与する特定

のサービス、④評価者が注意して確認すべき点、

⑤評価項目に対する意見、⑥評価を実施する過程

で発生しそうな問題点について話し合ってもら

い、4グループの発表の後、試行評価の説明（30

分）を行い、①から⑥について個人の回答を記入

した無記名の受講者アンケートを提出してもら

った。 

そして、同研修を受講したもののうち施設での

評価を実施したものを対象に、研究代表者からア

ンケートを配布してもらい評価項目について「評

価マニュアルにおける各項目の着眼点や評価の

視点についての説明文の理解のしやすさ【説明の

わかりやすさ】」と「評価の際に項目にそって評

価を付けやすいと感じたかどうか【評価の付けや

すさ】」の 2 つの視点から評定を得た。さらに、

「わかりにくかった・付けにくかった」項目につ

いては改善に向けた提案を求めた。 

なお、評定は基本的には順序尺度であるが ICF

（ International Classification of 

Functioning：国際生活機能分類）の「大まかな

パーセント値」をもとに相当する程度についての

数量的な範囲を併記した（表 3）。 

研究代表者から調査内容を説明し協力を依頼

する文書、記名の代わりに個別番号を記入して回

答を記入する質問紙（回答用紙）、返信用の封筒

を郵送し、郵送等の方法により平成 31 年 3 月末

までに研究分担者が回答用紙を回収した。 

研修時のグループワークおよび受講者アンケ

ートについては実施に先立ち大正大学研究倫理

委員会の承認を得た。（承認番号：第 18-032号） 

また、試行評価後の調査については調査の実施

に先立ち国立研究開発法人国立精神・神経医療研

究センター倫理委員会の承認を得た。（承認番

号：A2018-134） 

 

Ｃ．研究結果 

研修マニュアルについては、外部評価が現行の第

三者評価と並存し得るものという前提に立ち、現行

の制度で策定されているものとの重複を避け、評価

の本質となる事項「質とは何か」「質の評価」から

始まり、「諸外国の状況」「わが国の第三者評価」

を解説する構成とした。 

研修時の受講者アンケートには受講者 24 人の

うち 22 人から回答があった（表 4）。項目につ

いては「項目数が多い」という意見、「評価の段

階を細かくするべき」という意見があった。一方

で、評価の実施により生じる問題への懸念として、

「低い評価をつけたことで評価者と事業所との

関係性を損なう」というものがあった。 

また、評価を実施したものを対象に項目ごとに

説明のわかりやすさと評価の付けやすさを尋ね

たアンケートには、8人から回答があった。【わ

かりやすさ】と【付けやすさ】の 2つの評価軸に
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ついて、評点を記入したもののうちで評点を合計

した数値を記入した人数で除した値をそれぞれ

求めた。評点の最大値は【わかりやすさ】は 4.75、

【付けやすさ】は 4.88 であった（表 5）。数値

の分布について中央値を求め、中央値を下回った

項目は評点の低い項目とし、一方、最大値および

その次の値については評点の高い項目とした。 

【わかりやすさ】と【付けやすさ】の双方にお

いて評点の高かった項目は「事業所は、統一した

書式を用いて、提供したサービスの内容を記録し

ている（項目番号 53）」と、「子ども一人一人

には、地域の公園や文化・スポーツ施設等に外出

する機会が提供されている（項目番号 55）」の 2

項目であり、いずれも支援者の専門性（領域 E）

に関する項目であった。 

一方、【わかりやすさ】と【付けやすさ】の双

方において評点の低かった項目は全体で 43 項目

あった。回答者からは評点によらず当該項目の説

明と評価の付けやすさを改善するための意見を

得た。 

保育所等訪問支援を対象に想定した項目は他

の施設で評価を実施したものには「非該当」とな

るため項目に対する評点は空欄となったが、それ

以外の項目に対する意見としては「重症心身障害

児の場合は評価が困難ではないか」とし、評価の

対象とする施設ごとに評価項目を設定するべき

ではないかとの意見があった。 

一方で、評価項目についての意見の中には、各

項目に付された着眼点や解説に説明が記されて

いる事項について質問したものがあった。 

 

Ｄ．考察 

今回、受講者の要件を設定し全国から受講者を集

めて研修を行った。今後、外部評価が実装され評価

者養成研修を受けることの意義が高まれば、複数日

にわたる研修であっても現任者の参加が容易にな

ると考える。また、インターネット配信などを活用

して別会場での受講もできるようにすることで、よ

り多くの地域からの参加が見込まれる。 

研修マニュアルの内容と構成は、「評価すべき質

とは何か」という総論から始まるものとした。研究

班が 2 年度にわたり収集した国内外の情報をまと

めたものであり、現行の制度で策定されているマニ

ュアル類には詳解のない事項である。 

研究班の提示した外部評価項目に対する受講者

の意見は、試行評価を行う前は、実際の支援場面を

観察して評価することを重視したいとする意見が

多く、養成研修を通じてサービスの利用者を向いた

評価をめざす外部評価の理念が受講者に適切に共

有されたことがうかがえた。評価の結果について事

業者との関係が悪化する状況を懸念する意見につ

いては、事業者からの依頼に基づき実施するという

外部評価の性質をふまえつつ、評価者の判断の客観

性を高めることが課題と思われた。 

一方、試行評価後の意見を見ると、【わかりやす

さ】と【付けやすさ】の二つの評価軸の双方で評点

の低かった項目は全項目の 4割を超えていた。今回、

【わかりやすさ】とは着眼点と解説の理解のしやす

さである。また、【付けやすさ】とは各項目の着眼

点と解説を踏まえて評定を行うことのしやすさで

ある。評価項目自体の評定は「2：日常的にできて

いる」「1：時々、部分的にできている」「0：まっ

たくできていない」「9：非該当」の 4 種類であっ

たが、【付けやすさ】について、この評定方法につ

いて直接言及した意見はなかった。たとえば、「2

と 1の判断の違いはどの程度か」や、「評定の段階

をもっと細かくするべき」といった意見である。し

たがって、今回【付けやすさ】における評点の低さ

は【わかりやすさ】の評点の低さに関連したものと

考えられる。 

このことから、【わかりやすさ】の評点の低かっ

た項目について実装に向けて評価項目の説明を見

直し、とくに具体例を挙げるなどの工夫をすること

で評価者の判断がしやすくなると考えられる。 

また、研修の効果についてみると、研修修了時の

アンケートでは、評価に当たって実際に子どもへの

支援を見ることが重要としている受講者が多く、今

回の外部評価が理念の基盤とした「評価は子どもた

ちのためにある」が受講者に適切に共有されたこと

がうかがえた。一方で、試行評価後に寄せられた項

目ごとの意見の中には、着眼点や解説の項にすでに

説明が記載されている事項について質問したもの

があり、研修の中での説明が十分に理解されなかっ

た可能性がある。研修日数を増やし、モデルケース

を用いた評価の試行をプログラムの中に組み入れ

ることなどで、評価項目に関する受講者の理解を深

める必要があると考えられる。 

本研究が提示する外部評価の仕組みが実装され

る際には、本研究で収集した情報や意見をもとに、
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より実情に即し、かつ、利用者の立場に立ち、より

高い質で評価を行うことのできる人材を確保でき

る養成研修が求められる。 

 

Ｅ．結論 

障害児の福祉サービスの外部評価を行うものの

養成研修は、受講者要件に合わせたプログラムを組

むことが必要である。プログラムには、研修の効果

を高めるためにモデルケースを用いた評価などを

取り入れる必要がある。また、研究班の作成した評

価項目については、説明を補完するなどの対応によ

り実用性を高めることが期待できる。 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

1） 堀口寿広：診療のなかでの実施上の注意．小

児内科 50巻9号：1337-1342，2018． 

2.  学会発表 

1） 堀口寿広：障害児福祉サービスの第三者評価

者の資質に関する意見の調査．第 65 回日本

小児保健協会学術集会．鳥取，2018.6.14-16. 

（小児保健研究 77巻 講演集．p169，2018.) 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

なし 

 2. 実用新案登録 

なし 

 3.その他 

なし 
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表 1：養成研修の受講者要件 
次の分類の１から５のいずれかに該当するもの 
  
（分類１） 福祉・医療・保健業務を３年以上経験している者 
（分類２） 組織運営管理等業務を３年以上経験している者 
（分類３） 調査関係機関等で調査業務や経営相談を３年以上経験している者 
（分類４） 福祉・医療・保健・経営分野の学識経験者で当該業務を３年以上経験している

者 
（分類５） その他、上記と同等の能力を有していると研究班主任あるいは分担研究者が認

める者 
 
 
表 2：養成研修プログラム 
開催日時：平成 31年 1月 27日（日）10：00～16：00（9：30受付開始） 
会場：ビジョンセンター東京有楽町 
時  間 内  容 

9：30-10：00 受付 

10：00-10：05 開催挨拶 

10：05-10：10 挨拶（厚生労働省） 

10：10-10：25 研究班の説明 研究代表者 内山登紀夫（大正大学） 

10：30-12：00 評価項目の説明 研究分担者 稲田尚子（帝京大学） 

12：00-13：00 昼食休憩 

13：00-15：00 グループワーク（確認すべき点、問題点等について自由討議） 

15：05-15：35 試行評価の説明 研究分担者 稲田尚子（帝京大学） 

15：35-15：50 質疑応答 

15：50-15：55 事務連絡（謝礼、旅費等手続き、アンケート等について） 

15：55-16：00 修了挨拶 

 
 
表 3：評価項目の評定に用いた程度の説明 

評定 説明*のわかりやすさ 
*評価マニュアルにおける各項目の着

眼点や評価の視点についての説明 

評価の付けやすさ 
評価の際に項目にそって評価を

付けやすいと感じたかどうか 
5 

（問題の程度は 0-4％） とてもわかりやすかった とても付け易かった 

4 
（問題の程度は 5-24％） どちらかというとわかりやすかった どちらかというと付け易かった 

3 
（問題の程度は 25-49％） ふつう（標準的） ふつう（標準的） 

2 
（問題の程度は 50-95％） どちらかというとわかりにくかった どちらかというと付けにくかった 

1 
（問題の程度は 96-100％） とてもわかりにくかった とても付けにくかった 
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表 4：受講者アンケートの回答 （回答数：22） 
問1 問2 問3 

これまでの経験をもとに、どんなグッド／バッドプラ

クティスの事業所があるか 

事業所のサービスの質を担保する

ミニマムリクワイヤメント（最低限

の必要条件）はなにか 

ある項目（サービス内

容）が変化すること

で、それ自体の変化を

超えたいい結果をも

らたす項目は何か 
グッド バッド 

 利用者視点で個別支援

計画を立て、相談支援

事業所や関係機関と担

当者会議を行い、支援

している 

 人材育成している 

 子どもの機嫌がいい 

 研修がある（同様意見

合計3） 

 職員を大事にしている

（同様意見合計2） 

 SNSで発信している 

 構造化、視覚支援、行

動の機能的な分析の視

点、発達的視点、神経

学的な視点を持った実

践。実際に行う活動や

課題は、これらに裏打

ちされ、子どもが楽し

んでいれば概ね何でも

よい 

 子どもの機嫌によせる 

 会議をこまめに行う 

 子どもを傷つけていな

い 

 自分たちがやっている

ことを根拠を持って説

明できる（同様意見合

計3） 

 SVを設置してサービス

の質を保つこと 

 子どもの情報共有を、

ミーティングの時間を

定期的に確保して行っ

ている（また、その時

に、子どもの情報をど

のように表現し、伝え

るかをスタッフの人材

育成、成長の評価とし

て、管理者が把握する

機会としていた） 

 環境面を整えている 

 職員間で情報が共有さ

れ、支援方法や方向性

が一貫している 

 支援方法が適切だった

か職員間で振り返りの

話し合いが設けられて

いる 

 専門職のアドバイスを

求め、支援に取り入れ

 療育時間というよりも

見守り時間になってお

り、テレビやビデオ等

を見せている 

 家庭送迎することによ

り、療育時間を減らし

ている  

 根拠を持ってやってい

るという説明ができな

い 

 過去から更新されてい

ない（同様意見合計5） 

 声かけがない 

 職員同士の私語 

 専門的知識に裏打ちさ

れていない（スタッフ

が活動や課題の背景を

説明できない）。また、

子供がやりたがらない

活動や課題を強要して

いる 

 入所施設では、保護

者・本人の思いの聞き

取りが薄く、事業所側

（支援者側）からの計

画になっている 

 オムツ交換時、無言で

子供を転がす 

 力づくでしている（同

様意見合計3） 

 歯ブラシを入れたまま

私語 

 専門性をうたいなが

ら、それに期待したも

のとは違う 

 担当指導員がよく変わ

る   

 手首を握るなどの行為

が本人の意思の確認も

なく行われている 

 発達についての知識が

なく、保護者や本人の

気分を害する行動が多

い          

 アセスメントが行われ

ていない 

 個別支援計画が更新さ

れていない 

 子ども同士、保護者同

士のつながりが無い 

 人員配置が十分でない 

 子どもと保護者を気づけていな

い（物理的、心理的に） 

 子どもの手をムリヤリ引っ張る

等 

 自己決定の視点（選択） 

 スタッフの知識を補う研修 

 家族支援を考える 

 他の事業所と併用 

 管理者とスタッフの専門性と関

係性 

 障害の特性の理解 

 スタッフの質、情熱 

 TEAＣCHプログラム 

 基礎をスタッフはどう身につけ

ているか 

 下の意見を出せる 

 本人の意思を掴みとれる、確認で

きる 

 保護者と共通の視点をどうもて

るか 

 職員の質、同じ支援できるか 

 保護者とコミュニケーション 

 資格（保育士） 

 資格をとれる体制を整えている

か 

 持続可能な人材、スタッフ 

 専門職加算システム 

 障がい特性の理解－混乱するこ

と、苦手なことを強要しないこと 

 コミュニケーションのとれる風

とおしのよい事業所 

 医・福の連携ができているところ 

 職員のコミュニケーションと向

上心 

 人を大切にする心 

 チームワーク 

 人員配置 

 人員教育 

 フィードバック 

 共有－トップの質 

 職員の質（同様意見合計2） 

 個別対応 

 病院（病人）にしない！（同様意

見合計2） 

 何のためにしているか、という理

念 

 利用者の精神的安定 

 共通理解、スタッフの余裕（キャ

パに合わせて） 

 利用者本人の意思を踏まえるこ

と、確認すること 

 項目数があまりに

も多すぎて検討不

能 

 家族支援の項目で、

家でもできる事案

を示し、実践につな

ぐこと 

 子どもの経験があ

ること 

 ミーティング 

 事前検討 

 ケース会議 

 外部評価→事業所

の自信 

 アセスメント 

 対象児の好奇心を

はぐくむ活動を提

供していくと、友だ

ちの真似をするこ

とにつながり、その

集団をとおして、

個々がのびた経験

がある 

 利用者が何かの役

割を果たすこと（適

度な利用者のすみ

わけが必要） 

 支援者間の信頼関

係とコミュニケー

ション 

 PDCAサークルをき

ちんと行う 

 地域との交流支援 
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る事で支援者の知識が

広がっている 

 視覚的な環境を整えて

いる（同様意見合計2） 

 家族と事業所だけでな

く、相談支援専門員な

ど他の人を交えて子ど

もについて話す場合

も、定期的に持って個

別支援を実施する 

 個に応じた支援～構造

化がきちんとなされ、

子どもの行動の背景を

きちんと考えながら対

応していた 

 経験は少ないながら

も、合わせようと試行

錯誤していた 

 次のステージを意識し

ている 

 その事業所にPT、OT、

ST、心理等の専門職が

いるというところは、

まだ少ない。たとえい

なくても、担任同士が

よくコミュニケーショ

ンをとり、子どもの状

況を把握し、わからな

い！専門職にききた

い！という時は、しっ

かりと保護者を通し

て、又、保護者の許可

を得て、直接情報をと

ったりして、医療と福

祉がしっかり連携でき

ている 

 プラクティス、家庭で

の様子をきく 

 利用者の安心を第一に

（安全の確保の下に） 

 保護者への情報提供を

定期的に行っている事

業所 

 職員一人一人が障害の

理解をしていることで

適切な支援が行えてい

る 

 例）トイレに誘導→先

生と歩いていくよ…→

一人の子どもは歩けな

かった（抱っこして参

加している子）→皆で

検討し、そのグループ

への声かけは今度から

"先生とトイレにいく

よう"にしていく、等 

細かに打ち合わせてい

た 

 個別支援計画の作成状

 担当者の自己紹介のな

いまま支援している 

 同じ目標で長く支援し

ている  

 やるとうたっている

が、やっていない 

 うたっていることも実

際に差がある 

 子どもを選んでいる

（同様意見合計4） 

 子どもの意思とは関係

なく、させている 

 発表会に成果を求めて

いる 

 ゲームをしていた 

 年齢制限がある 

 子どもの問題に着目せ

ず、お菓子など与えて

ごまかす 

 施設外の公共機関を使

用し、直接的支援が薄

い（公園で自由に子ど

もだけで遊ばせるな

ど） 

 専門性が低い 

 保護者（先生）の要望

で集団活動、あるいは

宿題らしき課題のプリ

ント等、本人ができる

よう環境を整えたり、

そのあと好きな活動が

できる等のごほうび的

なものを提示して取組

んでいたが、他事業所

と併用している児で、

○○のデイは何も怒ら

れないし、やれってい

われないからそっちへ

行く！と言い、利用が

なくなった 

 当事業所としても反省

点もあると思うが、”

あずかり”感覚の事業

所もある 

 特性に応じた配慮は見

られず、自主的に宿題

等を行うことを求めら

れる 

 トイレはビルの他のテ

ナントと共用 

 個別支援計画、本人と

合わないと思っていて

も言えない子どものニ

ーズの違い 

 子どもの意思とは異な

るものをやらされてい

る 

 AM高齢者、PM？？デイ

の事業をしている 

 保護者の（理解）子どもに対する

評価側面について共通の考え方

を築くこと 

 チームで支援する 

 スタッフの「子どもに対する成長

をどのようにするか」といった視

点 

 スタッフの情熱、質 

 スタッフ同士の関係性 

 子どもの定型発達をスタッフが

理解しているか 

 療育、発達支援の基礎→資格支援

構造化、TEACCHプログラム 

 子どもの評価を保護者と共通化 

 保護者のコミュニケーション 

 管理者の質 

 療育内容 

 定期的に会議を行うこと 

 事故報告書等がしっかりされて

いる 

 コミュニケーションを職員でと

れているか？ 

 理念をしっかり行う 

 精神的に安心するような事業所 
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況 

 説明できる 

 ミーティングを定期的

に行っている、スタッ

フの行動観察の共有の

場 

 保護者及び事業所お互

いの不利益な点を含め

て説明を行う 

 明確な目標、保護者と

の連絡を密に行う 

 SNS（フェイスブック等

で発信） 

 適時以外の面談 

 家庭ニーズを支援にし

ている 

 家族へ家庭での様子を

伺い、アドバイスをす

る 

 家族との連携がうまく

いっていない（報連相

が不十分） 

 学校等とデイの調整や

連携がうまくいってい

ない 

 高齢者のサービスを行

っている場所で、時間

をかえ対応していた事

業所→子どもに合わせ

て環境かえない事業所 

 フリースクールと場所

を共有している。年齢

の指定のある（暴力的

な）ゲームをしている。

同じ場所で活動もして

いる 

 児発者に「療育って何

ですか？」と質問され

る 

 無言で介護している 

 子どもの頭ごしでスタ

ッフの会話 

 やさしさがない介助 

 目が離れてしまう 

 ネット配慮していない 

 支援のスキルが足りず

に、場を盛り上げよう

として利用者をからか

う（心あたたまるから

かいは可） 

 固定観念が強すぎる 

 「ケア」というよりも

「業務を流れによって

こなす」になっている

ところ 

 「うちは無言の更衣・

オムツ交換などありま

せん」と言われる管理

者は多いが、保護者の

体験ではどこでもある

という実感 

 業務化しやすい身体介

護に対して、精神面で

のケアは個別の配慮が

されやすい印象がある 

 病院でもないのに診断

名をつけて、保護者と

話を進めている 

 朝から夜11時まで、放

課後デイ開所、目的が

何か分からない 

 水増し請求：0円負担＆

1ヶ所しか使っていな

い人がターゲット 

 事業所、あるいは担当

支援者の成果を示した

いがために、子どもを

選別したり、本人の意

－ 59 －



向とは異なった作業を

強制する、発表会な

ど？にして行われてい

る 

 様々な事業所があり、

運動、音楽、ダンス、

教育等に特化した事業

所やそれを総合した事

業所があり、何とも言

えないが、もうかる事

業だけやってる 

 保護者との関係がうま

くとれない 

 利益追求（保護者に単

位＝加算がとれないの

で○○してほしいと要

求する） 

 スタッフの行動（質の

向上）→常識を教えて

いない 

 子どもがおきざりにな

り、支援者視点のサー

ビス提供がなされてい

る 

 療育、子どもを成長発

達に導く、つなげてい

く視点が欠けているば

かりか、そもそもそれ

さえなされていないと

ころなどもある 

 介護時に私語 

 呼称 

 価値観の違い（押しつ

け） 

 介護業務になっている

（機械的） 

 個別支援会議を行うこ

とがない事業所 

 言葉遣いが悪い。セン

ターはフットワークが

重い 

 正解の無い子ども支援

について、固定観念の

みの支援を行う 
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      一人一人の成長段階を知り療育をしていること 

 スタッフが研修に参加し知識の向上に努めていること 

 家族が相談しやすい環境を設定いていること 

 改善ができること 

 自己選択、自己解決、改善できること 

 家族支援できる 

 家族、チーム内で支援していること 

 障害特性の理解、専門性スタッフの確保 

 理念があること（同様意見合計4） 

 人員配置がしっかりしている（同様意見合計4） 

 報告書があってフィールドバックされている（同様意見合

計2） 

 コミュニケーションがある 

 定期的に標準化されたアセスメントの実施 

 家族の在り方の尊重 

 スーパーバイズできるスタッフが常に配置されているこ

と 

 心理、言語、作業、理学、保育等の有資格者の割合が高い

こと 

 6ヶ月で達成可能な目標設定と具体的な方法を含む、個別

支援計画の作成 

 良くしていく意思があるか 

 傷付けない様な関わり 

 子ども一人一人の性格や学び方に合わせた向き合い方が

全体共有されている 

 地域ごとに保護者のニーズに対応できているか 

 子どもの笑顔を引き出す関わりを基本とし、常に選択でき

るようにしている 

 サービスについて情報プラス連絡先がある 

 職員の専門性 マンパワーが足りていること 

 子どもが常に安全であること（同様意見合計2） 

 個別支援計画(目標)が具体的で達成の有無がわかるもの

であること 

 スタッフ内の情報共有 

 SVを設置してサービスの質を保つこと 

 アセスメントがなされご家庭のニーズ合わせた提案がで

きていること 

 改善ができること情報が入ってくること   

 スタッフに相談先があること 

 職員の意識（子ども主体と考えられているか）、職員間の

仲間意識、働きやすい環境（休日や家族の予定などに参加

できるなど） 

 職員のスキルアップ 

 経営者と支援者の方針の一致（学習できる環境をあたえ

る） 

 障害の特性、一人ひとりの子どもの正しい特性理解（スタ

ッフの専門性、質）。なぜこのような支援をしているか 

 事業者だけの思いだけでやらず、利用者、子どもに耳をか

たむける 

 職員間のチームワーク、職員のプロ意識。何をしなければ

ならないのかがわかっていること 

 職員のスキルアップ、学習できる環境作り。→利用者に利

益を与えるための職員の意識向上・変化 

 職員のオンオフを含めてバーンアウトしないこと 

 子どもが言えないことが多い。母の想いが強すぎてしまう

場合、相談支援員が介入してくれること 

 生活の場の視点があるか 

 コミュニケーション力があるか 

 利用されている子どものこと、家族のことを考えた支援を
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実施すること 

 間接支援をデザインするスタッフがいること 

 善ができること 

 相談先があること 

 子ども、仕事に関心があること 

 情報が入ってくること 

 保護者、子どもを傷つけないこと 

 病院化していないか（同様意見合計6） 

 インフォームドコンセント合意、形成 

 専門性（同様意見合計2） 

 マンパワー 

 具体的であること 

 自己決定 

 自己選択 

 個別性、人としての資質 

 生活視点が重視されること 

 理念がしっかりあり、共有、浸透していること 

 利用者の精神的安定 

 職員の質が保管されているか 

 職員教育の体制が整っているか？ 

 フィードバックを行っているか？ 

 報告書等、苦情等が整備されているか？又、それを施設内

に反映しているか 

 個別対応がきちんとなされている 

 職員の雰囲気、職場づくりができているか？ 

 障害に応じた職種 

 コミュニケーション力がある、利用者や保護者、職員間 

 療育への好奇心を持っているかどうか→向上心につなが

る→その意気があること、その人材を大切にする 

 職員・利用者・保護者の精神的安定がはかれているか 

 しっかりとした理念、それにもとづいた子どもを中心とし

た療育を検討 

 そうすればおのずと何をしていかなければならないのか

になっていくはず 

 利用者の精神的安定を図る 

 スタッフ、家族の精神的安定 

 利用者の個別性や職員としての専門性、質 

 報告書と会議 

 生活の場、病院でなく療育の心を 

 療育と体制 

 療育のフィードバック 

 トップの質（同様意見合計2） 

 職員間でコミュニケーションをとれる、チームを作れるこ

と         
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問4 問5 問6 

事業者の視点で外部評価者が訪問した際に、評価

者が注意して確認すべき点とは何か 

評価項目に照らして判断に困りそうな

ことは何があり得るか 

外部評価施行で発生しそうなト

ラブルは何があり得るか 

・ 利用者に対するスッタフの対応、適切に対応し

ているか 

・ 評価をよくするための見かけ上になっていな

いか 

・ 個別支援計画に至るまでの、過程を聞き取って

もらえるものがあればいい 

・ プロセスによる根拠を聞き出せればよい 

・ 肯定的な態度 

・ 評価とアドバイスは一緒にしないこと 

・ 日々の記録。何を根拠にそうつけたか 

・ 室内の整理整頓 

・ 笑顔/挨拶/衛生面対応/においの処理/掃除 

・ 一人のスタッフに固執しないこと 

・ 第三者はコメントしないこと 

・ 利用者への接し方 

・ プロセス 

・ 支援計画に表現されている言葉に至るまでの

道程（インタビュー項目） 

・ 記録（同様意見合計2） 

・ 利用者の笑顔など 

・ （評価基準、物理的構造などをきちんと使って

いくか、みかけ上ではないのか） 

・ 評価とアドバイスは別―その時はしない 

・ 評価のために用意されたものではなく実際に

普段から使われているかの確認を観察によっ

て行う 

・ スタッフの対応が適切かどうか 

・ 笑顔がスタッフと子ども、保護者に多いかどう

か 

・ インタビューの対応となる保護者の選び方(半

年以上通っている方) 

・ 対決しない。理解しようと努力する                  

・ 肯定的な態度で確認 

・ 評価に徹する 

・ 集団であると一人一人に合わせられない場面

もある 

・ 書類 

・ アウトプットの過程を聞き取ること 

・ スタッフが適切に対応しているか。 

・ スタッフの笑顔があるか、見かけ上、評価のた

めの取り組みではないか 

・ 子どもの表情、スタッフの表情、雰囲気 

・ 支援計画（同様意見合計4） 

・ スタッフの勤務態度にかかわらず、きっちりし

ているかどうか 

・ はじめに行った事業所で、本当のことを知るた

めには2日目の設定すること 

・ 実態を知っている人の話を聞く必要 

・ 日記帳になっていないか 

・ 普段の指導記録と、それを保護者とどのように

共有しているか 

・ 相手を理解しようとすることも大切 

・ 形だけの療育になっていないか 

・ 室内外が整理整頓ができているか 

・ YES、Noのサインの確得されていな

い人への判断（睡眠や生活状況等

によっても変化するから） 

・ 見て目でやっている、やっていな

い、できてる、できてないは違う 

・ どんなふうにやっているかが問題

で解釈を間違うと違う結果がでる

こと 

・ 検査をやっているか、やっている

けどできていないのか 

・ 事業毎にサービスの形態が異なる

ため、ケース会議や研修会の形も

違うこともあるのではないか。そ

の場合、何をどう評価すべきか例

外的なケースの例も知れるとよい 

・ インタビューの内容がある程度決

まっている   

・ 低い評価を出す場合どれくらいの

達成率があればいいのか具体的に

定義してほしい 

・ やっている、やっていないかでは

なく｢どんなふうにやっているか｣

が大切 

・ スタッフ側が努力していたり、子

どものために保護者、国、学校（他

機関）と情報共有をしようと思っ

ていても、結果的に上手くいって

いない、難しい場合がある 

・ 利用者目線・本人の意見をなかな

か聞きだせるかどうか（聞ける

か？）もう少し時間をかけてみな

いとわからないが 

・ 評価側の気持ちの配慮、「主観的

に」が難しい 

・ 気が合う、信頼している人のみと

やりとりをしている場合 

・ 地域によって支援の違うこと 

・ 事業者が努力していると思っても

保護者に評価されないこと 

・ 項目外で判断しなければならない

ことがあるか？ 

・ 1回だけの訪問ではわからないこ

ともある 

・ 客観的に見られない部分がある 

・ 価値観の違い 

・ 2人以上でないと、個人攻撃になっ

てしまうのでは 

・ 会話から引き出す 

・ 1回だけの判断ではわからないこ

と 

・ 客観的に見にくいものがある 

・ 価値観違うので1人で行くと難し

いこと：2名以上で行く方が望まし

いのではないか 

 利用者と家族との成長段階が

うまく合っていないこと 

 悪い評価をした評価者に対し

て、ネガティブな印象を持つ事

業者もいるのではないか。その

ようなトラブルから守る約束

を事前に書面で取り交わす必

要かもしれない 

 身分を明らかにしないで評価

することはできないか 

 評価者用の名詞を所属や本名

を明らかにしないためにキッ

トに入れてほしい 

 評価者と事業所との普段の関

係が悪化したり、日常業務に支

障が出てしまうことはないか、

心配 

 評価者とは別にコンサルする

ことが必要 

 点数が低いことが悪いことで

はないので、点数の位置づけが

必要 

 評価結果への不満 

 ポジティブな評価ならいいが、

ネガティブな場合、受け入れら

れるか 

 事業所の認識と評価者の認識

に大きなズレがあった場合、ト

ラブルになりそう（価値観は人

によって異なる部分があるた

め） 

 公表した時に根拠が明確であ

る必要がある 

 事業者の想定と異なった評価

があった場合、評価者が攻撃の

対象にならないか－複数の評

価が必要 

 自己評価の低いスタッフや施

設が、落ち込みを選択するこ

と。又は、怒りを選択すること 

 接待はどこまで（お茶・お菓

子・給食、弁当・それ以上？） 

 聞きにくいこと（忖度）に手ご

ころを加えること、逆に聞きす

ぎて警戒される 

 そういうつもりはなくても、こ

れら項目に沿って質問するこ

とそのものが一方的に○×評

価をしようとしているように

受けとめられるのでは？ 

 50.スキル獲得－正しい指導・

支援は大切 

 成功体験－スキル獲得ができ

たことを成功というのか。成功
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・ 訪問の時だけでなく、その場しのぎになってい

ないか（いつもと同じか） 

・ 理由（根拠）がしっかりしているかどうか 

・ 記録などが書式として（資料として）残してあ

るか（ファイリング、保管の状況） 

・ 利用者の声や表情、生の声を聞くこと 

・ インタビューのタイミングなど 

・ スタッフの表情、子供の表情 

・ 整理整頓、環境など 

・ 評価のために用意されであろう物があるので

はないか 

・ 肯定的、相手を理解しようと努力すること 

・ 声かけやタッチ等、子どもとの関わり方 

・ 衛生面、臭い 

・ 様々な子供の利用状況か否か 

・ ファイリング 

・ 保管の仕方 

・ 書式として、資料を残してあるか？その資料を

スタッフ全員目を通しているか？（検印・押

印・サイン等） 

・ 自分で選択できているか 

・ それまでの経緯もみること 

・ スタッフの表情、笑顔 

・ 外部評価者向けにその場を取り繕っていない

か 

・ 書式として残してあるか 

・ 利用者の声、表情、生の声を聴くこと 

・ 評価をつけた理由（何を根拠に）があるか 

・ 事業者側から、見てほしい点があるかどうか 

・ 将来的にどうなっているか 

・ 訪問したときだけ様子が違わないか、いつもと

同じ状況なのか、利用者の声をきくことや表情

を見ること 

・ 提出された個別支援計画が、対象の児童に合っ

ているか？―実際に観察で確認 

・ 代表者、管理者だと実際の療育の内容がわかっ

ていないことがある 

・ スタッフ間の連携 

・ 根拠 

・ 過程プロセス⇔結果意図を汲み取ろうという

努力をすること 

・ 対決しないこと 

・ 個別支援計画書のアリバイづくりを見抜くこ

と 

・ 評価とアドバイスを一緒にしないこと 

・ （対象児に対して、外部からきた人に対して）

職員の表情や行動、態度（タッチの仕方、声の

かけ方、スピード、待つ、技術と対応） 

・ チェック項目 

・ 生の様子 

・ 会議をしているか 

・ ミーティング 

・ 終礼 

・ 研修 

・ 評価の際には（特に実際の支援場面）最も良い

ところを見せようとする。支援場面では厳しく

見たいと思う。 

・ 起こっていることだけでは判断できないので

は？会議をしているか？ 

・ 評価者のスキルが試されること 

・ 評価項目48－49のちがい 

・ 評価のしかた、ディスカッション

できるとよい 

・ 意図 

・ 書類 

・ 配慮 

・ インタビュー 

・ ことばの統一（41） 

・ 支援者、保育士などが欠員状態。

これは評価でもないのでは？ 

・ 目に見えていることの背景に事業

所の責任ではない制度的な制約や

個々の事業所・家庭の事情が見え

にくくなったまま隠れているので

はないか。評価時にそういうもの

は表面に出てこないのでは？どこ

まで突っこんだ質問ができるの

か、できないのでは？ 

・ 単に人が足りていないからできな

い所も今は多いのでは？ 

・ 1.指導員は支援者かスタッフか統

一がよいと思う →児発、放デイ

において指導員という言葉はな

い、児童指導員という言葉がある、

しかしそうしてしまうと他のスタ

ッフは含めなくなるので、困乱す

る？ 

・ 41.衛生管理―チューブや吸引巻

等もあるので、感染症につながる

（医療的ケアなので、家庭に近い

衛生管理、適度でない） 

・ 道具―イス、机、姿勢管理のため

のクッション等、具体的な方がよ

いと思う 

・ 72.訪問支援と保育所等訪問は別

でここで聞きとりたいが、利用者

の保育所等とのやりとりのことで

あるなら保育所等訪問事業でなく

てもよいかと。うちの施設でも保

育所等はしていないが、利用者の

保育等には連携し、訪問も行って

いるので 

・ 1.経験5年について「子どもの支

援」に含まれるものは具体例でほ

しい 

・ 3.公開内容と異なる場合、その理

由の確認も 

・ 11.ボランティアに関して、事故防

止対策もチェック（医療訴訟で責

任を聞かれる） 

・ 20.本人の理解レベルと照らし合

わせているか（13とも関連） 

・ 25.「子どもの自立を妨げる」内容

説明 

・ 26.短時間療育でも課題は指定可

能 

・ 27.「地域生活に必要なこと」の評

価（56とも関連） 

体験－「やった！」「できた！」

「もう一度やりたい！」という

自尊心向上のための、という意

味では目標としてもよい場合

もあるのでは？その場合も、何

がどのくらいできる、という具

体的な目標であることは大切 

 評価者は2名以上で 

 利害関係による支援予防策 

 外部評価の位置づけによって、

利害が発生する。その周知、理

解をどう得ることができるの

か 

 不足事業者の視点と評価者の

視点が違った場合 

 評価が低かった場合 

 家族へのインタビューが必要、

家族から不満が出た場合の対

処法 

 トラブルではないが、どこまで

主観を挟まずに評価できるか、

2人で行う（訪問）が良いので

は 

 加算（金）の所 
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・ 評価法人でないところがコンサルしたらいい

のでは？ 

・ 評価者が見ることができるのはどこまでいっ

てもその事業所の最善でしかないということ 

・ 個別の背景を知らなければ、評価のしようのな

いことも多い、ということ 

・ 一人の職員に固執しない 

・ 事実をみる（経緯も確認した上で） 

・ 職員の出迎時からの笑顔、あいさつを見逃さな

い 

・ 療育時のふとした場面の職員の表情を見逃さ

ない、360度の視点で見回す 

・ そうじ、衛生面、臭い 

・ 良い点をみせるので、厳しい場面もみる必要性

あり（大変な子供の対応で） 

・ 事業所の特徴色と支援内容の整合性評価 

・ 実態を理解すること、ヒアリング対象の選び

方、場面説明 

・ 1日では困難な予感 

・ 日々の記録 

・ 子どもの表情 

・ 労験 

・ スタッフの表情 

・ 計画と支援の実態が合っているか 

・ 事業所の雰囲気 

・ 実態が把握できるか、きれいごと 

・ 毎日の記録をどのようにとっているか、複写の

記録用紙か 

・ 整理整頓をしているか、忙しさでいいかげんに

なっていないか 

・ 生の様子をみて、客観性に見られるのか 

・ よそ行き（評価の日）、目の前で起こっている

こと。その経過を確認→事実確認 

・ 安全対策 

・ 研修をどうやっているのか 

・ 職員に対してのアドバイス 

・ 出迎えの時のあいさつ 

・ 衛生面（衛生管理） 

・ スタッフの表情 

・ 全体を見る→一番良い状況をみせようとする、

まんべんなく見る 

・ 職員が利用者にどうやって介入しているのか

（人間性or介護技術） 

・ 職員の出迎え、衛生面 

・ あいさつ 

・ 職員ひとり、ではなく全体を見る 

・ 職員のふとした表情 

・ 実際の支援場面をみる時厳しくみる 

・ 評価マニュアルに沿ってチェックをしていく

ことはもちろんだが、支援者の子どもの生の様

子を確認する 

・ 目の前で起こっていることだけでGood、Badの

判断は難しい（経験が重要） 

・ 会議、研修を行っているか 

・ 会議録 

・ 職員が利用者にどのように関わっているのか 

・ 会議をしているか（議事録） 

・ 管理者との面接（特に職員） 

・ 研修を行っているか（処遇改善） 

・ 31.記録のチェック 

・ 42.使える環境になっているかも

チェック 

・ 50.「虐待」のとらえ方、対応 

・ 70.受診サポート策（ツールや練習

など） 

・ 82.スタッフ負担と分散 

・ 自らの知識、能力の範囲を超える

ものは判断しかねる 

・ 評価者を複数として保管できれば

良いか？ 

・ 事業者、保護者のインタビューに

対してどの評価点にすべきか 

・ 評価基準、大勢の人が行って同じ

になるか、客観性がもてるか 

・ 評価項目が理解できているか、被

評価者も理解しているか、48、49、

どこがちがうか 

・ 地域によって特性が違うのではな

いか（支援方法も） 

・ 事業所がやろうとしても（努力し

ても）保護者に評価してもらえな

い（81番の面談） 

・ 100、101は全体的評価なのか、個

別なのかわからない 

・ 児童に発達障害、知的障害、経験

不足による遅れがある場合。 

・ 子ども自身が望むものとは何か。

支援なのか、しつけなのか 

・ 話や書面での確認はできると思う

が、それがどこまで全体に即した

ものになっているのか 

・ すべて事業所のせいなのか 

・ 政治的な問題 

・ マンパワーを欠いた中or違う場合

に同じ評価はどうなんだ？ 

・ マニュアル 

・ 言葉が混在→統一するべき 

・ 52.拒否をする権利orしつけ 

・ 41.衛生管理入れた方がよい 

・ 72.訪問支援or保育所等の線引き 

・ 72-75 

・ 基本的に人が人を評価することは

難しいと思う 
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・ 職員を大事にしているか（給与面（ボーナス）

研修費） 

・ 制度的なところ（加算）←あたりまえ 

・ それ以上配置しているか？ 

・ 全部を見る必要はある。実物を見る 

・ あいさつや職員、掃除 

  評価項目のほとんどが｢どのようにしているか｣質的視点でなく｢～して

いる｣という量的視点になっている。その取り組みをしているからといっ

て、質の高い実践をしているとは限らない            

 例)フォーマルアセスメントを実施していたとしても、その実施技術や解

釈技術が拙ければ、結果的にやらない方がましだったという例は少なく

ない             

 今回のこの評価法ではこういう例でも高く評価することになり、こうい

うことのアリバイつくりが上手な大手事業所の評価ばかりが上がりそう 

 やってるか、やってないかの評価→質ではなく量になる 

 評価の尺度が粗い（細かくなっているとよい） 

 サービスの形態(個別、集団等)によって同じ項目であっても評価が変わ

るのではないか    

 やってる、やっていないの評価よりもどのようにやっているのかが、大

切ではないか      

 やっているけどできてないのか 

 評価ができない。評価基準がわかないし、つらい評価の尺度と1.0しかな

い   

 効果は出ているか 

 評価者の力量によって判断に差がでる 

 1回だけで判断する難しさ 

 本人への聞き取りが困難な時（子どもと家族のニーズは全て合致するも

のではない） 

 職員が「こう言うように」と言われている場合 →（事実ではない、そ

の場しのぎ） 

 地域によっての違い 

 解釈を間違う場合 

 困っていても笑っている子どもなど、それを判断する難しさ 

 評価者の価値感を感じる部分、統一性が難しい 
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表 5：評価者アンケートの回答 （回答数：8） 
領

域 
項目番号と内容 

付けやすさ わかりやす

さ 
ポイントと改善案 

評点合計/

評価者数 

評点合計/評

価者数 

A 1. 事業所は、実務経験が継続し

て5年以上を有する指導員を配置

している 

4.13  4.25  

一人でもいればいいのか？非常勤の人でもOK？

細かくメモしておいた 

2. 事業所は、心理士、言語聴覚

士、理学療法士、作業療法士など

の専門職を配置している 

4.13  4.25  

社会福祉士は？と聞かれた、CP,ST,PT,OTなので

該当しないと答えた 

3. 事業所は、ホームページやSNS

等で事業所に関する情報を適切

に発信している 

4.00  4.00  

・ホームページへの掲載の内容がどこまでされ

ていれば良いか細部あればなお良い 

・提供している活動がわかりやすいか、判断し

づらい 

・現在の利用者の声→載せたらNGの意味？ 

・「適切に」があいまい。何があれば適切なの

か？ 

・行く前に確認していった。法人ではあるが、

事業所単体ではないと答える人がいた。法人で

HP有でも「発信有り」とチェックした。各事業

所はブログで載せていたりしたので。法人で運

営していると、その事業所の管理者が知らない

ところで行われていたりするのだと感じた。自

己評価は「できていない」とチェックしている

管理者がいた 

4. 事業所は、定期的に支援者に

対して研修を実施している 
3.86  4.00  

・研修を行った記録がなく判断に困った 

5. 事業所は、支援者に、経験値

に応じた頻度でのスーパービジ

ョンやコンサルテーションを受

ける機会を提供している。 
2.88  2.63  

・スーパービジョンやコンサルテーションにつ

いて、それぞれの事業所(環境)が違うため、難

しく思う。また、そこまでの経験を持つ方は少

ない 

・経験値に応じた頻度が解釈しづらい。新人が

少ないなどでも回答に困っていた 

・取り組んでいるところは少ないようだ 

 

6. 事業所は、専門職のOJT（On 

the Job Training）による職員研

修を行っている 
2.75  2.75  

・職員同士の会話はなかなか聞けない状況でし

たので判断に困った 

・日常業務は必ず支援対象者がいる間なのかど

うかで悩む場面があった 

7. 事業所は、支援者に対し、外

部で行われる研修会に参加して

専門性を高めるための機会を提

供しており、勤務時間内に研修を

受講することを認めている 

3.88  4.25  

・記録無しのところ有りで判断できず 

8. 事業所は、支援者に対し、虐

待・身体拘束の研修に参加する機

会を提供している 

4.38  4.63  

・参加していても資料も記録もないところがあ

った 

9. 事業所は、支援者に他の事業

所を見学させたり、職員を交換し

て研修することを行っている 

4.00  4.00  

・法人内外に対する解釈 

10. 事業所は、新人研修のための

プログラムを計画し、また、定期

的に支援者がスキルをどの程度

習得したか確認をしている  

3.88  3.75  

・程度の確認とは何かと悩まれる 

・マニュアルにあるような資料の有無まで確認

できない 

11. 事業所は、必要な研修を実施

した上で、ボランティアを受け入

れている 
3.75  3.50  

・「必要な研修」がどの程度かわからない（同

様意見3人） 

・マニュアルにあるような資料の有無まで確認

できない 
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・職場体験や高校の実習生はボランティアに入

るか？ 

12. 支援者は、運動・認知・言語・

情緒について、子どもの定型的な

発達について基本的な知識を有

している 
3.25  3.38  

・理解度の測定が難しい 

・職員数が多いと理解している人の割合をどの

程度と考えてよいのか？ 実務年数も関与 

・支援者間のばらつきをどう考えるのか？ 

・「理解していると思う」で、どう評価してい

いか困った 

B 13. 支援者は、対象とする子ども

をアセスメントするための適切

なツールや方法を理解しており、

さらに、自らがアセスメントをす

るスキルを有している 

3.38  3.13  

・具体的なツール例のツールがわからない 

・支援者間のばらつきをどう考えるのか？ 

・当地では子どもの理解のためのシートを使用

しているが、これでよいか？ 

14. 支援者は、子どもが問題行動

を起こす理由を理解して、その問

題行動を軽減するために必要な

スキルを有している 

3.00  2.63  

・「支援者」は一人？ 全員？ 

・手順書などの書面がわからない 

・支援者間のばらつきをどう考えるのか？ 

・観察時間が不足 

C 15. 子ども一人一人の個別支援

計画は、個別のアセスメントに基

づいて立案されている 

3.75  3.88  

・フォーマルアセスメントで引っかかってしま

う 

16. 子ども一人一人は、日常生活

での適応状況が評価され 、また、

適応を促すための支援を受けて

いる 

3.38  3.63  

・適応状況の評価方法とは？ 

・評価の時間が短いので子どもの評価 

17. 子ども一人一人は、自分の長

所が把握され、それに基づいた支

援を受けている 

3.38  3.75  

・書類判断が主であった 

18. 子ども一人一人は、自分の好

みが把握され、それに基づいた配

慮ある支援を受けている 

3.50  3.75  

・その場での判断がしづらい 

・記録にある、という程度 

・書類判断が主であった 

19. 子ども一人一人は、個別の障

害特性に配慮された支援を受け

ている  

4.25  4.25  

 

20. 子ども一人一人は、視覚的な

理解と聴覚的な理解のうちのど

ちらが優位であるか確認され、そ

の配慮に基づいた支援を受けて

いる  

4.13  4.00  

・記述の有無をチェックするよりも個別の事例

について問うた方が評価の参考になった 

21. 子ども一人一人は、適切なコ

ミュニケーションの方法を学ん

でいる 

3.75  3.63  

・書類判断 

・実際の場面に出くわすことが少ない 

22. 子ども一人一人は、自己決定

する力を育てるための支援をう

けている 
4.00  3.75  

・重心児の場合、視入力等の訓練が必要。体を

動かすことができる子は2つ選び 

・書類判断 

・実際の場面に出くわすことが少ない 

・できれば一定の時間（日数？）観察したいと

ころ 

23. 子ども一人一人は、助けを求

めていることや拒否を表明でき

る環境を設定され、実際に表明で

きるような支援を受けている  

3.38  3.25  

・重心児には難しいことが多い 

・書類判断 

・実際の場面に出くわすことが少ない 

・できれば一定の時間（日数？）観察したいと

ころ 

24. 子ども一人一人は、余暇を楽

しむスキルのレパートリーを増

やすための支援を受けている 

3.25  3.00  

・レパートリーを増やすことは難しい 

・書類判断 

・実際の場面に出くわすことが少ない 

25. 子ども一人一人は、可能な限

り、自分の時間や物、行動などを

自身で管理することを学び、実行

している 

3.50  3.63  

・どこまでできるお子さんなのかその場での判

断がしづらい 

・書類判断 

・実際の場面に出くわすことが少ない 
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・物の管理と行動の管理？ 

・入所施設で支援目標に含めるのは難しいので

は？ 

26. 子ども一人一人は、可能な限

り、自分の役割（食事の手伝いや

掃除など、自立に向けた）をもち、

最後までやり遂げている 

3.00  3.25  

・重心児は非該当 

・書類判断 

・実際の場面に出くわすことが少ない 

27. 子ども一人一人は、必要な時

に自分自身に合った方法で、地域

で生活するために必要なことを

学んでいる 

3.25  3.13  

・地域スキルは、この地域には重心である子ど

もがいるということを知ってもらう必要がある 

・書類判断 

・実際の場面に出くわすことが少ない 

・入所でどう考えるのか？ 

28. 自立に向けて、子ども一人一

人は、障害について十分な理解に

基づいた適切な支援を受けてい

る 

3.29  3.71  

・自立の定義をどうとらえる？ 

・書類判断 

・実際の場面に出くわすことが少ない 

29. （入所施設でチェックする項

目）子ども本人の能力と障害の特

性に応じた教育を受ける機会が、

子どもに提供されている 

3.80  3.80  

・書類判断 

・実際の場面に出くわすことが少ない 

・マニュアルが「能力と特性に応じた教育環境」

と「選択肢があること」のどちらを求めている

のか？ 

D 30. 子ども一人一人は、次のライ

フステージに応じた将来の夢や

希望を実現するための話し合い

に、可能な限り参加している 
3.50  3.50  

・放デイ向けだと思う。未就学児には早いよう

に感じる 

・発達障害（放デイ）に向けた質問と思う 

・子どもが参加するイメージが障害程度によっ

て変化するのではという点での理解がされにく

い 

・重心では難しい 

・保護者ニーズが主になる 

31. 保護者（および、可能な範囲

で子ども自身）は、個別支援計画

の作成に参加している 

4.00  4.13  

・学校のある時間が多いので難しいと思う 

32. 個別支援計画の目標の主語

は、「利用者」である 
3.50  3.63  

 

33. 子ども一人一人は、現時点で

必要なスキルの獲得に向けた目

標が設定され、目標にもとづいて

支援を受けている 

3.13  3.25  

・場の観察は時間が限られているので難しさは

感じたが聞き取りでは職員からの話が聞けた 

・具体的な支援内容は記入されていないところ

の判断が難しい 

34. 子ども一人一人は、近い将来

に必要となるスキルの獲得に向

けた目標が設定され、目標に基づ

いて支援を受けている 

3.63  3.63  

 

35. 子ども一人一人には、個別支

援計画の中で、6ヶ月以内に達成

が見込まれる具体的な目標が設

定されている 

3.63  3.88  

・重心児について達成が難しいことが多い。維

持、継続が大事になる 

・重心の長期利用や入所では難しい 

・重心では「6ヶ月以内に達成」は難しい 

・具体的に書かれていないところの判断難しい 

36. 子ども一人一人には、個別支

援計画の中で、獲得したスキルを

幅広い生活場面で使えるように

設定されている 

3.57  4.14  

・日本語として、ほとんど意味不明、マニュア

ルの解説も理念的過ぎる 

・具体的に書かれていないところの判断難しい 

37. 支援者は、子どもにさまざま

な体験を提供できるような支援

を計画している 

3.88  4.00  

 

38. 保護者に向けた書類（個別支

援計画や検査報告書等）は、保護

者に分かりやすく、専門用語を使

わず、子育ての参考や子供の理解

につながるような内容で書かれ

3.88  4.00  

・ガイドラインにもあるように、家族もある程

度の勉強が必要なので、慣れたら専門用語も理

解してほしい 
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ている 

E 39. 子ども一人一人には、活動エ

リアが明確に設定され、本人が最

も理解できる方法でスケジュー

ルを提示された支援の環境を提

供されている 

4.00  4.25  

 

40. 子ども一人一人には、自立や

スキルの獲得を促す目的で家具

の配置が配慮されたり、必要な物

が用意されたりしている 

4.00  4.25  

 

41.（重症心身障害児のための施

設でチェックする項目）子どもの

環境は、障害に応じた整備がされ

ており、また、必要な道具が準備

されている 

4.50  4.25  

・細部にわたり項目を増やしても良いと思う。

例えば、OT、PTに必要なクッション等があるか

など 

・40の後で41が重心項目となっているが、他の

項目ではこうした区別なくここだけ必要なの

か？ 

42. 子ども一人一人には、過剰な

感覚的な刺激にさらされないよ

うに、環境上の配慮がなされてい

る 

4.00  4.25  

 

43. 子ども一人一人には、必要に

応じて個別の部屋の使用が認め

られている 

4.25  4.25  

・重心の場合、感染の疑いがある子どもの隔離

として使用することがある。 

44. 子ども一人一人には、可能な

限り、生活の中に自分の好みが反

映されるような配慮がなされて

いる 

3.25  3.88  

 

45. 子ども一人一人は、支援者か

ら、穏やかな声や表情で対応をさ

れている 

3.88  4.13  

・短時間では不足 

46. 子ども一人一人は、気の合

う、信頼できる人とやりとりをし

ている  

3.63  4.00  

・慣れていない職員では食事を取ってくれない

こと等あるが、子どもたちも慣れていく必要が

ある 

・一場面を見ただけでは判断しづらい 

・重心では場面を見る時間、場が限られており

難しいと感じた 

・短時間では不足 

47. 子ども一人一人は、自分が理

解できるように、支援の内容と方

法について情報提供を受けてい

る  
2.88  3.75  

・重心では評価付けにくい 

・重心では難しい 

 

・「必要な子が当事業所にはいない」と話され、

「だからうちはそういうものは用意していませ

ん」と言う管理者がいた。発語ない養護学校の

子どもがいたので聞くと「保護者の方が、ほか

の子と一緒に対応してほしい。特別にはしない

でください」と言われているそうで、ほかの子

と一緒に口頭説明で支援しているそうである。

※どう説明したら理解してもらえるのかわから

なかった 

48. 子ども一人一人は、スキルの

獲得に際して、その自立的な使用

に必要であり、かつ適切な補助を

伴った支援を受けている 

3.00  3.75  

49. 子ども一人一人は、スキルの

自立的な使用に向けて、スキルを

獲得した段階に応じて調整され

た補助な支援を受けている 

2.50  3.83  

50. 子ども一人一人は、できる限

り失敗せずに学んでいる 
3.57  3.43  

・重心では難しい 

・マニュアルの説明が理念的過ぎる 

51. 子ども一人一人には、ほめら

れる機会と、失敗しても修正でき

る機会がある 

3.50  3.50  
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52.子ども一人一人には拒否の意

思を表明することが保障されて

おり、可能な限り、その意思が受

け入れられるか、あるいは、代替

案が用意される 

3.75  3.88  

 

53. 事業所は、統一した書式を用

いて、提供したサービスの内容を

記録している 

4.75  4.88  

・項目は「統一した書式であること」に重点が

置かれていると読める 

54. 子ども一人一人の行動の変

化は、毎回子どもを直接観察する

ことによって、継続的に、数量的

に評価されている 

3.13  2.88  

・数量的に難しさを感じた（重心） 

・「毎回」とは？ 

重心と手術目的で3ヶ月で退所と2パターンで、

どこまで求められるか？ 

55. 子ども一人一人には、地域の

公園や文化・スポーツ施設等に外

出する機会が提供されている 

4.75  4.75  

・入所の場合、どこまでの頻度を求めるのか？ 

56. 子ども一人一人には、本人の

意思や好みに応じて地域の行事

に参加したり、地域の人とふれあ

ったりする機会を提供されてい

る 

4.75  4.50  

・入所の場合、どこまでの頻度を求めるのか？ 

「本人の意思や好みに応じて」も難しいので

は？ 

57. 子ども一人一人は、食事を楽

しく食べている 

4.00  4.00  

・子どものことを理解していないと一見では判

断できない 

・重心での食事ケアは大問題、例えば、職形態

の種類数を問うとどれだけ注力しているかの一

つの目安になる 

58. 子ども一人一人にとって、そ

の空間は適度な広さで清潔に保

たれ、子どもはそこで快適に過ご

している  

4.25  4.00  

・どう個々の子どもに適度なスペースを「アセ

スメント」するのか？ 

・掃除の表や計画表があるとすぐわかる 

59. 子ども一人一人は、自分のペ

ースで動けるように配慮がされ

ている 

3.50  3.88  

 

60. 事業所は、支援者や家族によ

る虐待の可能性について考慮し

ており、その疑いがある場合に

は、適切な機関に報告している 

4.50  4.50  

 

61.（入所施設でチェックする項

目）子どもには、家族に会う機会

や、入所施設以外の友人と遊ぶ機

会が提供されている 

4.00  4.00  

 

62.（入所施設でチェックする項

目）子ども一人一人には、同性お

よび異性の友人と交際する自由

が保障されている 

4.00  4.00  

・入所ではSNSを利用したトラブルを引き起こす

可能性があるので難しいと思われる。友人の定

義も世代で違う。面識なくても「友人」といわ

れると制限しなくていいのか、など 

F 63. 支援者は、チームが連携して

子どもの発達を支援している 
4.13  4.13  

・あくまでも管理者からの意見なので職員全体

の意見としては？ 

64. 支援者は、子どもの支援につ

いて定期的にミーティングを行

っている 

4.38  4.50  

・ミーティングで記録があるとわかる（会議記

録） 

65. 支援者は、ケース会議を定期

的に行っている 
4.50  4.50  

66. 支援者は、関係する職員の間

で、支援の実効性に資する情報を

共有している 

4.25  4.25  

67. 支援者は、地域の関係者の集

まる会議に出席している 
4.63  4.38  

・記録があることは重要か？ インタビュー中

に持ってきてもらったり、確認する手間と時間

は取れないと思う 

・記録があると良い。無い所もあった 

68. 子ども一人一人の支援の目 4.25  4.13  ・マニュアルの解説では、家庭、関係機関の支
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的と内容について、事業所、家庭、

関係機関の間で共有されている 

援内容にまで及んでおり、確認できないことま

で求めすぎている 

69. 支援者は、子ども一人一人が

所属している保育園、学校、医療

機関などと積極的に連携してい

る 

4.25  4.25  

 

70. 支援者は、子ども一人一人

が、安心して受診できる医療機関

との繋がりを得られるように努

力している 

4.13  4.13  

 

71. 子ども一人一人は、次のライ

フステージ、関係機関、一般的な

施策機関への移行に際して、支援

が途切れないにするための引継

ぎを受けている 

4.13  4.13  

 

72. 支援者は、訪問支援（保育所

を訪問して行う支援、家庭を訪問

して行う支援）において、行動を

観察し関連した情報を収集して、

それらに基づいた適切な助言を

訪問先に対して行っている 

3.67  3.67  

 

73. 事業所は、保育所を訪問して

支援することで、子どもが集団生

活を送る場面で直接の支援をし

ている 

3.50  3.50  

 

74. (保育所を訪問して行う支援

でチェックする項目）事業所は、

保育所を訪問して行う支援では、

適切な経験のある支援者を派遣

している 

3.50  3.50  

 

75. （保育所を訪問して行う支援

でチェックする項目）支援者は、

訪問する前に家族や保育所等と

の調整を行っている 

3.50  3.50  

 

76. （保育所を訪問して行う支援

でチェックする項目）保育所のス

タッフは、支援の担当者から、専

門用語を多用されず、分かりやす

い表現で、説明を受けている 

4.00  4.00  

 

G 77.   保護者は、支援者から、子

育てについての自身のニーズに

対して支援を受けている 

4.00  4.00  

・保護者に直接聞き取りできなかったた（入所） 

・具体例がもう少しあった方がわかりやすい 

78.   保護者は、支援者から、保

護者自身の価値観を尊重されて

いる 3.50  3.86  

・ニーズからの読み取り 

・主観にしても、どういう場面出など、あまり

に漠然としている 

・具体的に記入されていないところの判断難し

い 

79.   保護者は、子どもの特性を

理解するために、支援者から、話

し合う機会を提供されている 

4.29  4.29  

・81と重複しているのでは？ 

80.   子ども一人一人の日常や、

療育機関、施設での様子は、定期

的に家族と支援者の間で情報と

して共有されている 

4.14  4.14  

 

81.   保護者は、定期的に支援者

と面談する時間を提供されてい

る 

4.29  4.29  

・79に同じ 

82.   保護者は、支援者から、話

を個別に、あるいは集団の場で支
4.29  4.29  

・79,81,82はそれぞれ見るべきところがどう違

うのか、わかりにくい 
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援者に傾聴してもらう機会を提

供されている 

83.   保護者は、子どもの療育や

支援について、その目標・アイデ

アを、支援者と共有する機会を頻

繁に提供されている 

3.86  3.86  

 

84.   保護者は、支援者から、子

どもの発達の課題について家庭

で取り組むための手続きや工夫

を指導されている 

4.00  4.14  

 

85.   保護者には、子どもに実施

した支援の記録を共有できるシ

ステムが提供されており、保護者

はそれを利用することができる 

3.86  4.00  

・解説にある「ネット上」というキーワードが

引っかかる 

86.   保護者は、支援者から子ど

もについての情報を適切に伝え

られ、支援者と相互に共有できて

いる 

3.86  4.14  

・全員ではないときの人数カウント 

・判断が難しい（直接会って聞いていないので） 

・85に内容としては含まれるのでは？ 

87.   家族の状況について、家族

自身が感じていることと支援者

が理解していることの間に大き

な齟齬がなく、共通の認識がある 

3.71  3.71  

・判断が難しい（直接会って聞いていないため） 

・インタビューで「共通認識があるか？」と問

うのか？どういう方法で確認できるのか？ 

・口頭のみで判断するしかない 

88.   保護者には、子育てに関す

る困難や不安を感じる点につい

て、支援者と話し合う機会を提供

されている 

4.29  4.00  

・79,81,82がそうした機会ともなるだろうと思

うのだが、これらを項目として分ける意図がわ

からなかった 

89.   保護者は、子どもの将来の

状態との関連性がわかるように

配慮された情報を提供されてい

る 

3.71  3.86  

・重心では、この領域のことがわかる評価者で

ないと適切な判断はできないと思う。例：経管

栄養導入の可能性など 

90.   保護者は、支援者から共感

的に支援されている 
4.00  4.00  

・保護者と話せていない 

・どこの場面で確認するのか？ 

91.   保護者は、支援者と同等の

立場で支援を受けている 
4.29  4.00  

・どこの場面で確認するのか？ 

92.   保護者は、保護者同士で交

流する機会を提供されている  
3.86  3.86  

 

93.   保護者は、保護者対象の勉

強会の機会を提供されている 
3.57  3.71  

 

94.   保護者は、先輩の保護者と

交流する機会を提供されている 
3.71  3.71  

・そもそも必要性を感じていない場合、理解さ

れない 

95.   祖父母には、保護者の求め

に応じて、孫をよりよく理解する

ための支援を受ける機会を提供

されている 

3.57  3.57  

・解釈による場面において 

96.   保護者には、子どものきょ

うだいについて、きょうだい関係

について、それぞれ相談する機会

があり、支援者からは配慮すべき

事項や助言が提供されている 

4.29  4.14  

・「相談」の機会であれば、79,80,81,82,88に

含まれるのでは？「助言」として独立した項目

にする方が良いのでは？あるいは、「きょうだ

い児問題への意識」ととらえるか？ 

H 97. 事業所は、子ども一人一人に

対して行った支援の効果を検証

している 
3.71  4.00  

・検証がさすものの理解難しくとらえるとでき

ない、になる 

・重心（とくに入所）だったのでアセスメント

の評価が難しい 

・「測定方法」は見えにくい 

・評価表など、ない所の判断難しい 

98. 子どもの家族は、事業所の支

援に満足している 
4.00  4.17  

・保護者家族と直接話せていない、書類判断 

・アンケートなどしていない事業所があった 

99. 子ども一人一人は、事業所の 3.83  3.83   
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支援に満足している 

100.子ども一人一人は、個人のニ

ーズに応じて個別の支援を受け

ている 

4.43  4.29  

・観察時間不足 

101. 子ども一人一人は、障害児

支援に関する公的なガイドライ

ンに沿った支援を受けている  

3.86  3.71  

最大値 4.75  4.88   

最小値 2.50  2.63  

中央値 3.86  4.00  
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平成 30年度 厚生労働科学研究費 障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

「障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方法の開発に関する研究」 

分担研究報告書 

 

障害児支援施設の外部評価の実行可能性に関する検討 

 

    研究分担者 稲田 尚子 （帝京大学文学部心理学科） 

    研究代表者 内山登紀夫 （大正大学心理社会学部臨床心理学科） 

    研究分担者 安達  潤 （北海道大学大学院教育学研究院） 

    研究協力者 宇野 洋太 （国立精神・神経医療研究センター） 

    研究協力者 伊瀬 陽子 （福島県総合医療支援センター） 

  

【研究要旨】 

 本研究では、研究班で作成した外部評価項目および外部評価システムを用いて、実際に

全国の障害児支援施設 40 施設に対して、外部評価の試行を行うことを目的とした。ベス

トプラクティスを実施していると、研究班員 2 名以上から推薦された全国の障害児支援施

設 20 施設の責任者に対して、研究班で決めた 6 つの理念それぞれを具体的に実現するた

めの方法について、Web アンケートを用いて自由記述で回答を求めた。得られた回答につ

いて KJ 法を実施し、小澤班で作成された 33 項目の基礎項目を足して 120 項目の素案を作

成した。その後、Web アンケートに回答した協力者 16 名に対して、集合型の調査会を実

施し、120 項目について、障害児支援施設のサービスの質を評価するための項目としての

過不足や改善案を尋ねた。得られた意見をもとに研究班で調整を行い、101 項目が提案さ

れ、評価者養成講座で区別が難しいと指摘された項目を除いた 100 項目が外部評価の試行

で使用された。 

外部評価の試行は、主任研究者、研究分担者、評価者養成講座参加者のいずれかまたは

複数で１～２名で 1 日かけて行った。事業者インタビュー、支援場面の直接観察、個別支

援計画書等の関連書類の閲覧、保護者を含む利用者の意見聴取を実施し、複数の情報源か

らの情報をもとに外部評価項目それぞれに対して 2、1、0 の 3 段階で評価した。その結

果、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、入所施設（医療型）、入

所施設（福祉型）の 5 種類の施設種別すべてに対して、計 41 施設に対して外部評価が実

施された。事業者の自己評価、外部評価者の外部評価の結果を検討するために、外部評価

100 項目それぞれの評価結果（2、1、0）得点分布を求めた。また、障害児支援施設の外部

評価者が 2 名で試行を行った場合には、外部評価の単純一致率を求めた。さらに事業者の

自己評価と外部評価者の外部評価結果の単純一致率を求めた。外部評価の試行で明らかに

なった課題を記述した。 

事業者の自己評価と外部評価者の外部評価の得点分布をみると、分布が 2 に大きく偏っ
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ている項目がいくつかみられた。これらの項目について、文言を修正する、あるいは基準

項目としてそれらの項目で１または０が評価されている場合には、より詳細に評価を実施

するまたはより低い総合評価になるなど、項目の重みづけをする必要性が示唆された。外

部評価者間の単純一致率は 46～88％の範囲をとり、平均 70％であった。適度な信頼性を

有していると考えられる。事業者と外部評価者の単純一致率は 0～100％の範囲、平均

51％であり、一致率には大きなばらつきが見られた。事業者と外部評価者の単純一致率が

平均 51％であった。評価が一致しない項目については、より丁寧に対話することにより、

サービスの質を向上するための切り口になりえるのではないかと考える。外部評価項目と

外部評価システムの有用性が一定程度あることが示された一方で、今回の試行で明らかに

なった課題を改善していく必要がある。 

 

Ａ．研究目的 

平成 24 年の児童福祉法改正により、障

害者（児）支援事業が一元化され、事業所

数は年々増加している。その一方でサービ

ス事業所間の支援の質の格差が大きいこと

が課題となっており、第三者評価導入の必

要性が指摘されている。しかしながら、任

意で受審する現行の第三者評価の仕組み

は、十分に普及しているとは言いがたく、

評価に使用する項目の作成だけでなく評価

者の養成方法から評価方法としての普及促

進のための方策まで一括して検討する必要

がある。そこで、本研究は、合理的な手法

に基づき障害児支援の第三者評価方法を提

示することを目的とした。第三者の目から

見た評価結果を広く情報提供することによ

り、事業者の行う支援の内容を利用者から

見えるものとし、サービスの質の向上に向

けた事業者の取組を促すことを目指した。 
平成 29 年度は、我が国の実情にみあう

外部評価のモデル案を検討した。具体的に

は、国内外の先進的な地区や機関、当事者

団体などを訪問してヒアリングや有識者イ

ンタビュー、利用者へのアンケートなどを

行い、それらの情報を活用して評価項目の

草案を作成し、評価者養成講座の内容や方

法を検討し、モデル案の試行と検証を行っ

た。研究班では、障害児支援施設の外部評

価の理念について、以下の 6 つを設定し

た。（1）子どもは、合理的配慮を通じて最

大の利益を受けている。（2）子どもは、専

門的な知識と経験に基づいた支援を受けて

いる。（3）子どもは、一人一人の個性と能

力に応じた支援を受けている。（4）子ども

は、本人のライフコースが考慮された支援

を受けている。注）なお、ライフコースと

は、これからの人生で辿っていく道筋のこ

とです。（5）子どもは、ソーシャルインク

ルージョンが意識された支援を受けてい

る。（6）家族は、障害のある子どもの子育

てにかかわる適切な支援を受けている。本

研究では、この理念に基づく外部評価項目

を作成し、外部評価システムを構築し、実

際に 40 施設の外部評価試行を行うことを

目的として実施した。 
 

Ｂ．研究方法 

外部評価項目の作成 

 国内外の先進的な地区や機関、当事者団

体などを訪問してヒアリングや有識者イン
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タビュー、利用者へのアンケートなどを行

い、それらの情報を活用して評価項目の基

礎項目が作成された。並行して、研究班員の

2 名以上からグッドプラクティスを実施し

ていると推薦された全国の 20 事業所の責

任者 20 名に対して、研究班で設定した 6 つ

の理念について、①当該理念が障害児支援

に必要かつ重要である理由について、どの

ようにお考えですか？、②当該理念を具体

的に実現する理想的な方法について、どの

ように考えられますか？、③当該理念を具

体的に実現するために、貴事業所で現在ど

のように取り組まれていますか？、④当該

理念を具体的に実現するために、貴事業所

で次に取り組みたいことはどんなことです

か？という 4 つの具体的質問を行い、各設

問 200 文字以内で自由記述で回答してもら

った。 
 得られた回答をKJ法を用いて、分類し、

研究分担者の小澤班が作成した基礎項目も

含めて 120 項目が作成された。 
 これらの 120 項目を元に、グッドプラク

ティスの事業所の責任者 16 名に集まって

もらい、2 日間の聞き取り調査会を実施し

た。ここでは、120 項目に対して、①表現が

分かりにくい項目と代替案、②誤解を生じ

る可能性が高い項目と代替案、③サービス

の質を評価するために、追加したほうがい

い項目、④保育所等訪問支援や入所施設（医

療・福祉）のサービスの質を評価するための

項目、について自由記述での意見収集及び

ディスカッションを実施した。また、外部評

価マニュアルの素案を得ること目的として、

120 項目に対して、障害児支援施設を訪問

して外部評価を行う場合、どのような情報

収集方法（事業所インタビュー、支援場面の

直接観察、個別支援計画書など関連書類の

確認、当事者を含む利用者インタビューま

たは利用者アンケート）が妥当と考えられ

るか、および、そのチェックポイントについ

て、用紙に書き出してもらった。 
 これらより収集された意見をもとに、外

部評価項目 101 項目および外部評価マニュ

アルが作成された。評価者養成講座にて、項

目の区別が難しいとの意見が多かった 1 項

目を削除し、最終的に外部評価項目 100 項

目および外部評価マニュアルが作成された

（付録参照）。  
 
外部評価の内容 
 外部評価者 1～2 名が施設を訪問し、1 日

約 7 時間の評価を実施した。事業者インタ

ビュー、行動観察、個別支援計画書および関

連書類、利用者アンケート（保護者含む）、

可能な範囲で利用者インタビュー（保護者

含む）を実施した。主任研究者および研究分

担者以外の外部評価協力者には、協力の謝

礼として 1回につき 1万円を Quo カードで

支払った。外部評価試行を受ける事業所に

対しては、協力の謝礼として 1 万円を Quo
カードで支払った。 
 
倫理的配慮 
 本研究は、大正大学の倫理委員会にて承

認を受けて行った。外部評価協力者に対し

て、文書と口頭で説明し、書面で同意を得

た。また、外部評価試行を受ける事業者に対

して、文書と口頭にて説明し、書面で同意を

得た。 
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Ｃ．研究結果 
 外部評価は全国 41 施設に対して実施さ

れた。表 1 に施設種別を示す。 
 
表 1 被外部評価施設の種別と実施数  

表 2 には、外部評価における事業者の自

己評価結果を、表 3 には外部評価者の評価

結果の得点分布を示した（巻末参照）。 
表 4 には、外部評価者 2 名で実施した外

部評価結果の単純一致率を示す。一致率は

46～88％の範囲をとり、平均 70％であった。 
 
表 4 外部評価者間の評価の単純一致率 

 
 
 
 

 
表 5 には、事業所の自己評価と外部評価結

果の単純一致率を示す。 
 
表 5 事業者と外部評価者の単純一致率 

 
 

 

評価者ペア 一致率
2 78%
4 88%
5 86%
7 67%
8 65%
10 82%
11 68%
12 57%
13 77%
14 76%
15 47%
25 46%
平均 70%

＊施設19は除く

施設 一致率
1 51%
2 50%
3 30%
4 0%
5 0%
6 37%
7 50%
8 69%
9 69%
10 82%
11 70%
12 71%
13 39%
14 58%
15 68%
16 84%
17 100%
18 54%
19 52%
20 35%
21 82%
22 68%
23 28%
24 34%
25 21%
26 33%
27 42%
28 50%
29 50%
30 67%
31 32%
32 74%
33 33%
34 36%
35 92%
36 51%
37 50%
38 35%
39 35%
40 57%
41 44%
平均 51%

施設種別 実施施設数 
児童発達支援 17 

放課後等デイサービス 16 
保育所等訪問支援 ２ 
入所施設（福祉） １ 
入所施設（医療） ５ 
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以下に外部評価施行時に明らかになった

課題を具体的に挙げる。 
（1）項目に関して 
・重複する内容の項目、施設基準に関する

項目が多いため、整理したほうがよい 
・重心児の施設を評価する項目は更に充実

させる必要がある。重心児においては身体

疾患を重複してもつことも多く必要とする

医療的ケアの内容に幅がある。意思を確認

することが困難な場合もあり、本評価項目

では評価が難しいと考えられた。実際、保護

者インタビューでは「現状維持が精一杯で

これ以上は望めない」「預かってもらえるだ

けで十分」といった疲弊と諦めを滲ませる

声が印象に残った。しかし、重心児の保護者

に満足度を尋ねるとその評価は満足〜大変

満足の範囲であった。同じ評価結果であっ

ても含まれる意味合いは異なると感じられ

た。 
・児童発達支援と放課後等デイサービス施

設では対象とする疾患群は同じでも利用者

の年齢層と生活環境が異なるため利用者や

保護者のニーズにも違いが出る。特に就学

後は学習面のニーズが顕在化してくるため、

保護者の希望が強く反映され学習支援が主

目的になっている施設も少なくない。しか

し、放課後等デイサービスは「児童福祉法第

6 条の 2 の 2 第 4 項の規定に基づき、学校

に就学している障害児に、授業の終了後又

は休業日に、生活能力の向上のために必要

な訓練、社会との交流の促進その他の便宜

を供与すること」(*1)とされており、利用者

の生活全般における支援ニーズに対応する

ことが求められている。事業所がどのよう

に利用者のニーズを把握していくかが鍵と

なる。 

 
（2）評価時の注意点 
・個別支援計画の内容と支援現場の観察か

ら計画の内容が妥当であるか判断する必要

がある。評価の際は同一の利用者を対象と

すべきである。 
・事業所の自己評価、認識と支援現場の観

察から評価者が差異を把握することが求め

られる。 
・事業所が個別支援計画を作成する際に相

談支援事業所が作成するサービス利用計画

をどのように活用しているか確認する。今

回の施行では綿密な連携が取りにくい現状

が確認された。 
・保育所等訪問については実際に訪問時に

観察することが困難であり、評価の仕組み

の再検討が必要である。 
 
（3）保護者からの情報の収集方法 
・保護者を含む当事者の意見を聴取するこ

とは、当事者目線に立った外部評価システ

ムとして重要であるが、外部評価の日程に

合わせて保護者および利用者にインタビュ

ーまたはアンケートを依頼することは、施

設にとって負担であるとの意見が聞かれた。

保護者からの情報収集について、妥当な方

法を検討する必要がある。 
 
（4）総合的な段階評価の方法 
・4 段階よりも 5 段階のほうが、施設のサ

ービスの質をきめ細やかに評価できるので

はないか。他施設が手本にできる優れた施

設を S とする。改善が必要と考えられる事

業所のレベルに幅があるため B-C の二段階

から A-C の三段階に幅をもたせる。施設基

準等の基本的な内容で不備があると考えら
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れる施設を D とする、などの方法も考えら

れる。 
 
Ｄ．考察  

本研究により、児童発達支援、放課後等デ

イサービス、保育所等訪問支援、入所施設

（医療）、入所施設（福祉）のすべての種類

の障害児支援施設において、外部評価の試

行が実施された。評価項目に対する保護者

からの重要度判定、外部評価協力者の評定

のつけやすさなどに関する判定、および本

研究の結果をもとに、外部評価項目および

外部評価システムの改善に向けた資料が得

られた。 
協力が得られた 41 施設について、100 項

目の得点の分布については、事業者の自己

評価および外部評価の両方の評価で、80％
前後で「２」点がつく項目がいくつかみられ

た。これらの項目については、基礎項目とし

て、1 点、0 点のみがついている場合に聞き

取りをするなど、インタビューや観察を階

層的に実施するようにすることなどが考え

られる。必要な内容を網羅しつつ、簡略化し

た外部評価システムを構築するためには、1
つのアイデアとなるであろう。 

外部評価の施行を行った結果、評価項目

及び評価方法に改善が必要であることが明

らかになった。また、高い専門性をもち外部

評価の主旨に沿った評価を行える評価者の

養成は今後の研究課題である。更に協力を

了承してくれた児童福祉施設からは自施設

の評価および他施設の取り組みを知りサー

ビスの質を向上させたいという要望が多く

寄せられた。このことからも一度の評価に

とどまらず、評価をもとにサービスの質改

善へ向けた施設の努力を促しその成果を評

価することが求められていると考える。ま

た、施設間で良い実践を共有することで

個々の施設のサービスの質向上が期待でき

る。 
 
Ｅ．研究発表 

本研究に関する発表なし 
 

Ｆ．知的財産権の出願･登録状況 
特許取得・実用新案登録なし 
 

Ｇ．開示すべき利益相反なし 
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表２ 全被評価施設におけるウ外部評価結果の得点分布 

 
 

項目

1. 事業所は、実務経験が継続５年以上の支援者
を配置している 36 (88%) 4 (10%) 1 (2%)

2. 事業所は、心理士、言語聴覚士、理学療法士、
作業療法士などの専門職を配置している 19 (46%) 10 (24%) 12 (29%)

3. 事業所は、ホームページやSNS等で事業所に
関する情報を適切に発信している 19 (46%) 19 (46%) 3 (7%)

4. 事業所は、定期的に支援者研修を実施してい
る 27 (66%) 12 (29%) 2 (5%)

5. 事業所は、支援者に、経験値に応じた頻度で
のスーパービジョンやコンサルテーションを受け
る機会を提供している。

15 (37%) 19 (46%) 7 (17%)

6. 事業所は、専門職のOJT（On the Job
Training）による職員研修を行っている　※
OJTとは、日常業務を通じた職員研修のこと

18 (45%) 19 (48%) 3 (8%)

7. 事業所は、支援者に外部の研修会に参加して
専門性を高める機会を提供しており、勤務時間
内での研修受講を認めている

27 (66%) 13 (32%) 1 (2%)

8. 事業所は、支援者に、虐待・身体拘束の研修
に参加する機会を提供している 34 (83%) 7 (17%) 0 (0%)

9. 事業所は、他事業所の見学、交換研修を行っ
ている 19 (48%) 15 (38%) 6 (15%)

10. 事業所は、新人研修のためのプログラムを
計画し、また定期的に支援者のスキル習得の程
度を確認している

18 (44%) 20 (49%) 3 (7%)

11. 事業所は、必要な研修を実施した上で、ボラ
ンティアを受け入れている 13 (35%) 9 (24%) 15 (41%)

2 1 0
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B. 支援者の専門性：基礎知識とスキル

項目

12. 支援者は、運動・認知・言語・情緒の定型的
な発達についての基本を理解している 16 (39%) 19 (46%) 6 (15%)

13. 支援者は、対象児をアセスメントする適切な
ツールや方法を理解し、アセスメントするスキル
を有している

11 (27%) 21 (51%) 9 (22%)

14. 支援者は、子どもが問題行動を起こす理由
を理解し、問題行動を軽減するためのスキルを
有している

14 (35%) 21 (53%) 5 (13%)

2 1 0

C. 支援者の専門性：アセスメントに基づく支
援ー個に応じた支援とライフコース

項目

15. 子ども一人一人の個別支援計画は、個別の
アセスメントに基づいて立案されている 16 (41%) 21 (54%) 2 (5%)

16. 子ども一人一人は、日常生活での適応状況
が評価され 、また適応を促すための支援を受け
ているている

13 (33%) 24 (60%) 3 (8%)

17. 子ども一人一人は、自分の長所が把握さ
れ、それに基づいた支援を受けている 19 (48%) 19 (48%) 2 (5%)

18. 子ども一人一人は、自分の嗜好（好み）が把
握され、それに基づいた配慮ある支援を受けて
いる

23 (58%) 15 (38%) 2 (5%)

19. 子ども一人一人は、個別の障害特性に配慮
された支援を受けている 19 (49%) 17 (44%) 3 (8%)

20. 自立に向けて、子ども一人一人は、障害に
ついて十分な理解に基づいた適切な支援を受け
ている

16 (40%) 20 (50%) 4 (10%)

21. 子ども一人一人は、視覚的理解と聴覚的理
解の優位性の確認と配慮に基づいた支援を受け
ている

15 (38%) 20 (51%) 4 (10%)

22. 子ども一人一人は、適切なコミュニケーショ
ンの方法を学んでいる 15 (38%) 22 (55%) 3 (8%)

2 1 0
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項目

23. 子ども一人一人は、自己決定する力を育て
るための支援をうけている 22 (55%) 15 (38%) 3 (8%)

24. 子ども一人一人は、助けを求めていること
や拒否を表現できる環境設定や支援を受けてい
る

16 (40%) 19 (48%) 5 (13%)

25. 子ども一人一人は、余暇スキルのレパート
リーを増やすための支援を受けている 16 (39%) 23 (56%) 2 (5%)

26. 子ども一人一人は、可能な限り、自分の時
間や物、行動などを自分で管理することを学び、
行っている

17 (46%) 17 (46%) 3 (8%)

27. 子ども一人一人は、可能な限り、自分の役
割（食事の手伝い・掃除等自立に向けた）をも
ち、最後までやり遂げている

16 (44%) 16 (44%) 4 (11%)

28. 子ども一人一人は、必要な時に自分に合っ
た方法で地域生活に必要なことを学んでいる 15 (43%) 18 (51%) 2 (6%)

29. （入所施設）本人の能力と特性に応じた教
育を受ける機会が提供されている 4 (40%) 6 (60%) 0 (0%)

2 1 0
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D. 支援者の専門性：個別支援計画
ー個に応じた支援とライフコース

項目

30. 子ども一人一人は、次のライフステージに
応じた将来の夢や希望を実現するための話し合
いに、可能な限り参加している

9 (24%) 20 (54%) 8 (22%)

31. 保護者（および可能な範囲で子ども自身）
は、個別支援計画の作成に参加している 18 (44%) 18 (44%) 5 (12%)

32. 個別支援計画の目標の主語は、利用者であ
る 21 (51%) 10 (24%) 10 (24%)

33. 子ども一人一人は、現時点で必要なスキル
獲得に向けた目標が設定され、支援を受けてい
る

18 (46%) 18 (46%) 3 (8%)

34. 子ども一人一人は、近い将来に必要となる
スキル獲得に向けた目標が設定され、支援を受
けている

15 (38%) 16 (41%) 8 (21%)

35. 子ども一人一人は、個別支援計画におい
て、6ヶ月以内に達成が見込まれる具体的な目
標が設定されている

14 (37%) 13 (34%) 11 (29%)

36. 子ども一人一人は、個別支援計画におい
て、獲得したスキルを幅広い生活場面で使うた
めの内容が盛り込まれている

12 (31%) 17 (44%) 10 (26%)

37. 支援者は、子どもに多様な体験を提供でき
るような支援を計画している 20 (50%) 16 (40%) 4 (10%)

38. 保護者に向けた書類（個別支援計画や検査
報告書等）は、保護者に分かりやすく、専門用語
を使わず、子育ての参考や子供の理解につなが
るような内容である

28 (70%) 11 (28%) 1 (3%)

2 1 0
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E. 支援者の専門性：支援環境の整備
ー個に応じた支援

項目

39. 子ども一人一人は、活動エリアが明確に設
定され、本人が最も理解できる方法でスケ
ジュールが提示された支援環境を提供されてい
る

13 (34%) 20 (53%) 5 (13%)

40. 子ども一人一人は、自立やスキル獲得を促
すために家具のレイアウトが配慮されたり、必要
な物が用意されている

12 (32%) 23 (61%) 3 (8%)

41.（重心項目）子どもの環境は、障害に応じた
整備がされており、また必要な道具が準備され
ている

9 (47%) 9 (47%) 1 (5%)

42. 子ども一人一人は、過剰な感覚刺激に晒さ
れないように、環境上の配慮がされている 23 (59%) 12 (31%) 4 (10%)

43. 子ども一人一人は、必要に応じて個別の部
屋の使用が認められている 24 (62%) 11 (28%) 4 (10%)

44. 子ども一人一人は、可能な限り、生活の中
で自分の好みが反映されるように配慮されてい
る

22 (56%) 13 (33%) 4 (10%)

45. 子ども一人一人は、支援者から穏やかな声
や表情で対応されている 31 (76%) 10 (24%) 0 (0%)

46. 子ども一人一人は、気の合う、信頼できる
人とやりとりをしている 28 (70%) 11 (28%) 1 (3%)

2 1 0

項目

47. 子ども一人一人は、自分が理解できるよう
に支援内容と方法についての情報提供を受けて
いる

14 (37%) 20 (53%) 4 (11%)

48. 子ども一人一人は、スキルの獲得に際し
て、その自立的使用に必要かつ適切な補助を
伴った支援を受けている

16 (41%) 19 (49%) 4 (10%)

49. 子ども一人一人は、できる限り失敗せずに
学んでいる 15 (39%) 19 (50%) 4 (11%)

50. 子ども一人一人は、ほめられる機会と失敗
しても修正できる機会をもっている 20 (53%) 17 (45%) 1 (3%)

51.子ども一人一人には拒否の意思表明が保障
され、可能な限り、その意思が受け入れられる、
あるいは代替案が用意されている

23 (58%) 13 (33%) 4 (10%)

52. 事業所は、統一した書式で、サービス提供
内容を記録している 29 (73%) 8 (20%) 3 (8%)

2 1 0
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項目

53. 子ども一人一人の行動変化は、毎回、直接
観察により継続的に数量的に評価されている 10 (25%) 15 (38%) 15 (38%)

54. 子ども一人一人は、地域の公園や文化・ス
ポーツ施設等に外出する機会が提供されている 27 (71%) 11 (29%) 0 (0%)

55. 子ども一人一人は、本人の意思や好みに応
じて地域の行事に参加したり、地域の人とふれ
あう機会を提供されている

18 (50%) 10 (28%) 8 (22%)

56. 子ども一人一人は、食事を楽しく食べてい
る 27 (71%) 11 (29%) 0 (0%)

57. 子ども一人一人にとって、その空間は適度
なスペースで清潔に保たれ、快適に過ごしてい
る

25 (64%) 13 (33%) 1 (3%)

58. 子ども一人一人は、自分のペースで動ける
ように配慮されている 24 (62%) 13 (33%) 2 (5%)

59. 事業所は、支援者や家族による虐待の可能
性について考慮しており、その疑いがある場合、
適切な機関に報告している

34 (85%) 5 (13%) 1 (3%)

60.（入所）子どもは、家族に会う機会や入所施
設以外の友人と遊ぶ機会が提供されている 5 (56%) 4 (44%) 0 (0%)

61.（入所）子ども一人一人は、同性・異性の友人
と交際する自由が保障されている 3 (43%) 4 (57%) 0 (0%)

2 1 0

－ 86 －



F. 支援者の専門性：連携およびソーシャルイン
クルージョン

項目

62. 支援者は、チーム連携による発達支援を実
施している 26 (67%) 11 (28%) 2 (5%)

63. 支援者は、子どもの支援について定期的に
支援者間でミーティングを行っている 28 (70%) 11 (28%) 1 (3%)

64. 支援者は、ケース会議を定期的に行ってい
る 27 (68%) 12 (30%) 1 (3%)

65. 支援者は、関係する職員間で支援の実効性
に資する情報共有を行っている 22 (54%) 17 (41%) 2 (5%)

66. 支援者は、地域の関係者会議に出席してい
る 28 (70%) 8 (20%) 4 (10%)

67. 子ども一人一人の支援の目的と内容は、事
業所、家庭、関係機関で共有されている 24 (59%) 16 (39%) 1 (2%)

68. 支援者は、子ども一人一人が所属している
保育園、学校、医療機関等と積極的に連携を
とっている

16 (39%) 21 (51%) 4 (10%)

2 1 0

項目

69. 子ども一人一人が、安心して受診できる医
療機関との繋がりを得られるように努 力してい
る

22 (56%) 14 (36%) 3 (8%)

70. 子ども一人一人は、次のライフステージ、関
係機関、一般施策機関への移行に際して、支援
が途切れないための引継ぎを受けている

17 (43%) 21 (53%) 2 (5%)

71. 支援者は、訪問支援（保育所等訪問支援、家
庭訪問等）において、行動観察と関連情報の収
集に基づいた適切な助言を行っている

10 (91%) 1 (9%) 0 (0%)

72. 事業所は、保育所等訪問支援により、子ど
もの集団生活の場での直接支援を行っている 7 (78%) 1 (11%) 1 (11%)

73. (保育所等訪問支援）事業所は、保育所等訪
問支援に、適切な経験ある支援者を派遣してい
る

7 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

74. （保育所等訪問支援）支援者は、訪問前に家
族や保育所等との調整を行っている 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

75. （保育所等訪問支援）保育者は、支援担当者
から専門用語を多用されず、分かりやすい表現
で、説明を受けている

6 (86%) 1 (14%) 0 (0%)

2 1 0
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G. 支援者の専門性：家族支援

項目

76．保護者は、子育てに関する自分自身のニー
ズに対する支援を受けている 20 (51%) 17 (44%) 2 (5%)

77．保護者は、保護者自身の価値観を尊重され
ている 29 (78%) 7 (19%) 1 (3%)

78．保護者は、子どもの特性理解に向けた支援
者との話し合う機会を提供されている 19 (50%) 17 (45%) 2 (5%)

79. 子ども一人一人の日常や療育機関、施設で
の様子は、定期的に家族と支援者間で情報共有
がなされている。

23 (59%) 16 (41%) 0 (0%)

80. 保護者は、定期的に支援者との面談の時間
を提供されている。 29 (73%) 10 (25%) 1 (3%)

81．保護者は、支援者に話を個別にあるいは集
団の場で傾聴してもらう機会を提供されてい
る。

27 (69%) 12 (31%) 0 (0%)

82．保護者は、子どもの療育や支援の目標・アイ
デアを支援者と共有する機会を頻繁に提供され
ている。

20 (53%) 16 (42%) 2 (5%)

83. 保護者は、支援者から、子どもの発達課題
に家庭で取り組むための手続きや工夫を指導さ
れている

18 (47%) 18 (47%) 2 (5%)

84．保護者は、子どもへの支援の記録を共有で
きるシステムが提供され、利用可能である 19 (49%) 17 (44%) 3 (8%)

85. 保護者は、支援者から子どもの情報を適切
に伝えられ、相互共有できている。 23 (62%) 13 (35%) 1 (3%)

86. 家族の状況について、家族自身が感じてい
ることと支援者が理解していることに大きな齟
齬がなく、共通認識がある

23 (59%) 12 (31%) 4 (10%)

2 1 0
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項目

87. 保護者は、子育てに関する困難や不安を感
じる点について支援者と話し合う機会を提供さ
れている

24 (62%) 12 (31%) 3 (8%)

88.保護者は、子どもの将来の状態像とのつな
がりがわかるよう配慮された情報提供を受けて
いる

18 (47%) 16 (42%) 4 (11%)

89．保護者は、支援者から共感的に支援されて
いる 32 (84%) 6 (16%) 0 (0%)

90．保護者は、支援者と同等の立場で支援を受
けている 32 (84%) 6 (16%) 0 (0%)

91. 保護者は、保護者同士で交流する機会を提
供されている 17 (46%) 12 (32%) 8 (22%)

92. 保護者は、保護者対象の勉強会の機会を提
供されている。 13 (35%) 11 (30%) 13 (35%)

93．保護者は、先輩保護者と交流する機会を提
供されている。 10 (26%) 11 (29%) 17 (45%)

94．祖父母は、保護者の求めに応じて、孫をより
よく理解するための支援を受ける機会を提供さ
れている

10 (29%) 9 (26%) 16 (46%)

95．保護者は、きょうだい児やきょうだい関係
について相談する機会があり、配慮事項や助言
が提供されている。

15 (42%) 14 (39%) 7 (19%)

2 1 0

H. 支援の専門性：支援のアウトカム

項目

96. 事業所は、子ども一人一人に対する支援の
効果を検証している。 14 (36%) 13 (33%) 12 (31%)

97. 家族は、当事業所の支援に満足している 21 (57%) 16 (43%) 0 (0%)

98. 子ども一人一人は、当事業所の支援に満足
している 20 (53%) 18 (47%) 0 (0%)

99.子ども一人一人は、個人のニーズに応じた
個別の支援を受けている 18 (46%) 18 (46%) 3 (8%)

100. 子ども一人一人は、障害児支援に関する
ガイドラインに沿った支援を受けている 15 (41%) 17 (46%) 5 (14%)

2 1 0

－ 89 －



表 3  全被評価施設における自己評価の得点分布 

項目

1. 事業所は、実務経験が継続５年以上の支援者
を配置している 33 (87%) 4 (11%) 1 (3%)

2. 事業所は、心理士、言語聴覚士、理学療法士、
作業療法士などの専門職を配置している 16 (47%) 6 (18%) 12 (35%)

3. 事業所は、ホームページやSNS等で事業所に
関する情報を適切に発信している 26 (68%) 12 (32%) 0 (0%)

4. 事業所は、定期的に支援者研修を実施してい
る 27 (73%) 10 (27%) 0 (0%)

5. 事業所は、支援者に、経験値に応じた頻度で
のスーパービジョンやコンサルテーションを受け
る機会を提供している。

10 (27%) 18 (49%) 9 (24%)

6. 事業所は、専門職のOJT（On the Job
Training）による職員研修を行っている　※
OJTとは、日常業務を通じた職員研修のこと

12 (32%) 17 (45%) 9 (24%)

7. 事業所は、支援者に外部の研修会に参加して
専門性を高める機会を提供しており、勤務時間
内での研修受講を認めている

27 (71%) 11 (29%) 0 (0%)

8. 事業所は、支援者に、虐待・身体拘束の研修
に参加する機会を提供している 27 (71%) 7 (18%) 4 (11%)

9. 事業所は、他事業所の見学、交換研修を行っ
ている 12 (32%) 18 (47%) 8 (21%)

10. 事業所は、新人研修のためのプログラムを
計画し、また定期的に支援者のスキル習得の程
度を確認している

13 (35%) 18 (49%) 6 (16%)

11. 事業所は、必要な研修を実施した上で、ボラ
ンティアを受け入れている 7 (22%) 13 (41%) 12 (38%)

2 1 0

B. 支援者の専門性：基礎知識とスキル

項目

12. 支援者は、運動・認知・言語・情緒の定型的
な発達についての基本を理解している 12 (32%) 23 (61%) 3 (8%)

13. 支援者は、対象児をアセスメントする適切な
ツールや方法を理解し、アセスメントするスキル
を有している

8 (22%) 19 (53%) 9 (25%)

14. 支援者は、子どもが問題行動を起こす理由
を理解し、問題行動を軽減するためのスキルを
有している

14 (39%) 20 (56%) 2 (6%)

2 1 0

－ 90 －



C. 支援者の専門性：アセスメントに基づく支
援ー個に応じた支援とライフコース

項目

15. 子ども一人一人の個別支援計画は、個別の
アセスメントに基づいて立案されている 18 (49%) 14 (38%) 5 (14%)

16. 子ども一人一人は、日常生活での適応状況
が評価され 、また適応を促すための支援を受け
ているている

15 (42%) 17 (47%) 4 (11%)

17. 子ども一人一人は、自分の長所が把握さ
れ、それに基づいた支援を受けている 20 (53%) 15 (39%) 3 (8%)

18. 子ども一人一人は、自分の嗜好（好み）が把
握され、それに基づいた配慮ある支援を受けて
いる

23 (61%) 13 (34%) 2 (5%)

19. 子ども一人一人は、個別の障害特性に配慮
された支援を受けている 27 (69%) 12 (31%) 0 (0%)

20. 自立に向けて、子ども一人一人は、障害に
ついて十分な理解に基づいた適切な支援を受け
ている

20 (54%) 14 (38%) 3 (8%)

21. 子ども一人一人は、視覚的理解と聴覚的理
解の優位性の確認と配慮に基づいた支援を受け
ている

18 (47%) 17 (45%) 3 (8%)

22. 子ども一人一人は、適切なコミュニケーショ
ンの方法を学んでいる 14 (37%) 20 (53%) 4 (11%)

2 1 0

項目

23. 子ども一人一人は、自己決定する力を育て
るための支援をうけている 21 (57%) 13 (35%) 3 (8%)

24. 子ども一人一人は、助けを求めていること
や拒否を表現できる環境設定や支援を受けてい
る

17 (46%) 18 (49%) 2 (5%)

25. 子ども一人一人は、余暇スキルのレパート
リーを増やすための支援を受けている 18 (46%) 17 (44%) 4 (10%)

26. 子ども一人一人は、可能な限り、自分の時
間や物、行動などを自分で管理することを学び、
行っている

18 (49%) 16 (43%) 3 (8%)

27. 子ども一人一人は、可能な限り、自分の役
割（食事の手伝い・掃除等自立に向けた）をも
ち、最後までやり遂げている

11 (31%) 21 (60%) 3 (9%)

28. 子ども一人一人は、必要な時に自分に合っ
た方法で地域生活に必要なことを学んでいる 4 (12%) 27 (79%) 3 (9%)

29. （入所施設）本人の能力と特性に応じた教
育を受ける機会が提供されている 6 (75%) 1 (13%) 1 (13%)

2 1 0

－ 91 －



D. 支援者の専門性：個別支援計画
ー個に応じた支援とライフコース

項目

30. 子ども一人一人は、次のライフステージに
応じた将来の夢や希望を実現するための話し合
いに、可能な限り参加している

4 (13%) 13 (41%) 15 (47%)

31. 保護者（および可能な範囲で子ども自身）
は、個別支援計画の作成に参加している 22 (59%) 9 (24%) 6 (16%)

32. 個別支援計画の目標の主語は、利用者であ
る 25 (64%) 7 (18%) 7 (18%)

33. 子ども一人一人は、現時点で必要なスキル
獲得に向けた目標が設定され、支援を受けてい
る

23 (61%) 14 (37%) 1 (3%)

34. 子ども一人一人は、近い将来に必要となる
スキル獲得に向けた目標が設定され、支援を受
けている

17 (47%) 15 (42%) 4 (11%)

35. 子ども一人一人は、個別支援計画におい
て、6ヶ月以内に達成が見込まれる具体的な目
標が設定されている

18 (46%) 19 (49%) 2 (5%)

36. 子ども一人一人は、個別支援計画におい
て、獲得したスキルを幅広い生活場面で使うた
めの内容が盛り込まれている

15 (43%) 17 (49%) 3 (9%)

37. 支援者は、子どもに多様な体験を提供でき
るような支援を計画している 23 (59%) 14 (36%) 2 (5%)

38. 保護者に向けた書類（個別支援計画や検査
報告書等）は、保護者に分かりやすく、専門用語
を使わず、子育ての参考や子供の理解につなが
るような内容である

30 (77%) 8 (21%) 1 (3%)

2 1 0

－ 92 －



E. 支援者の専門性：支援環境の整備
ー個に応じた支援

項目

39. 子ども一人一人は、活動エリアが明確に設
定され、本人が最も理解できる方法でスケ
ジュールが提示された支援環境を提供されてい
る

16 (46%) 16 (46%) 3 (9%)

40. 子ども一人一人は、自立やスキル獲得を促
すために家具のレイアウトが配慮されたり、必要
な物が用意されている

17 (46%) 17 (46%) 3 (8%)

41.（重心項目）子どもの環境は、障害に応じた
整備がされており、また必要な道具が準備され
ている

7 (41%) 9 (53%) 1 (6%)

42. 子ども一人一人は、過剰な感覚刺激に晒さ
れないように、環境上の配慮がされている 15 (39%) 22 (58%) 1 (3%)

43. 子ども一人一人は、必要に応じて個別の部
屋の使用が認められている 20 (54%) 13 (35%) 4 (11%)

44. 子ども一人一人は、可能な限り、生活の中
で自分の好みが反映されるように配慮されてい
る

16 (43%) 17 (46%) 4 (11%)

45. 子ども一人一人は、支援者から穏やかな声
や表情で対応されている 28 (72%) 10 (26%) 1 (3%)

46. 子ども一人一人は、気の合う、信頼できる
人とやりとりをしている 26 (70%) 10 (27%) 1 (3%)

2 1 0

項目

47. 子ども一人一人は、自分が理解できるよう
に支援内容と方法についての情報提供を受けて
いる

15 (43%) 18 (51%) 2 (6%)

48. 子ども一人一人は、スキルの獲得に際し
て、その自立的使用に必要かつ適切な補助を
伴った支援を受けている

15 (43%) 17 (49%) 3 (9%)

49. 子ども一人一人は、できる限り失敗せずに
学んでいる 12 (38%) 16 (50%) 4 (13%)

50. 子ども一人一人は、ほめられる機会と失敗
しても修正できる機会をもっている 23 (70%) 9 (27%) 1 (3%)

51.子ども一人一人には拒否の意思表明が保障
され、可能な限り、その意思が受け入れられる、
あるいは代替案が用意されている

20 (56%) 13 (36%) 3 (8%)

52. 事業所は、統一した書式で、サービス提供
内容を記録している 32 (84%) 5 (13%) 1 (3%)

2 1 0

－ 93 －



項目

53. 子ども一人一人の行動変化は、毎回、直接
観察により継続的に数量的に評価されている 11 (30%) 14 (38%) 12 (32%)

54. 子ども一人一人は、地域の公園や文化・ス
ポーツ施設等に外出する機会が提供されている 23 (68%) 8 (24%) 3 (9%)

55. 子ども一人一人は、本人の意思や好みに応
じて地域の行事に参加したり、地域の人とふれ
あう機会を提供されている

12 (36%) 17 (52%) 4 (12%)

56. 子ども一人一人は、食事を楽しく食べてい
る 19 (54%) 15 (43%) 1 (3%)

57. 子ども一人一人にとって、その空間は適度
なスペースで清潔に保たれ、快適に過ごしてい
る

21 (55%) 17 (45%) 0 (0%)

58. 子ども一人一人は、自分のペースで動ける
ように配慮されている 22 (59%) 14 (38%) 1 (3%)

59. 事業所は、支援者や家族による虐待の可能
性について考慮しており、その疑いがある場合、
適切な機関に報告している

29 (78%) 8 (22%) 0 (0%)

60.（入所）子どもは、家族に会う機会や入所施
設以外の友人と遊ぶ機会が提供されている 5 (71%) 1 (14%) 1 (14%)

61.（入所）子ども一人一人は、同性・異性の友人
と交際する自由が保障されている 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%)

2 1 0

－ 94 －



F. 支援者の専門性：連携およびソーシャルイン
クルージョン

項目

62. 支援者は、チーム連携による発達支援を実
施している 28 (74%) 8 (21%) 2 (5%)

63. 支援者は、子どもの支援について定期的に
支援者間でミーティングを行っている 28 (72%) 10 (26%) 1 (3%)

64. 支援者は、ケース会議を定期的に行ってい
る 24 (62%) 14 (36%) 1 (3%)

65. 支援者は、関係する職員間で支援の実効性
に資する情報共有を行っている 22 (59%) 14 (38%) 1 (3%)

66. 支援者は、地域の関係者会議に出席してい
る 19 (50%) 15 (39%) 4 (11%)

67. 子ども一人一人の支援の目的と内容は、事
業所、家庭、関係機関で共有されている 23 (59%) 15 (38%) 1 (3%)

68. 支援者は、子ども一人一人が所属している
保育園、学校、医療機関等と積極的に連携を
とっている

17 (44%) 19 (49%) 3 (8%)

2 1 0

項目

69. 子ども一人一人が、安心して受診できる医
療機関との繋がりを得られるように努 力してい
る

21 (55%) 14 (37%) 3 (8%)

70. 子ども一人一人は、次のライフステージ、関
係機関、一般施策機関への移行に際して、支援
が途切れないための引継ぎを受けている

19 (50%) 13 (34%) 6 (16%)

71. 支援者は、訪問支援（保育所等訪問支援、家
庭訪問等）において、行動観察と関連情報の収
集に基づいた適切な助言を行っている

4 (36%) 3 (27%) 4 (36%)

72. 事業所は、保育所等訪問支援により、子ど
もの集団生活の場での直接支援を行っている 3 (38%) 1 (13%) 4 (50%)

73. (保育所等訪問支援）事業所は、保育所等訪
問支援に、適切な経験ある支援者を派遣してい
る

2 (50%) 0 (0%) 2 (50%)

74. （保育所等訪問支援）支援者は、訪問前に家
族や保育所等との調整を行っている 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%)

75. （保育所等訪問支援）保育者は、支援担当者
から専門用語を多用されず、分かりやすい表現
で、説明を受けている

2 (50%) 0 (0%) 2 (50%)

2 1 0

－ 95 －



G. 支援者の専門性：家族支援

項目

76．保護者は、子育てに関する自分自身のニー
ズに対する支援を受けている 22 (61%) 10 (28%) 4 (11%)

77．保護者は、保護者自身の価値観を尊重され
ている 25 (69%) 9 (25%) 2 (6%)

78．保護者は、子どもの特性理解に向けた支援
者との話し合う機会を提供されている 27 (79%) 5 (15%) 2 (6%)

79. 子ども一人一人の日常や療育機関、施設で
の様子は、定期的に家族と支援者間で情報共有
がなされている。

27 (75%) 8 (22%) 1 (3%)

80. 保護者は、定期的に支援者との面談の時間
を提供されている。 26 (72%) 10 (28%) 0 (0%)

81．保護者は、支援者に話を個別にあるいは集
団の場で傾聴してもらう機会を提供されてい
る。

25 (69%) 11 (31%) 0 (0%)

82．保護者は、子どもの療育や支援の目標・アイ
デアを支援者と共有する機会を頻繁に提供され
ている。

23 (66%) 10 (29%) 2 (6%)

83. 保護者は、支援者から、子どもの発達課題
に家庭で取り組むための手続きや工夫を指導さ
れている

17 (49%) 16 (46%) 2 (6%)

84．保護者は、子どもへの支援の記録を共有で
きるシステムが提供され、利用可能である 19 (53%) 10 (28%) 7 (19%)

85. 保護者は、支援者から子どもの情報を適切
に伝えられ、相互共有できている。 27 (75%) 8 (22%) 1 (3%)

86. 家族の状況について、家族自身が感じてい
ることと支援者が理解していることに大きな齟
齬がなく、共通認識がある

16 (46%) 18 (51%) 1 (3%)

2 1 0

－ 96 －



 
  

 

項目

87. 保護者は、子育てに関する困難や不安を感
じる点について支援者と話し合う機会を提供さ
れている

26 (74%) 7 (20%) 2 (6%)

88.保護者は、子どもの将来の状態像とのつな
がりがわかるよう配慮された情報提供を受けて
いる

15 (44%) 16 (47%) 3 (9%)

89．保護者は、支援者から共感的に支援されて
いる 25 (74%) 8 (24%) 1 (3%)

90．保護者は、支援者と同等の立場で支援を受
けている 25 (74%) 8 (24%) 1 (3%)

91. 保護者は、保護者同士で交流する機会を提
供されている 16 (46%) 14 (40%) 5 (14%)

92. 保護者は、保護者対象の勉強会の機会を提
供されている。 12 (34%) 11 (31%) 12 (34%)

93．保護者は、先輩保護者と交流する機会を提
供されている。 11 (32%) 10 (29%) 13 (38%)

94．祖父母は、保護者の求めに応じて、孫をより
よく理解するための支援を受ける機会を提供さ
れている

4 (13%) 13 (43%) 13 (43%)

95．保護者は、きょうだい児やきょうだい関係
について相談する機会があり、配慮事項や助言
が提供されている。

17 (52%) 11 (33%) 5 (15%)

2 1 0

H. 支援の専門性：支援のアウトカム

項目

96. 事業所は、子ども一人一人に対する支援の
効果を検証している。 20 (54%) 13 (35%) 4 (11%)

97. 家族は、当事業所の支援に満足している 11 (39%) 14 (50%) 3 (11%)

98. 子ども一人一人は、当事業所の支援に満足
している 12 (41%) 14 (48%) 3 (10%)

99.子ども一人一人は、個人のニーズに応じた
個別の支援を受けている 18 (53%) 14 (41%) 2 (6%)

100. 子ども一人一人は、障害児支援に関する
ガイドラインに沿った支援を受けている 16 (48%) 15 (45%) 2 (6%)

2 1 0

－ 97 －



平成 30年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

「障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方法の開発に関する研究」 

分担研究報告書 

外部評価結果に対する総合的段階評価に関する検討 

研究代表者 内山 登紀夫（大正大学心理社会学部臨床心理学科） 

研究分担者 稲田 尚子 （帝京大学文学部心理学科） 

安達  潤 （北海道大学大学院教育学研究院 

研究協力者 堀江 まゆみ（白梅学園大学子ども学部） 

  伊瀬 陽子 （福島県総合医療支援センター） 

【研究要旨】 

本研究は質の高いサービスを提供する児童福祉施設の増加に寄与することを目指している。

本年度は、研究班が作成した外部評価を児童福祉施設 41施設に対して試行した。評価は研究分

担者、研究協力者および施行評価者養成講座の受講者の 1名以上が施設を訪問し 1日以上かけ

外部評価項目に沿って事業所インタビュー、支援場面の観察、個別支援計画等関連書類の確

認、および利用者の保護者からの聞き取りを行なった。外部評価協力者と研究班との合議を実

施した 30施設に対して、各児童福祉施設が提供するサービスの質を暫定的に A～Dの４段階で

総合的な評価を行い、その施設およびサービスの質の概要を記述した。A、B、C、Dの総合評価

を受けたのは、それぞれ 3、11、15、1施設であった。研究班で作成した外部評価のシステム

は、児童福祉施設のサービスの質を総合的に分類することができ、また、A評価が多いとされる

第三者評価との差別化もなされていることが示唆された。C評価を受ける施設数がもっとも多か

ったが、事業者に結果をフィードバックする際に、4段階中の 3番目であることを伝えることに

より、サービスの質向上に対する事業者のモチベーションを損なう可能性が危惧された。この

外部評価のシステムは、単に査定するだけでなく、児童福祉施設のサービスの質の向上に寄与

することを意図しているため、総合的段階評価を 5段階評価にするなど、今後の検討点が明ら

かになった。 

Ａ．研究目的 

 研究班で作成した評価項目と評価手続きに 

基づき、報告者が外部評価を試行した児童福 

祉施設をサービスの質により A（優れたサー 

ビスを行っている）から D（サービスの質に 

改善が必要である）まで４段階に評定した。 

本報告は A、B、C、D の評定を行なった代表的

な施設について、その概要を定時し、今後 

の外部評価を行う際の参考にすることを目的

とした。 

Ｂ．研究方法 

外部評価を実施した 41 施設のうち、外部評

価者および研究班との合議を実施した 30 施設

について、総合的な段階評価を行った。各評

価段階における代表的な施設の特徴をまと

め、総合的段階評価の妥当性および有用性を

検討した。 

－ 98 －



Ｃ．研究結果 

総合評価を実施した結果を表 1に示す。 

表１ 被外部評価施設の総合評価結果 

総合 評価 施設数 

A 3 

B 11 

C 15 

D 1 

以下に、Ａ～Ｄ評価を受けた代表的な施設概

要を記す。 

１）Ａ評価とされた児童福祉施設の概要１ 

施設の概要 

地方の中核市にある、総職員数 10 名（常勤

8 名）の児童発達支援センター。運営する法人

は他に放課後等ディサービス事業所等も運営

している。法人は 20 年以上にわたり地域に根

ざしたサービスを提供してきた実績があり、

管理者は自治体から発達障害児者の地域支援

をマネージメントする業務を委託されている。 

心理士等の専門資格をもつ職員は 1名（心理士）

であるが、支援者の専門性を向上させるため

の取り組みが充実しており、個々の支援者が

意欲を保ちながら能力を磨いている。日常業

務 の 中 で そ の 都 度 指 導 （ on the job 

training:OJT）が行われており、ケース検討

や定期的な内部の勉強会を開催している。ま

た、外部講師を招いて研修会を開催すると共

に事業所が費用を負担し専門性の高い研修へ

参加することを推奨している。例えば、強度

行動障害支援者養成研修は新人全員が 2年目ま

でに受講できるよう新人研修計画に盛り込ま

れている。 

見学の希望は他の事業所や保育所だけでなく

小学校などの教育機関や市役所等の行政機関、

他の自治体からも多く寄せられ、随時対応し

実践の共有に努めている。 

アセスメントと目標設定 

詳細なアセスメントを実施し、個々に応じ

た目標を設定している。アセスメントは可能

な範囲で実施している。以前は PEP(Psycho 

Educatinal Profile)-Rを実施していたが所要

時間が長いため最近はより簡便な自閉症に特

化した評価キットを用いている。また、外部

で実施した知能検査や発達検査の結果は保護

者の了解の下で共有し参照している。 

 本事業所は支援計画および実践に繋げるため

に評価を行なっている。前述のような検査の

結果だけでなく、保護者等から聞き取った情

報や実際に行動を観察し得られた情報等から

総合的に判断し利用者のニーズを把握してい

る。更に日々の実践を通して随時評価を更新

している。例えば、現在個々の利用者が PECS 

(PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM)で

どの段階に位置するかを一覧にして支援者が

業務中に確認でき、変更があればその場で記

入できるよう工夫されていた。結果、個別性

の高い評価に基づく支援目標と計画が立てら

れ実践につなげられている。 

改善点 

特にない。 

強いて言えば、事業所がボランティアで行

なっている啓発及び外部に対する教育的活動

が加算の対象になると良い。 

支援目標に基づいた具体的な支援 

具体的な支援方法としては、構造化、視覚

支援、PECS、スヌーズレンなどを個々の評価

に基づき組み合わせて使用している。活動エ

リアは基本的にはどの利用者にも理解しやす

い構造に作られている。その上で、利用者の

状況に合わせて随時微調整を行なっている。
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また、利用者の好みに合わせて楽しめる要素

を随所に取り入れている。例えば、コミュニ

ケーションの機会を増やすために、プラスチ

ック板を隔て玩具は直接手にできないが視覚

的に確認できる状態にすることで利用者が自

発的に相手へ要求することが促されていた。

また、事業所と幼稚園を併用している利用者

に対して、幼稚園の行事に参加しやすくなる

ように行事の活動内容を課題に取り入れたり、

事業所以外の場所での生活も踏まえて課題を

設定していた。本事業所の利用者は未就学児

であるが、就学以降に予想される困難さに対

応した工夫も様々用意されていた。 

例えば、日常生活では予定が急に変更される

ことが多い。そのため「変更」に対応できな

いことは大きな支障となる。本事業所では、

利用者が「変更」が理解しやすい方法を外部

の専門家のアドバイスも取り入れながら検討

していた。ある利用者の場合は、変更前の活

動を表すカードを変更後の活動を表すカード

に取り替える作業を利用者自身が行うことが

「変更」の理解につながった。 

改善点 

保育園との連携が密にとれると良い。（セ

ンター化される前は保育所等訪問事業も行な

っていた。現在も保育所等へ訪問し助言を行

なっているが、加算をとれる事業としては実

施していない。） 

支援の成果・利用者の満足度 

保護者の満足度は非常に高い。利用時の様

子は連絡帳等で丁寧なやり取りがなされてお

り、利用者以外の兄弟児などの相談にも応じ

ている。また、家庭で実施できる工夫など

個々のニーズに合わせたアイディアが得られ

ることも満足感に繋がっている。保護者向け

の勉強会は 2ヶ月に 1度開催されており、託児

サービスもあるため保護者は参加しやすい。

保護者がどの支援者にでも安心して相談でき

ると感じているのは支援者の質の高さに加え

事業所内で迅速かつ適切に情報が共有されて

いる証拠であろう。 

改善点 

保護者間での情報交換の機会はあるが、更

に機会を増やして欲しいという要望があった。 

全体のまとめ 

限られた資源の中で、大変質の高い支援を

行なっている。利用者のニーズを適切に捉え

尚且つ家族状況等の生活環境を加味して最善

の支援を常に検討している。また、法人内に

留まらず支援者の育成に尽力している。一方、

医療資源が乏しく多様な地域性があり他機関

との連携が図りにくい点は課題である。また、

利用希望者が多いため待機期間が長い。加え

て就学後に利用できる資源が限られ支援が途

切れやすい点は何らかの工夫が求められる。 

Ａ評価とされた児童福祉施設の概要２ 

施設の概要 

 児童発達支援施設であり、職員は、心理士、

言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、保育

士などほとんどが有資格者である。 

 超早期療育に力を入れており、2 歳児に対し

て、4 月から 3 月までの 1 年間、母子分離した

うえで、週に 10 時間の集中的な療育を実施し

ている。10 時間の内訳は、グループ療育 9 時

間（3 時間×3 日）および個別療育 1 時間、計

10時間である。グループ療育は、6~8名の児お

よび 4~6名の指導員から構成され、活動内容は、

翌年の幼稚園就園を意識して、幼稚園での活

動内容と同様の構成となっている。(1)朝のお

集まり、(2)リトミック・ゲーム、(3)手洗

い・お弁当準備、(4)お弁当・お片づけ・歯磨

き、(5)外遊び(雨の日は室内遊び)、(6)トイ

レ・着替え・帰りのお支度、(7)絵本の時間・

帰りのお集まり、(8)お迎え・保護者さまとの
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お話・自由遊び。 

3 歳以降の児に対しては、週に 2.5 時間の

療育を実施し、グループ療育 1.5 時間およ

び個別療育 1時間で構成される。 

子どものニーズの同定とアセスメント 

長所 

・子どもの個別支援計画は、主に Vineland-II

適応行動尺度の検査の項目を利用して立てて

おり、包括的なアセスメントに基づいている。

集中的な療育を実施しているため、Vineland-

II 適応行動尺度に含まれる適応行動４領域

（コミュニケーション、日常生活スキル、社

会性、運動スキル）の 11 の下位領域すべてに

対して、それぞれ 2～3 の個別支援目標を立て、

1 か月ごとに達成・未達成を評価し、計画の見

直しおよび更新を行っている。 

改善点 

・個別支援計画および月ごとの個別支援目標

に達成基準が書かれていない。グループ療育

であり、担当者も交替するため、だれでも同

じような判断ができるように、達成基準を明

確に書くと良いと思われる。 

個別のニーズに基づいた支援の提供 

長所 

・子どものその日の支援目標について、複数

の指導員が理解できるように、壁に書かれて

おり、いつでも確認できるようになっていた。 

・活動の中に、子どもの個別の支援目標をふ

んだんに盛り込み、活動は同じながらも、設

定する課題、補助のレベル、および合格基準

は子どもの状況に応じて調整されており、個

別の対応がなされている（例：「お名前は何

ですか？」の問いに対し、子どもが自発的に

応える、指導員が一部モデルを示して子ども

が全部言う、指導員が全部モデルを示して子

どもが真似をする、指導員が一音ずつモデル

を出して子どもが一音ずつ真似をする、指導

員が一音ずつモデルを出して子どもが一音ず

る真似をする試みをする、など）。 

・子どもへの補助のレベルを細かく設定し、

計画的に、段階的に減らして、最終的には自

立的に行動できるような支援がなされていた。 

・行動上の問題に関しては、その行動単独で

はなく、前後の環境（人も含む）との相互作

用としてとらえ、対応を即時に検討し、行動

上の問題の減少につなげている点も評価でき

る。 

・保護者へのフィードバックが少なくとも 30

分程度され、その中で子どもが施設でできる

ようになったことを、いかに家庭生活に盛り

込むかの具体的なアドバイスが行われていた。

日本では珍しい集中的な療育とはいえ、それ

でも週 10 時間であり、家庭で過ごす時間の多

い 2歳児に対して、生活の質をいかに向上させ

るかに留意して、丁寧に対話がなされていた。 

改善点 

・記録は、文章で書かれていることが主であ

り、その日の子どもの様子は分かるものの、

支援がうまくいっているのかどうかが分かる

ような形の記録がなされるとさらによいと思

われる。 

・ペアレントトレーニングの際には、モデリ

ング、リハーサル等を実際にその場でやれる

とよいと考えられる。保護者へのフィードバ

ックは、口頭でのやり取りが主であり、保護

者へのモデリングは支援場面をビデオカメラ

を通してみてもらう形式であった。それだけ

では、保護者がどこにより注目すればよいの

か、分かりにくいため、今後モデリング、リ

ハーサル等を意識して導入されると良いと思

われる。 
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・施設長の力量による部分が多く、今後は同

レベルの支援をいかに他の指導員が提供でき

るようにしていくかが課題であろう。 

 

支援の成果 

長所 

・支援開始から半年ごとに、発達水準および

定期応水準の評価について、フォーマルアセ

スメントを行っている。具体的には、新版 K式

発達検査および Vineland-II適応行動尺度を用

いている。 

 

・1 年間の成果に基づき、翌年度のプログラム

の構成を変更するなど、エビデンスに基づく

支援を提供している点が評価される。具体的

には、昨年度のグループ療育の成果では、発

達検査および適応行動で、運動領域に有意な

改善が見られなかったことから（生活年齢相

当は発達している）、今年度のプログラムに

はより運動面を重視したプログラムに変更し

た点などである。 

 

・2 歳の支援開始時（おおむね 4 月）と比較し

て、発達水準および適応水準に統計的に有意

な改善が見られ、精神年齢および適応行動の

相当年齢は、生活年齢が 1年増えたことを超え

て改善していた。とりわけ、適応行動に関し

ては、ほとんどすべての児が平均域に入り、

下位領域間のアンバランスさがなくなり、バ

ランスのとれたプロフィールとなった点が評

価される。 

 

・Vineland-II 適応行動尺度における不適応行

動はほとんどなかった点もよい。 

 

・発達水準に関わらず、支援開始時には誰一

人できていなかったトイレットトレーニング

について、3 ヶ月程度で、すべての児が完了し

た点は特筆に値する。 

 

・ほとんどの児が、翌年度の 4月から加配なし

での幼稚園就園が可能となっている点は、と

りわけ素晴らしい成果である。 

 

・外部評価を実施したのは 3月末であったが、

観察したリトミック場面で、すべての児が指

導員の最低限の補助のみで参加できていた点

は評価に値する。 

 

改善点 

・当施設は、開所して 3 年目であり、1 年間に

受け入れ可能人数が 8名のみとなるため、今度

も同様の成果が継続できるのか、評価してい

く必要がある。 

 

・2 歳時に集中的な療育を受けた子どもが 3 歳

以降どのような成長をしていくのか、定期的

に評価していくとよいと思われる。 

 

 

全体的なまとめ 

 2 歳という超早期療育を実施し、かつ著しい

子どもの行動改善という結果を出している点

において評価できる。 

 

２）Ｂ評価とされた児童福祉施設の概要 

 

施設の概要 

 地方都市にある児童発達支援事業所である。

職員数は 20 名弱、多くが常勤職員である。心

理職、言語聴覚士は非常勤として配置されて

いる。 

 

子どものニーズの同定とアセスメント 

 長所  

 PEP-R, 個別指導教育初期アセスメントなど

に基づいたフォーマルなアセスメントを使用

している。構造化、視覚的コミュニケーショ

ン、個別の評価に基づいて、どこまで支援す
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るかなどがスタッフに分かりやすく共有され

ている。 

 

改善点 

 フォーマルな評価は一定程度行っているが、

その結果が課題設定などにどのように反映さ

れているかが疑問である。 

 

 子どものニーズに基づいた支援の提供 

 

長所 

 物理的構造化、視覚支援、PECS 的なコミュ

ニケーション指導を行っており、子どもはリ

ラックスして活動にとりくんでいた。保護者

との連絡ノートの疑問点には丁寧かつ適切に

返答している。 

 

改善点 

 個別支援計画がの内容がやや抽象的で、ど

のようなアセスメント結果に基づいてされて

いるかが不明確。保護者との共有が乏しい。

保護者、幼稚園などの地域の支援機関との連

携や情報共有については不十分である。 

 物理的構造化の程度が一律であり個々の子

どものアセスメントやニーズに基づいている

か疑問である。個別の時間には閉ざされたブ

ースで課題などを行っている。 

 

支援の成果 

 保護者の満足度は比較的高いが、保護者の

評価にはバラツキがある。保護者に子どもの

情報を適切に伝えてないという不満が一部の

保護者でみられた。 

 支援の成果を把握するという視点が乏しい。  

 

全体のまとめと助言 

 構造化、視覚支援、コミュニケーション指

導は行われているが、実際の指導場面で個々

の子どものアセスメントに基づいて個別に計

画されて指導が行われているかは疑問がある。 

 物理的構造化の程度を個々の子どもに合わ

せて必要な範囲で設定することが必要である。

また支援の成果をできるだけ客観的・多面的

に把握するための方法を検討することが求め

られる。 

 

３）Ｃ評価とされた児童福祉施設の概要 

  

１．支援者の専門性：組織と研修 

 専門職としてＳＴ、ＯＴを配置している他、

教職や保育士資格を有するスタッフもいる。

スタッフ研修は内部研修、外部研修（他都道

府県を含む）を勤務時間内、遠方の場合には

出張扱いで実現している。他事業所の見学の

機会もある。別枠での新人研修は設定されて

いないが、スタッフ全員がより経験のあるス

タッフとともに同じ場で療育を行い、ＳＶや

コンサルテーションの機会を得ている。虐

待・身体拘束については、防止委員会が設置

されており、内部研修が行われている。全体

として良好な結果だが、5 年以上の経験者が児

発管のみであること、ホームページが 2年間更

新されていないことが課題である。 

  

２．支援者の専門性：基礎知識とスキル 

 標準化アセスメントでは、VinelandⅡ、

WISC を使っている。JMAP も使用スキルはある

ため購入検討中で、今後、アセスメントの種

類を広げていくとのこと。問題行動に対する

理解は包括的な視点で為されており、前後の

事象、睡眠状況、学校での失敗体験、コミュ

ニケーション力などのインフォーマルアセス

メントに加えて、診断名と標準化アセスメン

トを加味して検討されている。定型発達の基

本については、個々の事例の様子を振り返る

中で、スタッフの専門性を交差させながら相

互確認し、全体で一貫した理解を維持してい

る。 
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３．支援者の専門性：アセスメントに基づく

支援－個に応じた支援とライフコース 

 標準化アセスメントに加えて、保護者が各

発達記録を含む周辺資料も活用して個別支援

計画を立てている。併せて、保護者から児の

日常の様子を聴取して課題につなぐとともに、

児の好みを反映した活動や教材を使っている。

活動レパートリーも豊富で、調理、買い物、

絵本など、社会的自立・余暇に焦点を当てた

ものが年齢に応じて工夫されているとともに、

一人でいたいときにはそれが認められている。

コミュニケーションについては、カードの活

用含めて発話のレベルに応じた方法が工夫さ

れており、活動の選択や順番決定の機会や援

助要請の機会も保障されている。児の特徴や

障害特性と発達支援のリンクについては、基

本的に診断名からトップダウンで活動を決め

るよりも、年齢に応じて社会的自立に向けた

活動内容、自己肯定感の保障を大切にしてい

る。児の長所活用が大切であるとの認識はあ

るが、スタッフ全員ができている状態ではな

い。また個別支援計画については、モニタリ

ング会議資料で療育実践への情報リンクは十

分であることと、サービス等利用計画の作成

タイミングがズレていくこともあり、独自の

書式による支援計画記載が滞る結果となって

いる。 

  

４．支援者の専門性：個別支援計画－個に応

じた支援とライフコース 

 個別支援計画の書式には落とし込まれてい

ないが、モニタリング会議資料に記載された

目標の主体は利用者本人であり、母の要望内

容の場合には「(母）」と添え書きをしてい

る。また保護者が確認し修正点の戻しの機会

があるとともに、課題目標は現時点で必要な

スキル獲得に対応しており、6ヶ月以内に達成

可能な具体的目標となっている。課題目標は

家庭と共有できる内容を心がけており、家庭

で実施してもらう場面を想定した設定内容も

ある。以上を実現するために、保護者と共有

する書類はわかりやすい言葉で記載されてお

り、保護者自身へのインタビューからも、そ

のことが裏付けられている。 

  

５．支援者の専門性：支援環境の整備－個に

応じた支援 

 建物環境は来所後迷うことなく活動エリア

に行ける構造で、食事と遊びの場もわかれて

いる。落ちつくための静かな部屋も用意され

ており、大豆・小豆の感覚スペースが設置さ

れている。玩具や教材の収納スペースは児自

身のアクセスが可能で、独力で目的の物を見

つけて片付けることができている。毎日の掃

除で清潔な環境が維持されている。支援者は

穏やかに対応しており、児とスタッフの組合

せも考えられており、万一、児からの申し出

が合った場合には交代も可能となっている。

活動内容は強制されず、スモールステップで

着実なスキル獲得を目指しているとともに、

失敗した場合も出来たことに焦点化し、もう

一回できることを伝えている。児は活動した

くない場合にはその旨をスタッフに伝え、同

内容の調整や代替案を提示してもらえる。疲

れやその他の理由で活動に入れなかったり、

止まっていたりする場合にも無理強いはせず、

本人のペースを尊重している。活動のバリエ

ーションは屋内だけでなく、地域の公園など

も活用している。課題は、児の数量的な活動

評価が為されていないことと、地域行事への

参加が為されていないことである。 

  

６．支援者の専門性：連携およびソーシャル

インクルージョン 

 事業所内のスタッフ連携については、毎日

のミーティングで、担当者からの児の状態報

告及び記録の相互確認が行われていることに

加え、ミーティング以外の時間での情報交換

も適宜行われている。スタッフ全員が記載す

る情報共有ボードが設置されており、それが
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情報共有のツールともなっている。ただし個

別支援計画に連動するケース会議は、最近は

行われておらず、この点は課題である。外部

機関との連携については、相談支援の担当者

会議、検査実施を主な目的とする医療機関の

紹介、必要に応じて学校見学を行っている。

また要保護児童対策協議会や市主催の児童デ

イの集まりなどにも出席している。また保護

者が拒否しない限り、次のライフステージへ

の情報引き継ぎは行っている。ただし，外部

機関との連携は一方向的で相互的ではない。

また本事業所では保育所等訪問支援は行って

いない。 

  

７．支援者の専門性：家族支援 

 当事業所では、スタッフと保護者との関係

がフラットで高い親近感を感じていることが

保護者インタビューで認められた。また児の

発達支援にとって、その関係が悪い方向に働

くのではなく、保護者からの要望が出しやす

く活動内容に反映してくれる、疑問があれば

説明してくれる、子どもの療育中に待合室で

スタッフが保護者の話を聴いてくれる、など

の声が聞かれ、モニタリング会議の際の支援

計画の目標や内容も児の将来につながる形で

支援者と保護者が齟齬なく理解できるとのこ

とである。ただし、保護者自身が個別に支援

を受けるというよりも、子どもの療育中に同

年齢の子どもの親同士で話す機会を通じて、

親の中での情報交換が有効に機能している。

事業所主催の親の研修会は行われていない。

療育中の親の待合室は親グループの居場所に

もなっている。ただし、異年齢の子どもの親

との交流の機会はない。子どもの支援の記録

を共有するシステムはないが、記録は求めが

あればいつでも開示されている。 

  

８．支援の専門性：支援のアウトカム 

 モニタリング会議資料という形で支援計画

はあり、6 ヶ月間の見通しで記載された目標は、

その 6～7 割が期間内に達成されている。保護

者は当事業所の支援に満足しており、子ども

が楽しそう、時間は短いけれど濃厚でよい時

間となっているとの声が聞かれた。また視察

児の利用児の様子からも、受容的な関わりの

中で、利用児が安心して個に応じて自らの力

を伸ばしていける状況を見て取ることが出来

た。しかし個別支援計画の書式への落とし込

みが滞っているので、システマティックなア

ウトカムの確認には足りない部分がある。

「障害児支援に関するガイドライン」は読み

合わせ学習をした経緯があり、支援者に共有

されている。 

 

４）Ｄ評価とされた児童福祉施設の概要 

 

施設の概要 

 放課後等デイサービスである。自治体の指

定管理を受けており、1 日の利用定員が 28 人

と他施設と比較して多い。送迎のために多く

のマンパワーが割かれている。 

 

子どもの個別のニーズの同定とアセスメント 

 

長所  

・以前は、利用者の個別ファイルは床の上に

置かれていたりと、管理が不徹底であったが、

現在は鍵のかかるキャビネットが購入され、

個別ファイルは施錠して管理されるようにな

った。 

 

改善点  

・個別のアセスメントは行われておらず、個

別支援計画書自体も行政指導が入った回のみ

は用意されていたが、それ以前のものはほと

んど存在しないか、あっても数回まったく同

じ内容である。 
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個別のニーズに基づいた支援の提供 

長所 

・調理や外出などの活動を多く提供している。

これらは子どもたちの好みの活動である。 

 

改善点 

・施設内に、前施設長の私物が多く残されて

おり、部屋が散らかっている。そのため、使

用できるスペースが限られていており、早急

に片づけが必要である。 

 

・一部屋に 30 人前後の利用児が集まり、1 つ

の活動をしており、待ち時間が長すぎる。具

体的には、調理の時間として、フルーチェを

作っていた。一人ずつ名前を呼んで、短時間

混ぜるという作業を全員にさせるため、50 分

近くを要していた。部屋は 3部屋あるため、10

人ずつに分けるなど、まずは人数の構成を変

えることが必要である。 

 

・全員が同じ活動をしており、課題もボール

の中で何かを混ぜるなどの簡単な内容のみが

全員に提示されていた。個別性がなく、また

発達支援の視点が乏しい。 

 

支援の成果 

・何も活動を与えられていないにも関わらず、

大きな問題行動を呈さずに 1時間近く座ってい

ることができる。しかしながら、このことと

表裏一体で大きな問題となるのは、子どもが

自発的に活動を開始することがほとんどない

ことである。利用者の自立的な生活に向けて、

大きな障壁となる。 

 

Ｄ．考察 

 外部評価協力者と研究班との合議を実施し

た 30 施設に対して、各児童福祉施設が提供す

るサービスの質を暫定的に A～D の４段階で総

合的な評価を行い、その施設およびサービス

の質の概要を記述した。A、B、C、D の総合評

価を受けたのは、それぞれ 3、11、15、1 施設

であった。研究班で作成した外部評価のシス

テムは、児童福祉施設のサービスの質を総合

的に分類することができ、また、A 評価が多い

とされる第三者評価との差別化もなされてい

ることが示唆された。C 評価を受ける施設数が

もっとも多かったが、事業者に結果をフィー

ドバックする際に、4 段階中の 3 番目であるこ

とを伝えることにより、サービスの質向上に

対する事業者のモチベーションを損なう可能

性が危惧された。この外部評価のシステムは、

単に査定するだけでなく、児童福祉施設のサ

ービスの質の向上に寄与することを意図して

いるため、総合的段階評価を 5段階評価にする

など、再検討の余地がある。5 段階評価の場合

は、S、A、B、C、D とし、他施設が手本にでき

る優れた施設を Sとする。改善が必要と考えら

れる事業所のレベルに幅があるため B-Cの 2段

階から A-Cの 3段階に幅をもたせ、施設基準等

の基本的な内容で不備があると考えられる施

設を Dとする。以上のように、総合評価を実施

するための今後の検討点が明らかになった。 

 

参考文献 

*1 放課後等ディサービスガイドライン 

 

 

Ｅ．研究発表 

本研究に関する発表なし 

 

Ｆ．知的財産権の出願･登録状況 

特    特許取得・実用新案登録なし 

 

 

 

 

 

－ 106 －



平成 30年度 厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

「障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方法の開発に関する研究」 

分担研究報告書 

 

障害児支援の質を評価するための項目：保護者視点に基づく重要度評価 

 

    分担研究者 稲田 尚子 （帝京大学文学部心理学科） 

    研究代表者 内山 登紀夫（大正大学心理社会学部臨床心理学科） 

    研究分担者 安達 潤  （北海道大学大学院教育学研究院） 

 

【研究要旨】 

障害児支援施設の支援の質を評価するための外部評価の項目案に対して、当事者の意見を

収集することを目的として、障害児をもつ全国の保護者にアンケート調査を実施した。外部評

価の項目案に対して、とても重要であるから全く重要ではないまで 5 件法で Web アンケート

にて回答を求めた。1～138 名（男：女＝10：128）から回答が得られ、ほとんどの項目で重要

であると判断された。とりわけ重要度が高いと判断されたのは、障害特性に基づく支援、個別

のニーズに基づく支援、ほめられる機会と失敗しても修正できる機会があること、支援者から

穏やかな声で対応されていること、保護者と支援者の適切な情報共有であった。一方、重要度

が低いと判断されたのは、3 項目のみであり、ボランティアの受け入れ、できるだけ失敗せず

に学ぶこと、祖父母への心理教育であった。以上の結果より、外部評価項目案に対して、保護

者は重要であると判断し、項目の妥当性が確認された。とりわけ、障害特性および個別のニー

ズに基づく支援に対して、重要度の認識が高かったことから、支援の第一歩として、障害特性

と個別のニーズに対するアセスメントが重要であると考えられる。重要度が低いと判断され

た項目に対しては、今後修正するあるいは削除するなどを検討するための資料が得られた。 

 

Ａ．研究目的 

 “Nothing about us without us”（私たち

抜きに私たちのことを決めるな） は、「障害

者の権利に関する条約（Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities）」（以下

「障害者権利条約」という。）策定の過程にお

いて、すべての障害者の共通の思いを示すも

のとして使用された。本研究班では、障害児

支援施設の支援の質を評価するために、主に

専門家の意見を収集して検討したが、その次

の段階として当事者の意見を収集する必要

がある。本研究では、障害児をもつ保護者を

対象に、研究班で作成した外部評価のための

100 項目について意見を収集することを目的

として行った。 
   
Ｂ．研究方法 
対象 障害児をもつ全国の保護者を対象に、

任意でアンケート調査を依頼した。138 名

（男：女＝10：128）からの回答が得られた。

対象者の性別を表 1 に、対象者の年齢を表 2
に示す。女性の回答が圧倒的に多く、40～44
歳の対象者が多い傾向にあった。そして30代
後半から 50 代前半の方々が主に解答した。

対象者の都道府県別の人数を図 3 に示す。東

京都が際だって多く，東京都の次に多い神奈

川県と約 20 人もの差がある。 
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 表 1. 対象者の性別 

 

 

 

 

 
図 3 対象者の都道府県別の人数 
 
 
 

調査項目 本研究班で作成した外部評価の

ための項目案 100 項目および回答の妥当性

を確認するための 7 項目、計 107 項目につい

て、当事者がどの程度重視しているのか、

Web アンケートにて 5 件法で回答してもら

った。とても重要である＝5 点、重要である

＝4 点、どちらともいえない＝3 点、重要で

はない＝2 点、まったく重要ではない＝１点

として得点化を行った。得点が高いほど、重

要度が高いと判断されたことを示す。 
 

Ｃ．研究結果 
１．子どもの特徴 

対象者が想定して回答する子どもの特徴

を表障害のある子どもについて、性別を表 3
に、年齢帯を図 2 に、子どもの障害の種類を

図 3 に示す。男子が多く、7~12 歳の小学生

の時期に当たる年齢帯が 65 人（47.1%）で最

も多い。子どもの障害の特徴については、複

数回答が可能である質問であるが知的障害

と発達障害への回答が多く，そのほかの 4 つ

の回答より大きく差がある。 
 

表 3 対象者が想定して回答する子どもの特徴 

 

 

図 2 子どもの年齢帯 
 

回答 件数 構成比
男性 10 7.2%

女性 128 92.8%

計 138 100.0%

性別

回答 件数 構成比
〜19 0 0.0%

20〜24 0 0.0%

25〜29 1 0.7%

30〜34 10 7.2%

35〜39 22 15.9%

40〜44 40 29.0%

45〜49 38 27.5%

50〜54 18 13.0%

55〜59 8 5.8%

60〜64 1 0.7%

65〜69 0 0.0%

70〜 0 0.0%

計 138 100.0%

年齢

回答 件数 構成比
男 100 72.5%

女 38 27.5%

その他 0 0.0%

計 138 100.0%

Q1　これから、障害のあるお子様についてお尋ねし
ます。該当のお子様がお二人以上いらっしゃる場合
は、どなたかお一人を想定してご回答ください。

表 2. 対象者の年齢(歳) 
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図 3 子どもの障害の特徴 
 

２．障害児支援施設の利用状況 
現在障害児支援事業の利用の有無につい

て表 4 に示す。無回答が 20 人程度いたよう

だが，障害児支援事業を利用している方の方

が圧倒的に多い。 
 

表 4 障害児支援事業の現在の利用の有無 

 

 
利用している障害児支援事業所の形態を図 4
に示す。 

 
 

 

図４ 利用している障害児支援事業所

の形態 
 

 

図５ 週当たりの平均利用日数 
 

 

図 6  1 回あたりの利用時間 
 

 

図７ 回答者の属性 
 

３．外部評価の各項目に対する保護者が認識

する重要度 
外部評価の各項目に対する保護者が認識

する重要度を表 4 に示す。妥当性を確認する

ための 7 項目は、重要度の得点が低く、回答

の妥当性が確認された。研究班で作成した

100 項目に関しては、ほとんどの項目で重要

であると判断された。とりわけ重要度が高い

と判断されたのは、障害特性に基づく支援、

個別のニーズに基づく支援、ほめられる機会

と失敗しても修正できる機会があること、支

援者から穏やかな声で対応されていること、

保護者と支援者の適切な情報共有であった。

回答 件数 構成比
はい 106 89.1%

いいえ 13 10.9%

計 119 100.0%

Q4　現在、お子様は、障害児支援事業（放課後等デ
イサービス、児童発達支援事業、保育所等訪問支援
事業、入所施設）のいずれかあるいは複数を利用さ
れていますか？
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一方、3.5 を下回り、重要度が低いと判断さ

れたのは、3 項目のみであり、ボランティア

の受け入れ、できるだけ失敗せずに学ぶこと、

祖父母への心理教育であった。 
 
  表 4 外部評価項目に対する重要度 
 

 
 

 
 

Q11S104　家族は、当事業所の支援に満足している 4.31

Q11S11　子ども一人一人は、過剰な感覚刺激に晒され
ないように、環境上の配慮がされている

4.31

Q11S38　事業所は、子ども一人一人に対する支援の効
果を検証している

4.31

Q11S106　保護者に向けた書類（個別支援計画や検査
報告書等）は、保護者に分かりやすく、専門用語を使わ
ず、子育ての参考や子供の理解につながるような内容で
ある

4.30

Q11S49　子ども一人一人は、子どもの嗜好（好み）の把
握に基づいた配慮ある支援を受けている

4.30

Q11S94　保護者は、子育てに関する困難や不安を感じ
る点について支援者と話し合う機会を提供されている

4.29

Q11S102　家族の状況について、家族自身が感じてい
ることと支援者が理解していることに大きな齟齬がなく、
共通認識がある

4.29

Q11S24　子ども一人一人は、気の合う、信頼できる人
とやりとりをしている

4.28

Q11S59　子ども一人一人は、スキルの自立的使用に向
けて、スキルの獲得段階に応じて調整された補助支援を
受けている

4.28

Q11S42　事業所は、新人研修のためのプログラムを計
画し、また定期的にスキル習得の度合いを確認している

4.27

Q11S78　支援者は、子ども一人一人が所属している保
育園、学校、医療機関等と積極的に連携をとっている

4.27

Q11S45　保育所等訪問支援事業において、事業所は、
保育所等訪問支援に、適切な経験ある支援者を派遣して
いる

4.26

Q11S107　保育所等訪問支援において、保育者は、支
援担当者から専門用語を多用されず、分かりやすい表現
で、説明を受けている

4.26

Q11S20　子ども一人一人は、食事を楽しく食べている 4.25

Q11S47　事業所は、支援者に、経験値に応じた頻度で
のスーパービジョンやコンサルテーションを受ける機会を
提供している

4.24

Q11S62　子ども一人一人は、活動エリアが明確に設定
され、本人が最も理解できる方法でスケジュールが提示
された支援環境を提供されている

4.24

Q11S14　保護者（および可能な範囲で子ども自身）は、
個別支援計画の作成に参加している

4.24

Q11S68　子ども一人一人は、近い将来に必要となるス
キル獲得に向けた支援を受けている

4.23

Q11S69　子ども一人一人は、現時点で必要なスキル獲
得に向けた支援を受けている

4.22

Q11S10　子ども一人一人は、自立やスキル獲得を促す
ために家具のレイアウトが配慮されたり、必要な物が用意
されている

4.22

Q11S30　子ども一人一人は、障害児支援に関するガイ
ドラインに沿った支援を受けている

4.21

Q11S73　子ども一人一人は、日常生活での適応状況が
評価され、また適応を促すための支援を受けている

4.19

Q11S61　支援者は、個別支援計画の目標の主語を利用
者にしている

4.18

Q11S46　保育所等訪問支援事業において、支援者は、
訪問前に家族や保育所等との調整を行っている

4.17

Q11S100　保護者は、支援者から共感的に支援されて
いる

4.16

Q11S43　事業所は、支援者に、虐待・身体拘束の研修に
参加する機会を提供している

4.16

Q11S71　子ども一人一人は、余暇スキルのレパートリー
を増やすための支援を受けている

4.15

Q11S26　子ども一人一人は、自分のペースで動けるよ
うに配慮されている

4.15

Q11S39　事業所は、統一した書式で、サービス提供内
容を記録している

4.14

Q11S72　保護者は、子どもの将来の状態像とのつなが
りがわかるよう配慮された情報提供を受けている

4.14

Q11S93　保護者は、支援者に話を個別にあるいは集団
の場で傾聴してもらう機会を提供されている

4.14

Q11S80　子ども一人一人は、必要な時に自分に合った
方法で地域生活に必要なことを学んでいる

4.13

Q11S84　入所施設で生活する子ども一人一人は、家族
に会う機会や入所施設以外の友人と遊ぶ機会が提供され
ている

4.12

Q11S53　支援者は、訪問支援（保育所等訪問支援、家
庭訪問等）において、行動観察と関連情報の収集に基づ
いた適切な助言を行っている

4.12

ダミー除外スコア順

設問 スコア

全体

Q11S52　子ども一人一人は、個別の障害特性に配慮さ
れた支援を受けている

4.64

Q11S64　子ども一人一人は、ほめられる機会と失敗し
ても修正できる機会をもっている

4.61

Q11S17　子ども一人一人は、支援者から穏やかな声や
表情で対応されている

4.60

Q11S8　子ども一人一人は、個人のニーズに応じた個別
の支援を受けている

4.58

Q11S55　保護者は、支援者から子どもの情報を適切に
伝えられ、相互共有できている

4.58

Q11S19　子ども一人一人にとって、その空間は適度な
スペースで清潔に保たれ、快適に過ごしている

4.58

Q11S41　支援者は、子どもが問題行動を起こす理由を
理解し、問題行動を軽減するためのスキルを有している

4.56

Q11S16　子ども一人一人は、助けを求めていることや
拒否を表現できる環境設定や支援を受けている

4.55

Q11S103　子ども一人一人の日常や療育機関、施設で
の様子は、定期的に家族と支援者間で情報共有がなされ
ている

4.55

Q11S105　子ども一人一人は、当事業所の支援に満足
している

4.54

Q11S50　子ども一人一人は、個別のアセスメントに基
づいて立案された個別支援計画により支援を受けている

4.54

Q11S27　子ども一人一人には拒否の意思表明が保障
され、可能な限り、その意思が受け入れられる、あるいは
代替案が用意されている

4.52

Q11S83　事業所は、支援者や家族による虐待の可能性
について考慮しており、その疑いがある場合、適切な機関
に報告している

4.52

Q11S66　子ども一人一人は、本人の能力と特性に応じ
た教育を受ける機会が提供されている

4.51

Q11S28　子ども一人一人は、適切なコミュニケーション
の方法を学んでいる

4.50

Q11S13　子ども一人一人の支援の目的と内容は、事業
所、家庭、関係機関で共有されている

4.50

Q11S18　支援者は、子ども一人一人の長所に基づいた
支援を提供している

4.50

Q11S70　子ども一人一人は、次のライフステージ、関係
機関、一般施策機関への移行に際して、支援が途切れな
いための引継ぎを受けている

4.49

Q11S63　支援者は、チーム連携による発達支援を実施
している

4.48

Q11S67　支援者は、運動・認知・言語・情緒の定型的な
発達についての基本を理解している

4.47

Q11S12　支援者は、子どもの支援について定期的に支
援者間でミーティングを行っている

4.46

Q11S40　支援者は、対象児をアセスメントする適切な
ツールや方法を理解し、アセスメントするスキルを有して
いる

4.46

Q11S65　自立に向けて、子ども一人一人は、障害につ
いて十分な理解に基づいた適切な支援を受けている

4.44

Q11S31　事業所は、定期的にスタッフ研修を実施して
いる

4.42

Q11S97　保護者は、子どもの特性理解に向けた支援者
との話し合う機会を提供されている

4.42

Q11S48　子ども一人一人は、視覚的理解と聴覚的理解
の優位性の確認と配慮に基づいた支援を受けている

4.42

Q11S29　子どもの環境は、障害に応じた整備がされて
おり、また必要な道具が準備されている

4.41

Q11S34　支援者は、ケース会議を定期的に行っている 4.39

Q11S54　支援者は、関係する職員間で支援の実効性に
資する情報共有を行っている

4.36

Q11S33　支援者は、外部の研修会に参加して専門性を
高める機会を提供されており、勤務時間内での研修受講
も認められている

4.35

Q11S58　子ども一人一人は、スキルの獲得に際して、そ
の自立的使用に必要かつ適切な補助を伴った支援を受け
ている

4.35

Q11S15　子ども一人一人は、自己決定する力を育てる
ための支援をうけている

4.35

Q11S88　保護者は、定期的に支援者との面談の時間を
提供されている

4.32

Q11S56　支援者は、子どもに多様な体験を提供できる
ような支援を計画している

4.32
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Ｄ．考察 
 障害児支援の支援の質を評価する外部評

価の項目案に対して、全国の当事者の保護者

からの意見が収集された。いずれの項目も重

要度は高いと判断されたが、最も重要と判断

されたのは、障害特性に配慮した支援であっ

た。多様な障害をもつ子どもが施設を利用す

るが、一人一人の障害の種別や特性に応じた

支援を提供できるように努めていく必要が

ある。その上で個々の行動に対し、その個人

にどのように支援をしていくのかを検討す

る必要がある。そのための第一歩はアセスメ

ントであると考えられ、今後は支援を開始す

る前あるいは開始して間もない時期に、子ど

もの障害特性を把握するためのアセスメン

トを実施する必要があると考えられる。 
 
Ｅ．研究発表 

本研究に関する発表なし 
 

Ｆ．知的財産権の出願･登録状況 
特許取得・実用新案登録なし 
 

Ｇ．開示すべき利益相反なし

 

Q11S36　事業所は、専門職のOJT（On the Job
Training）による職員研修を行っている　※OJTとは、
日常業務を通じた職員研修のこと

4.10

Q11S60　支援者は、個別支援計画の中に、獲得したス
キルを幅広い生活場面で使うための内容を盛り込んでい
る

4.09

Q11S21　子ども一人一人は、可能な限り、生活の中で
自分の好みが反映されるように配慮されている

4.08

Q11S92　保護者は、子どもの療育や支援の目標・アイデ
アを支援者と共有する機会を頻繁に提供されている

4.07

Q11S91　保護者は、子どもへの支援の記録を共有でき
るシステムが提供され、利用可能である

4.07

Q11S22　子ども一人一人は、可能な限り、自分の時間
や物、行動などを自分で管理することを学び、行えている

4.06

Q11S82　子ども一人一人が、安心して受診できる医療
機関との繋がりを得られるように努力している

4.06

Q11S23　子ども一人一人は、可能な限り、自分の役割
（食事の手伝い・掃除など自立に向けた）をもち、最後まで
やり遂げている

4.03

Q11S25　子ども一人一人は、自分が理解できるように
支援内容と方法についての情報提供を受けている

4.01

Q11S75　子ども一人一人は、地域の公園や文化・ス
ポーツ施設等に外出する機会が提供されている

4.01

Q11S76　支援者は、地域の関係者会議に出席している 4.00

Q11S99　保護者は、保護者自身の価値観を尊重されて
いる

3.99

Q11S37　事業所は、心理士、言語聴覚士、理学療法士、
作業療法士などの専門職を配置している

3.99

Q11S98　保護者は、子育てに関する自身のニーズに対
する支援を受けている

3.97

Q11S35　事業所は、他事業所の見学、交換研修を行っ
ている

3.96

Q11S57　支援者は、個別支援計画立案の際に、6ヶ月
以内に達成が見込まれる具体的な目標を設定している

3.93

Q11S87　保護者は、支援者から、子どもの発達課題に
家庭で取り組むための手続きや工夫を指導されている

3.93

Q11S81　子ども一人一人は、次のライフステージに応じ
た将来の夢や希望を実現するための話し合いに、可能な
限り参加している

3.87

Q11S51　子ども一人一人の行動変化は、毎回、直接観
察により継続的に数量的に評価されている

3.87

Q11S96　保護者は、きょうだい児やきょうだい関係に
ついて相談する機会があり、配慮事項や助言が提供され
ている

3.84

Q11S89　保護者は、保護者対象の勉強会の機会を提供
されている

3.84

Q11S101　保護者は、支援者と同等の立場で支援を受
けている

3.82

Q11S79　子ども一人一人は、本人の意思や好みに応じ
て地域の行事に参加したり、地域の人とふれあう機会を
提供されている

3.78

Q11S77　事業所は、保育所等訪問支援により、子ども
の集団生活の場での直接支援を行っている

3.76

Q11S32　事業所は、実務経験が継続５年以上の指導員
を配置している

3.74

Q11S74　事業所は、ホームページやSNS等で事業所に
関する情報を発信している

3.67

Q11S9　子ども一人一人は、必要に応じて個別の部屋の
使用が認められている

3.66

Q11S85　入所施設で生活する子ども一人一人は、同
性・異性の友人と交際する自由が保障されている

3.65

Q11S86　保護者は、保護者同士で交流する機会を提供
されている

3.55

Q11S90　保護者は、先輩保護者と交流する機会を提供
されている

3.53

Q11S44　事業所は、必要な研修を実施した上で、ボラ
ンティアを受け入れている

3.39

Q11S108　子ども一人一人は、できる限り失敗せずに
学べるよう計画されている

3.33

Q11S95　祖父母は、保護者の求めに応じて、孫をより
よく理解するための支援を受ける機会を提供されている

3.22
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「障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方法の開発に関する研究」 

分担研究報告書 

 

障害児通所支援事業所の外部評価におけるフォローアップの必要性とそのあり方 
 

研究分担者  渡辺 顕一郎（日本福祉大学 子ども発達学部 教授） 
研究協力者  伊藤 美保子（藤田医科大学 保健衛生学部 助教） 

亀山 洋光 （ほーぷ株式会社社長、日本福祉大学非常勤講師） 
亀山 麻衣子（日本福祉大学非常勤講師） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究要旨】 
近年、障害児通所支援事業所（児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所）の急

増に伴い、事業所間における支援の質に格差が生じていることが問題となっている。これら

事業所による支援の質を担保するためには、外部評価だけでなく、評価実施後に職員に対す

る事後研修やコンサルテーション等のフォローアップを行うことで、指摘事項や課題等を具

体的に改善し、支援の質的向上に結び付けるための方策を検討する必要がある。 
本研究では、障害児支援分野における職員研修やコンサルテーションに関する先行研究

に基づいて課題等の整理を行うとともに、障害児通所支援事業所 2 か所に対して外部評価

後の事後研修及びコンサルテーションを試行的に実施した。これによって、フォローアッ

プによる支援の質的向上効果を実証的に検証するとともに、フォローアップの実施に関す

る課題等についても明らかにするように努めた。その結果、下記のような結論に達した。 
①障害児支援に関する研修やコンサルテーションについては、既存の研究動向を見る限

り、一般施策における保育所や学校等の教職員に対するものが研究対象とされる傾向が

あり、障害児通所支援事業所の職員を対象とする研修やコンサルテーションの方法につ

いては未開拓の研究領域であると言える。 
②一方、障害児通所支援事業所において外部評価後の事後研修及びコンサルテーションを

試行的に実施した結果、今回の調査では客観的に支援の質的向上効果を確認することは

できなかったが、職員の専門性を高める機会となり得ることから、現場の課題等を具体

的に解決する方策として有効であることが示唆された。 
③外部評価とその後のフォローアップを一体的に実施し、支援の質的向上を図るために

は、外部評価の結果について職員間で十分に共有し、研修やコンサルテーションにおい

て扱う課題や内容等に関するニーズを明確にした上で、フォローアップを行うことが重

要である。また、外部評価時点での単発のフォローアップだけではなく、継続的・定期

的にフォローアップが行われるほうが望ましい。 
④ただし、外部評価の受審にかかる事業所側の負担について考慮することが重要である。

評価項目の多さなどに加え、受審日等に向けて職員の出勤を調整するなどの現実的な課

題が挙げられる。障害児通所支援事業所の業務に差支えがないように外部評価やフォロ

ーアップを行うためには、より簡易な受審方法や、研修等に参加するための代替職員の

確保等について更なる検討が必要である。 
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Ａ. 研究目的 

福祉サービスの外部評価について、単に評価結

果を示すだけでなく、評価実施後に事業所職員に

対する事後研修やコンサルテーション等のフォロ

ーアップを行うことで、外部評価によって見出さ

れた課題等を具体的に改善し、支援の質的向上に

結び付けるための方策を検討する。 

 

Ｂ．研究方法 

障害児支援に関する職員研修やコンサルテーシ

ョンについて基礎研究を行うとともに、実際に児

童発達支援事業・放課後等デイサービス事業所の

外部評価実施後に試行的にフォローアップを行

い、その効果や課題について検証する。より具体

的には、外部評価によって見出された事業運営に

関する課題等に焦点を当て、職員に対する研修や

コンサルテーションを実施した上で、職員へのヒ

アリング及び現場の観察調査を通して課題等が実

際に改善されたかどうかを確認し、支援の質的向

上効果を検証する。 

 

Ｃ．研究結果 

 

Ⅰ．障害児支援に関する職員研修・コンサルテー

ションに関する基礎研究 

 
１．障害児通所支援事業所に対する職員研修・コ

ンサルテーションの必要性 

 
はじめに、障害児支援分野において、とりわけ

児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業

所などの「障害児通所支援事業所」に関して、外

部評価やコンサルテーション等が必要とされる理

由について述べておきたい。 
近年、障害児入所施設や児童発達支援センター

に比べ、児童発達支援事業所及び放課後等デイサ

ービス事業所の増加が著しく、事業所間における

支援の質に大きな開きや格差が生じていることが

問題となっている。これら障害児通所支援事業に

ついては、児童福祉法改正時（平成 24 年度施行）

に旧児童デイサービス事業等の再編によって新た

に創設されたが、以後、平成 29 年までに児童発達

支援事業が 2.1 倍（5,981 か所）、放課後等デイサ

ービス事業に関しては 3.6 倍（11,301 か所）にも

達している 1。 
このような状況の中、平成 26 年に厚生労働省は

「障害児支援の在り方に関する検討会」報告書を

取りまとめ、その中で「支援の一定の質を担保す

るための全国共通の枠組みが必要であるため、障

害児への支援の基本的事項や職員の専門性の確保

等を定めたガイドラインの策定が必要である」と

提起した 2。その後、平成 27 年度に「放課後等デ

イサービスガイドライン」、平成 29 年度には「児

童発達支援ガイドライン」が厚生労働省から発出

され、加えて事業所に対してガイドラインに基づ

く自己評価の実施・公表も義務付けられた。 
 他方、社会福祉分野においては、近年、事業者

自らによる自己評価だけではなく、外部の第三者

による事業評価の必要性が高まっており、「福祉

サービス第三者評価」として現場に徐々に浸透し

つつある。福祉サービスの事業主体が、自己評価

に加えて、第三者による客観的・専門的見地から

事業評価を受審することにより、支援の質的向上

が一層期待できるのである。 
ただし、外部評価が義務化された社会的養護領

域などの一部を除いて、「福祉サービス第三者評

価」は社会福祉分野全体に十分に普及していると

は言えず、課題としては①受審費用の負担と受審

に係る事務的負担、②評価の客観性・公平性及び

評価者の質の保証、という 2 点が挙げられる 3。今

後、障害児支援に特化した外部評価の方法が提示

された場合にもこれら課題への対策を講じること

が求められるが、加えて外部評価が事業所にもた

らすメリットを明確にし、現場により受け入れら

れる形で普及を推進していくことが重要であろ
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う。この点に関しては、すでに当研究グループが

実施した放課後等デイサービス事業所への調査を

通して、外部評価で見出された課題等の改善に向

けたフォロー（事後研修やコンサルテーション

等）の必要性が示唆されている 4。すなわち、単に

評価結果を示されるだけでなく、受審後に具体的

に課題が解決されるようにフォローアップが行わ

れ、実質的な支援の質的向上に結び付くことが事

業所側にとってのメリットであり、外部評価の受

審を推進するインセンティブになり得ると考えら

れる。 

 そもそも、障害児通所支援事業所に関しては、

外部評価のあり方を論じる前提として、職員の資

質向上のための機会が日頃から保証されているか

を問う必要があるだろう。例えば、これまでにも

障害児通所支援事業所に関しては、賃金等の待遇

面の課題により職員が定着せず入れ替わりが多い

ことなどが指摘されてきたが、これらに加えて事

業所数の急増も相俟って専門性を有する職員の確

保・育成がますます難しくなっている現状があ

る。当然ながら、職員の専門性は、事業所が提供

する支援の質に影響を与える大きな要因であり、

本来であれば継続的な職員研修やコンサルテーシ

ョン等が必要とされるのである。 

その半面、次項で詳しく述べるように、障害児

支援に関する研修やコンサルテーションは、近年

では一般施策における保育所や学校等の教職員

（保育士や教員等）を対象とするものが注目さ

れ、専ら研究対象とされる傾向がある。この背景

には、インクルーシブ教育や合理的配慮の推進に

よって一般施策における障害児の受け入れが拡充

されてきたことに加え、特に発達障害に関しては

他の障害に比べて出現率が高く、保育士や教員の

対応困難感がクローズアップされるようになって

きたことなどが影響を与えていると推測される。 

このように一般施策における障害児対応が課題

となる中、先述の「障害児支援の在り方に関する

検討会」報告書では、障害児支援を「施設・事業

所等が持っている専門的な知識・経験に基づき一

般的な子育て支援施策をバックアップする後方支

援」と位置づけている。しかしながら、全国各地

の障害児通所支援事業所が、実際に保育所や学校

等に対して後方支援を担うに相応しい専門性を有

しているかといえば、疑問を感じざるを得ない。

支援の質の標準化はもとより、一般施策の後方支

援を担えるような専門的機能を高めるためにも、

障害児支援における研修やコンサルテーションの

必要性はきわめて高い。 

 
２．障害児支援に関する職員研修・コンサルテー

ションの現状と課題 

 
既述のように、本研究の目的は、福祉サービス

の外部評価実施後に事業所職員に対する事後研修

やコンサルテーション等のフォローアップを行う

ことで、外部評価によって見出された課題を改善

し、支援の質的向上に結び付けるための方策を検

討することである。そのため、ここでは、障害児

支援に関する職員研修・コンサルテーションの現

状を把握し、課題について考察していく。障害児

支援に関する職員研修やコンサルテーションの現

状について把握する方法としては、国内の文献を

検索し、その動向や内容から現状と課題を検討し

ていくこととする。 
以下に、障害児支援における職員研修・コンサ

ルテーションに関する文献を概観した結果と課題

について記述していく。 
 
（１）文献数の年次推移 
 
 障害児支援における職員研修・コンサルテーシ

ョンに関する研究がどれだけ行われているか把握

するため、「CiNii」（NII 学術情報ナビゲータ）

を用いて 2009 年～2018 年の文献を検索した。 
キーワードは「障害児」を固定とし、「研修」

と「コンサルテーション」を各々組み合せた。得

られた文献の中で抄録がある、もしくは入手可能

なもので、かつ障害児支援における職員研修（ま
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たはコンサルテーション）に関する研究に該当す

ると判断されたものだけを対象文献として抽出

し、その結果を表 1 に示した。 

 

 

 

 2009～2018 年の文献数は、キーワードである「障

害児」を固定とし、「研修」で 33 件、「コンサルテ

ーション」で 15 件であった。2011～2012 年では

「研修」2件、「コンサルテーション」1 件と非常に

少なかったが、2013～2014 年では「研修」11 件、

「コンサルテーション」5件に増加していた。2017
～2018 年では「研修」8 件、「コンサルテーショ

ン」4件で、2011～2012 年に比べると約 4倍に増加

していた。 
これら年次推移の背景には、障害児支援施設・事

業や特別支援学校に加え、保育所、幼稚園や普通学

校等の一般施策において障害児支援に携わる職員

（障害児を担当する保育士や教員等）の支援の質に

ついて問われるようになったことがあると考えられ

る。ただし、障害児支援に関する職員研修・コンサ

ルテーションを取り上げた文献数は多いとは言え

ず、十分に調査や研究がなされているとは言えな

い。このことから、障害児支援に携わる職員の支援

の質の向上につながる研修やコンサルテーションの

更なる調査や検証は今後の課題であると考えられ

る。 
 
 
 
 
 
 

（２）対象文献の内訳と主要な内容 
 
①キーワード「障害児」「研修」の対象文献につい

て 
表１で示した通り、キーワードを「障害児」「研

修」で検索した結果、対象となった文献数は 33 件で

あった。対象文献の内訳をカテゴリー化した結果、

「試みの紹介」、「実態調査」、「研修プログラム

開発」、「その他」の 4つに分類された。その結果

を表 2に示した。「試みの紹介」と「実態調査」の

文献数はともに 13 件で、それぞれで全体の約 4割を

占めていた。また、「その他」のカテゴリーに分類

された文献数は 3件であり、その主要なテーマは、

研修のあり方に関する文献研究であった。 
さらに、対象文献を研究対象職種別に分類した結

果、保育士を研究対象とした文献は 13 件で全体の約

4 割を占めており、次いで、教員・養護教諭 9 件、

看護師 6件の順であった（表 3）。保育士を研究対

象とした文献数が多い背景の一つには、2008 年の保

育所保育指針の改定により今まで以上に特別な支援

が必要な子どもへの質の高い保育が求められるよう

になったことや、障害児保育現場での対応困難感な

どから研修ニーズの高まりを反映していると考えら

れる。 
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対象文献の主要な内容として、研修の内容に着

目すると、対応困難な場面での障害児への支援や

保護者に対する支援といった事例を用いて検討す

る事例検討型研修が多くみられた 5。また、講義型

の研修では、障害特性の理解や障害者支援の理論

に関する内容 6、個別支援計画の理解や作成に関す

る内容の研修 7が報告されていた。さらに、ペアレ

ント・トレーニングとコンサルテーションに関す

る理論の講義やワークを用いた研修 8、広汎性発達

障害児への保育士のコミュニケーション支援力を

高めることを目的とした研修 9、発達障害児が受診

する際の適切な対応の知識を習得する研修 10、肢

体不自由児教育に携わる教員に対するワークショ

ップ型の研修 11など、独自に研修プログラムを開

発し、その効果を測定した文献もみられた。 
 研修のスタイルとしては、施設内で研修が実施

されるインハウス型や、自治体や研究機関などが

開催する研修会場で実施される集合型が多かっ

た。集合型研修においては、特に、離島へき地に

ある障害児施設の場合、受講にあたり多大な旅費

や時間を要し負担が大きいことから TV 会議シス

テムを活用した遠隔講演により研修を受講しやす

くする試みなども紹介されていた 12。 
また、表 2 の「実態調査」に分類された対象文

献の主要な内容としては、障害児支援に従事する

職員への研修の必要性や重要性について示唆され

ていた。しかしながら、上述したように、実践報

告されている研修内容は独自性のあるものが多

く、汎用化できるための必要十分な研修内容につ

いては明確にされていない。そのため、今後は、

障害児支援に従事する職員が、支援の質を高める

ためにどのような研修を必要としているかより深

く検討し、そこからモデルを作成し検証していく

ことが求められると考えらえる。 

表2．文献の内訳と文献数（キーワード：「障害児」「研修」）
内訳 テーマ

障害児保育事例検討型研修における参加者の学びについて、医療型障害児入所施設
における研修会「子ども虐待とその対応」の効果と課題、重症心身障害児施設における
特定看護師の実践、学校コンサルテーションによる保護者支援：モデル事例を活用した
校内研修の試み、職員研修におけるTV会議システムの活用　　など
重症心身障害児施設に勤務する看護師の研修の実態、兵庫県下の保育者に対する調
査、保育士の研修機会と超重度障害児に対する反応の評価、保育所における特別な
配慮を要する子どもに対する支援の実態、発達障害児への支援における養護教諭の認
識と研修ニーズ　　など
広汎性発達障害児へのコミュニケーション支援力を高める研修プログラムの開発、発達
障害児に対する看護実践に関する研修プログラムの開発、島根県内専門職向け研修
プログラムの開発　　など
専門性の向上を目指す保育者研修のあり方についての検討、障害児教育に携わる教
師の自己形成とその今日的論点　　など

試みの紹介（13）

実態調査（13）

研修プログラム開発
（4）

その他（3）

表3．文献の研究対象職種（キーワード：「障害児」「研修」）

研究対象職種 件数

保育士 13

教員・養護教諭 9

看護師 6

医療型障害児入所施設職員 2

放課後児童クラブ職員 1

相談支援従事者 1

その他 1

合計 33
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②キーワード「障害児」「コンサルテーション」

の対象文献について 
キーワードを「障害児」「コンサルテーショ

ン」で検索した結果、対象となった文献数は 15 件

であった（表 1）。対象文献の内訳をカテゴリー

化した結果、「ケーススタディ」、「文献レビュ

ー」、「実態調査」、「その他」の 4 つに分類さ

れた。その結果を表 4 に示した。「ケーススタデ

ィ」の文献数は 7 件と全体のおよそ半数を占め、

次いで「文献レビュー」3 件、「実態調査」2 件で

あった。 
さらに、「ケーススタディ」に分類された対象

文献の主要な内容として、実施されたコンサルテ

ーション場面を表 5 に示した。コンサルテーショ

ンを実施した場面としては、「保育所・幼稚園」

が 4 件、「特別支援学校・特別支援学級」が 3 件

であり、障害児支援施設や障害児通所支援事業所

でのコンサルテーションの実践報告はなかった。 
 

 

 

 

 

「保育所・幼稚園」でのコンサルテーションで

は、主にコンサルタントは巡回相談や巡回指導と

いった形でコンサルティである保育士に介入した

実践結果が報告されている 13。 
「特別支援学校・特別支援学級」においては、

問題行動を示す発達障害児童を受け持つ担任をコ

ンサルティとした行動コンサルテーションの実

践 14や巡回相談という形で作業療法士が教員にコ

ンサルテーションを実践 15した報告がされてい

た。また、重度重複障害児の食事動作に対し、コ

ンサルタントである作業療法士が保護者を介して

担任に情報伝達しながら協働していくコンサルテ

ーションの実践 16も報告されていた。 
これらのことから、障害児支援におけるコンサ

ルテーションに関する研究の特徴としては、全体

的にケーススタディが多い、つまり、質的研究や

実践報告がメインとなっており、介入型の比較研

究や仮説検証型研究は少なかった。そのため、今

後は障害児支援において有効性と妥当性の高いコ

ンサルテーションの体系化を検討していくことが

必要であると考えられる。 
また、コンサルテーションだけでなく、職員研

修にも共通する課題であるが、既述の研究動向を

見る限り、一般施策における保育所や学校等の教

職員を対象とするものが特に注目され、研究対象

とされる傾向がある。上記に掲げてきた文献に

は、障害児入所施設職員への研修、特別支援学校

の教員へのコンサルテーションに関する研究報告

表4．文献の内訳と文献数（キーワード：「障害児」「コンサルテーション」）
内訳 テーマ

重度重複障害児の食事動作に関する教員と作業療法士のコンサルテーション、発達
障害児童の特別支援学級担任を対象とした行動コンサルテーション、障害児保育に
おけるコンサルテーション、幼保育園における障害児保育巡回相談、視覚障害児に
対するコンサルテーション　　など
発達障害幼児および「気になる」子どもへの支援方法の検討、コンサルテーションとして
の保育園・幼稚園での巡回相談に関する研究動向　　など
就学前施設における対応困難な実態、障害児保育巡回相談におけるコンサルテーショ
ンの現状

その他（2） 研修型コンサルテーションに関する基礎的研究、モデル事例を活用した校内研修

実態調査（2）

ケーススタディ（7）

文献レビュー（3）

表5．対象文献のコンサルテーション場面

コンサルテーション場面 件数

保育所・幼稚園 4

特別支援学校・特別支援学級 3

合計 7
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も含まれるが、保育所・幼稚園・学校等の一般施

策に関する研究に比べると件数が少なく、加えて

障害児通所支援事業所に関する研究は見られなか

った。したがって、障害児通所支援事業所に対す

る外部評価を、事業所側の課題解決のための機会

として捉え、そのための事後研修やコンサルテー

ションの方法について実証的な研究に基づき明ら

かにしていくことが必要であると考えられる。 
 
Ⅱ．障害児通所支援事業所に対する外部評価及び

フォローアップに関する調査 

 
１．調査の概要 

 
（１）調査の目的 
 
障害児通所支援事業所に対する外部評価実施後

に、職員に対する事後研修やコンサルテーション

を試行的に実施し、これらのフォローアップによ

る支援の質的向上効果を実証的に検証するととも

に、フォローアップの実施に関する課題等につい

ても明らかにする。 
 
（２）調査対象及び方法 
 
１）調査対象 

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事

業所をそれぞれ 1 箇所ずつ選定した。なお、調査

の際には外部評価だけでなく、その後の職員に対

するフォローアップや管理者へのヒアリング等、

相応の時間・労力等の負担が生じることを説明し

た上で、本調査にご協力いただける事業所を選定

した。 
２）調査方法 

以下の段階を経て、おもに事業所の管理者に対

するヒアリング調査、及び評価者による再評価を

行った。 
①外部評価の実施後、直ちに受審結果を事業所の

管理者に伝え、その翌日に職員に対する事後研

修及びコンサルテーションを行う。講師・コン

サルタントは社会福祉学・リハビリテーション

（作業療法）、心理学分野の多職種の研究者・

専門職が担当した。 
②事後研修及びコンサルテーション後に、これら

フォローアップの成果が表れるまでの時間的猶

予を勘案しておよそ 1 週間程度の期間を置いた

うえで、業務や支援活動の改善に向けて変化・

変更したこと、あるいは今後変更しようとして

いることなどについて管理者にインタビューを

行う。 
③併せて外部評価についても①と同一の評価者に

よる再評価を行い、評価結果に改善傾向がみら

れるかどうかを客観的に検証する。 
 
（３）調査期間 
 

2019 年 1 月～2 月にかけて、4 名の調査者がそ

れぞれに外部評価者、事後研修の講師、コンサル

タント、ヒアリング担当を分担し、事業所の管理

者の承諾を得た上で随時調査を実施した。 
 

２．ヒアリング調査の結果（各事業所のヒアリング

の記録） 

 

以下、ヒアリング調査の対象となった 2 か所の事

業所の外部評価の受審結果、フォローアップの実施

状況、及びこれらに対する事業所職員のご意見・考

え方などについて、それぞれに詳細な記録を掲載し

ておく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 118 －



調査対象： A 事業所（放課後等デイサービス）  
 

事業所所在地： 愛知県 津島・海部地域   

 
（１）運営法人の概要及び障害児支援事業の実施

状況 
 
１）事業所を運営する法人等の概要 

A 事業所を運営する NPO 法人は、愛知県津

島・海部地域において、障害児を育てる父母の交

流、子どもたちの健やかなる発達、彼らの住みよ

いまちづくりのための任意団体として発足、2003
年に法人化された。2004 年に児童サポートセンタ

ーを設立し、母子通所事業、学齢児（小学生）の

放課後支援を開始。その後、2005 年に中高生のた

めのフリースペース、障害児タイムケア事業、

2006 年に児童デイサービス（Ⅰ型）、日中一時支

援事業、2011 年に短期入所事業など多岐にわたる

事業展開を進め、2012 年度には制度改正に伴い児

童発達支援事業・放課後等デイサービス事業の多

機能型事業所となった。 
 

２）障害児支援事業の実施状況 
児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業

の実施場所としては、法人所有の施設が 3 か所、

対象年齢によって場所を設けてサービス提供を行

っている。未就学児については週当たり平日 5 日

（1 日 4 時間）の開所、小学校 1 年生～4 年生及

び小学校 5 年生～中学 3 年生対象では平日 4 日

（1 日 3 時間）、土曜日（1 日 7 時間）、長期休

暇の月・火・土（1 日 7 時間）と水・木（1 日 3
時間）にサービスを提供している。 

高校生対象の放課後等デイサービスについては

別の場所を確保して事業を実施している。週当た

りの開所日数（および 1 日当たりの開所時間）

は、平日 5 日（1 日 3 時間）に加え、土曜日（1
日 7 時間）、さらに学校の長期休暇期間中は 1 日

の開所時間が 7 時間となる。なお上記のいずれの

事業も保護者の希望に応じて送迎を行っている。 

 
３）調査対象となった放課後等デイサービスの職

員配置の状況 
今回の調査対象となったのは、各種の事業のう

ち、高校生を対象とする放課後等デイサービスで

ある。職員数は、管理者 1 名（兼務）、及び児童

指導員 5 名（内 2 名が常勤職員）が配置されてい

る。 
 
（２）外部評価の結果 
 

今回の研究によって試行的に開発された外部評

価項目に沿って、A 事業所に対する外部評価を

2019 年 2 月 25 日に行った。評価項目は 100 項目

で構成されており、評価基準は「2：日常的にでき

ている」「1：時々、部分的にできている」「0：
まったくできていない」「9：非該当」の 4 種類で

ある。 
A 事業所に対する外部評価の結果は、「2：」72

項目、「1：」14 項目、「0：」6 項目、「9：」8
項目であった。評価根拠は、支援者インタビュ

ー、個別支援計画、関連資料、支援場面・環境観

察、保護者アンケート等に基づくこととなってい

るが、実際には管理者へのインタビューが多くを

占めた。なお、評価後に、別室にて管理者と評価

者の 2 者にて評価結果を口頭で伝えた。 
 
（３）評価後のフォローアップ 
 

既述のように、2019 年 2 月 2～3 月にかけて A
事業所に対する外部評価を実施したうえで、その

後のフォローアップとして、当該事業所（高校生

を対象とする放課後等デイサービス）の職員を対

象に、事後研修及びコンサルテーションを行っ

た。なお、フォローアップは外部評価の翌日であ

る 2 月 26 日とし、午前中に職員に対する事後研修

を実施したのち、午後に外部評価の受審結果に基

づき、事業所側からの要望に応える形でコンサル

テーションを行った。研修・コンサルテーション
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共に、本研究グループの研究分担者が講師（コン

サルタント）を担当した。 
 
１）事後研修 
事後研修については、試行的に開発された外部

評価の大項目のうち、「支援者の専門性」に焦点

を当てて以下の 3 つの内容を研修に組み込むよう

にした。なお、本研究グループの平成 29 年度の中

間報告においても述べたが、「受審に係る負担に

ついては、施設・事業所の日常的な業務に支障が

生じることがないよう最大限に配慮すべき」とい

う観点から、事後研修とコンサルテーションを組

み合わせて 1 日で終わるように研修の内容を絞り

込んだ。 
①障害児支援に関する理念と地域連携（50 分） 
②子どもの理解と支援（70 分） 
③家族支援（60 分） 
A 事業所では、対象となった放課後等デイサー

ビス事業所の職員 6 名（うち管理者 1 名）が研修

に参加した。 
 
２）コンサルテーション 
コンサルテーションの参加者は、上記事業所の

管理者 1 名と現場職員 5 名、計 6 名であり、一堂

に会する場面にてコンサルテーションを行った。

コンサルテーションの時間は 20 分程度であった。 
コンサルタントに対する相談事項は、職員が困

難と感じる要求を呈する母親への対応であり、管

理者からの相談であった。 
相談事項の詳細は、子どもが学校に対して不満

を言っているとの理由で子どもを学校に行かせな

い状況が続いており、事業所に対しても学校と連

携をとって欲しくないとの要求を受け、どのよう

に対応したらよいかという内容であった。管理者

が困難に感じたポイントとしては、障害児通所支

援事業所としての役割上、地域連携が求められる

立場にあり、母親の要求に応えることが難しいこ

とが挙げられた。また、子どもの意思ではなく母

親の意思で子どもを学校に行かせないという状況

が、子どもの最善の利益を阻害しているのではな

いかという葛藤を感じることなども挙げられた。 
上記の相談内容は、カプランのコンサルテーシ

ョンの 4 つのモデル 17に当てはめると、クライア

ント中心の事例についてのコンサルテーションで

あると判断され、家族機能の観点から専門的なア

セスメントを伝え、当該事例にどのように対処で

きるかについて助言を伝えた。 
 
（４）フォローアップの結果 
 

外部評価の受審及びフォローアップ後に、事業

の改善に向けて変化・変更したこと、あるいは今

後変更しようとしていることなどについて、A 事

業所の管理者に対してヒアリングを行った。ヒア

リングは、フォローアップの成果が表れるまでの

時間的猶予を勘案して、およそフォローアップ後

1 週間程度の期間を置き、3 月 6 日に実施した。 
 以下、ヒアリングの結果、管理者によって述べ

られた意見をまとめておく。 
①事業所の環境面 
・今回の評価・事後研修から再審査までの期間で

の変更はなく、受審結果においても環境面での

0 点項目もなく、変更を検討している点はな

い。 
②発達支援や活動 
・職員が研修を受ける機会は多く、受講後に職員

に記録を提出してもらっているが、今回の受審

をきっかけに、効果検証となりうるような書き

方に変え、提出されたものをフィードバックし

ていくような仕組みに変えていきたい。 
・発達や障害特性など研修の内容を専門知識とし

て職員一人一人が身につけていけるかが事業所

としての課題と捉えている。 
・フォーマルアセスメントの方法を取り入れてい

こうと思う。 
・受審で 0・1 点がついた項目について職員と共有

し、今後どのように支援内容等を改善していく

かという話し合いの材料となった。 
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③保護者対応や家族支援 
・保護者会や送迎時に保護者とは会話の機会を持

つようにしてきたが、今回の受審及びフォロー

アップを通して、改めて今後も継続していこう

と考えている。 
④関係機関との関係性や地域連携 
・障害者自立支援協議会との連携もあり、これま

でも必要に応じてカンファレンス等を行ってき

たが、今後も継続していこうと考えている。 
 
（５）再評価の結果 
 
外部評価の受審及びフォローアップ後に、管理

者に対するヒアリングと併せて、外部評価者によ

る再評価を実施し、外部評価の結果に改善傾向が

みられるかどうかを客観的に検証しようと試み

た。より具体的には、最初の評価の際に「1：
時々、部分的にできている」または「0：まったく

できていない」と評価された項目のみを再評価

し、支援の改善等の効果がみられるかどうかを確

認した。なお、再評価の実施日は管理者へのヒア

リングと同日の 3 月 6 日であった。 
再評価の結果、最初の評定に比べて評定が上が

った項目は全体で 6 項目（「0：」→「2：」が 3
項目、「1：」→「2：」が 3 項目）であった。再

評価によって 1 回目より評価が下がった項目はな

かった。 
 評定が上がった理由としては、管理者側が 1 回

目の評価時に自信がない、不十分だと感じていた

項目であったが、フォローアップを通して外部評

価の着眼点や解説内容に対しての理解が深まり、

「1：」→「2：」、または「0：」→「2：」へ変

更された項目であった。ただし、これらは管理者

が自身の認識や評価を肯定的に変更したことによ

ってもたらされた結果であり、外部評価者の観察

等による変化を客観的に確かめることはできなか

った。 
 
 

（６）課題 
 

A 事業所の管理者へのヒアリングの際に、実際

に外部評価やフォローアップを経験した上で、事

業所側が問題や課題を感じる点について聞き取り

調査を行うと共に、評価者側の負担や労力等の課

題点についても省察を行った。 
 
１）受審に要する時間や労力等 
 受審に要する時間や労力等について、管理者に

ヒアリングを行った結果、いくつかの課題が示唆

されたので以下にまとめる。 
・受審のための事前準備に関しては、書類の準備

は今回の受審に向けての再準備はなく負担はな

かった。3 日間（評価、事後研修・コンサルテ

ーション、事後評価）の時間調整にやや労力を

要した。 
・受審に関しては、質問の内容が難しく感じる点

があり、特に数値化することへの戸惑いも感じ

た。数値化することで客観的な判断材料ともな

るメリットを感じる一方で、自分たちの行って

いる援助を数値化してしまうことで仕事をノル

マ化し、当事者を置き去りにしてしまわないか

と懸念する。 
・質問内容に重複箇所があり、その点を修正する

ことでスリム化できるように感じた。 
・子どもを主語に構成されている点は肯定的に捉

えられるが、一方で、意思を表出できない子ど

もの場合や、子どもの希望と親の希望が異なる

場合など、どのようになるのか疑問も残った。 
 
２）評価に関する時間や労力等 
本研究において外部評価を試行的に実施した結

果、評価に要する時間や労力等について負担や制

約を感じることがあったかなど、評価者側の課題

についても省察を行った。 
①評価に要する時間 
 外部評価者養成講座で示された、目安としての

所要時間は 8 時間とされおり、実際も 8 時間で実
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施した。しかしながら、その内訳については試行

内容通りではなかった。事業所自己評価アンケー

トの所要時間は 1 時間とされていたが、1 時間で

は足らないとの意見が管理者からは聞かれ、事前

の自己評価はされなかった。現場でのインタビュ

ーは管理者との面談が主となり職員と面談する機

会がもてなかった。家族インタビューにおいても

1 時間の設定があるものの、お迎えのわずかな時

間にとどまり、時間の確保ができなかった。 
②評価に関する労力や制約 
 評価を実施するにあたって、場所や時間、場面

によっては職員の立会が事前に確約されていなか

ったため、実施するにあたって制約を感じた。な

かでも、事業所での評価の流れの事前打ち合わせ

がなかったため、当日の評価にかかる時間と場面

の設定が困難であった。具体的には、事前アンケ

ート（事業所自己評価、保護者アンケート）が実

施されていなかったこと、環境面（レイアウト、

壁面、道具）の確認や資料の閲覧のタイミングな

どをその場で調整しながら行ったため、多くの時

間や手間を費やした。 
③受審に対する理解やその範囲の確認 
 現場職員や保護者との面談の時間が十分に確保

できず、管理者のインタビューが主になると、管

理者の理解や自己評価に依存した結果となり、管

理者の外部評価への理解不足や自己評価の偏りが

ある場合、その結果は実態を反映するに十分な情

報となり得るか疑問が残った。 
 
３）事後研修やコンサルテーションに関する課題 

A 事業所の管理者に対して、受審後の事後研修

やコンサルテーションについて、その実施方法や

実施時間、提供された内容に不足はなかったか等

のヒアリングを行った。その結果、いくつかの課

題が示唆されたので以下にまとめる。 
①事後研修やコンサルテーションの実施方法に関

する課題 
・外部評価の結果を職員案で共有し、共通課題を

認識した上での事後研修やコンサルテーション

であれば、職員から積極的に質問が出され、よ

り効果的なコンサルテーションが可能になる。 
・コンサルテーションを知らない、コンサルテー

ションを初めて受ける職員が多いため、わかり

にくく、具体的な対策に繋がりきれなかった。 
・外部評価結果と事後研修、コンサルテーション

の繋がりがあり、系統的に実施できれば良い。 
・現場観察後の事例検討としてのコンサルテーシ

ョンのほうが、職員研修としての効果を高める

ことができる。また、単発ではなく年２回程度

の事例検討（コンサルテーション）があると、

先に受けたコンサルテーションによる支援の変

化も追うことができる。 
②事後研修やコンサルテーションの実施時間に関

する課題 
・事後研修の時間は長くはなかった。内容が整理

されていたため適切だった。 
・一つ一つの内容をより深く学ぼうとするなら

ば、今回の研修の時間では短いと感じる。 
③事後研修やコンサルテーションの内容に関する

課題 
・今回は時間的な制約により、職員が内容を業務

と関連させて理解することが難しかった。 
・評価者に詳細な現場観察をしてもらった上で、

事業所の状況に沿った内容の研修であれば職員

も落とし込みやすい 
 
 
調査対象： B 事業所（児童発達支援事業）  
 

事業所所在地： 香川県 中讃地域      

 

（１）運営法人の概要及び障害児支援事業の実施状

況 

 
１）事業所を運営する法人等の概要 

B 事業所を運営する NPO 法人は、香川県におい

て、親同士が協力し合って子育てを応援する活動を

一緒に作り出すことを目指し、地域に根ざした子育
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て支援を行う非営利団体として 2002 年に設立され

た。当初は、民家において子育て支援事業である「つ

どいの広場事業」や障害児支援事業として「児童デ

イサービス事業」などを運営していたが、2007 年

に公設の子ども・家庭支援センター内に移転し、さ

らに事業展開を進めてきた経緯がある。現在は、公

設のセンター内で児童発達支援事業、放課後等デイ

サービス事業、地域子育て支援拠点事業、利用者支

援事業を運営するほか、別場所においても地域子育

て支援拠点事業に加え、中学・高校生を対象とする

放課後等デイサービス事業を運営している。 
 
２）障害児支援事業の実施状況 

既述のように、公設の子ども・家庭支援センター

内において、児童発達支援事業と放課後等デイサー

ビス事業を行っている。児童発達支援は未就学児を

対象に週当たり平日 4 日（1 日 4 時間半）、放課後

等デイサービスはおもに小学生を対象に平日 4 日

（1 日 3 時間）と土曜日（1 日 5 時間）開所してい

る。また、別場所（民家）で実施されている中高生

を対象とする放課後等デイサービスでは、平日（４

時間半）及び土曜日・祝日に 1 日 8 時間サービスを

提供している。なお、保護者の希望に応じて送迎も

行っている。 
 
３）調査対象となった児童発達支援事業所の職員配

置の状況 
今回の調査対象となったのは、各種の事業のうち、

未就学児を対象とする児童発達支援事業である。職

員数は、管理職 1 名、及び保育士 4 名（内 1 名が常

勤職員）、児童指導員 3 名（内 1 名が常勤職員）、指

導員 2 名、看護師 1 名が配置されている。 
 
（２）外部評価の結果 
 
今回の研究によって試行的に開発された外部評

価項目に沿って、B事業所に対する外部評価を2019
年 3 月 4 日に行った。評価項目は 100 項目で構成

されており、評価基準は「2：日常的にできている」

「1：時々、部分的にできている」「0：まったくで

きていない」「9：非該当」の 4 種類である。 
B 事業所に対する外部評価の結果は、「2：」39 項

目、「1：」50 項目、「0：」3 項目、「9：」8 項目で

あった。評価根拠は、支援者インタビュー、個別支

援計画、関連資料、支援場面・環境観察、保護者ア

ンケート等に基づくこととなっているが、実際には

管理者へのインタビューが多くを占めた。なお、評

価後に、別室にて管理者と評価者の 2 者にて評価結

果を口頭で伝えた。 
 
（３）評価後のフォローアップ 
 

既述のように、2019 年 3 月 4 日に B 事業所に対

する外部評価を実施したうえで、その後のフォロー

アップとして、児童発達支援事業の職員を対象に、

事後研修及びコンサルテーションを行った。なお、

フォローアップは外部評価の翌日である 3 月 5 日

とし、午前中に職員に対する事後研修を実施したの

ち、午後に外部評価の受審結果に基づき、事業所側

からの要望に応える形でコンサルテーションを行

った。研修・コンサルテーション共に、本研究グル

ープの研究分担者が講師（コンサルタント）を担当

した。 
 
１）事後研修 
事後研修については、試行的に開発された外部評

価の大項目のうち、「支援者の専門性」に焦点を当

てて以下の 3 つの内容を研修に組み込むようにし

た。なお、本研究グループの平成 29 年度の中間報

告においても述べたが、「受審に係る負担について

は、施設・事業所の日常的な業務に支障が生じるこ

とがないよう最大限に配慮すべき」という観点から、

事後研修とコンサルテーションを組み合わせて 1
日で終わるように研修の内容を絞り込んだ。 

①障害児支援に関する理念と地域連携（50 分） 
②子どもの理解と支援（70 分） 
③家族支援（60 分） 
B 事業所では、対象となった児童発達支援事業の
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職員 6 名（うち管理者 1 名）が研修に参加した。 
 
２）コンサルテーション 
コンサルテーションの参加者は、上記事業所の現

場職員 6 名であり、一堂に会する場面にてコンサル

テーションを行った。コンサルテーションの時間は

90 分程度であった。 
コンサルタントに対する相談事項は、「保護者と

どのように話をして良いのか分からない」、「保護者

の話を聴きすぎてしまい疲弊してしまっている」と

いった、保護者との関わりについての相談が主であ

った。 
上記の相談内容は、先述のカプランのコンサルテ

ーションの 4 つのモデルに当てはめると、コンサル

ティ中心の事例についてのコンサルテーションで

あると判断された。また、コンサルテーションの参

加者には経験豊かな職員が多く、6 名という人数で

あったことから、参加者同士をピアとしたグループ

内での解決が図られるようファシリテーションを

行った。 
相談事項のうち、「保護者とどのように話をして

良いのか分からない」との相談内容については、グ

ループ内のうち、保護者とうまくコミュニケーショ

ンを図っている参加者に具体的にどのような工夫

をしているかを語っていただいた。その後、相談者

の強みや既にできていること、チームとして期待さ

れている役割などが他の参加者から伝えられ、相談

者にとって承認や励ましが得られる場となった。 
さらに、上記の相談内容から発展し、「保護者の

話を聴きすぎてしまい疲弊してしまっている」とい

った感情の吐露が別の参加者からあり、その思いに

ついてグループ内で分かち合われ、共感や受容とい

った場面にもなった。 
グループ内での解決が図られた後の参加者から

の感想としては、これまでも、職員同士で自分の気

持ちや考えを分かち合うことはあったが、今回のよ

うに深い内面まで語り合うことはなかったと振り

返られた。そして、ピアとして支え合う機会の必要

性や有意義さを体感し、今後もこうした機会を取り

入れていきたいとの感想が聞かれた。 
また、上記 6 名と別に 2 名（対象児を経時的に見

てきた職員）が、対象児の座位姿勢やその修正方法、

姿勢保持のための工夫の仕方、机上での手作業の際

の介助やサポートの仕方、遊びの工夫の仕方など、

姿勢や動作などの身体面についての具体的なアプ

ローチの方法についての相談があった。 
これらは、カプランのコンサルテーションの 4 つ

のモデルに当てはめると、コンサルティ中心のケー

ス・コンサルテーションであった。またコンサルタ

ントが当該事業所での職員と子どもの関わる様子

を研修前に現場観察した上でコンサルテーション

を実施した。コンサルテーションでは、コンサルテ

ィは事後研修の内容を踏まえ、かつ個別の事例に対

してのより具体的な相談を提示した。コンサルタン

トも対象児の様子を観察済みであったため、互いに

共通認識を持ってのコンサルテーションとなった。 
コンサルタントはコンサルティの相談事項一つ

一つに対する解決策の提示にとどまらず、「何を最

優先に考えるか」「何を目的に行うのか」といった

支援の質を問う質問を投げかけながら協働作業と

して解決策を導き出す方法でコンサルテーション

を行った。 
 
（４）フォローアップの結果  
 

外部評価の受審及びフォローアップ後に、事業の

改善に向けて変化・変更したこと、あるいは今後変

更しようとしていることなどについてヒアリング

を行った。ヒアリングの実施日は、フォローアップ

の成果が表れるまでの時間的猶予を勘案して、およ

そフォローアップ後1週間程度の時間を置いて3月
11 日に行った。 

ヒアリングは、B 事業所の管理者 1 名と現場職員

1 名に対し、それぞれに別に行った。ヒアリングに

要した時間は、管理者が 28 分程度、現場職員では

42 分程度であった。 
 以下に、ヒアリングの結果、職員及び管理者から

述べられた意見をまとめておく。 
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①事業所の環境面 
・座位の保持が困難な対象児について、コンサルテ

ーションで相談し、椅子の補助具や姿勢の向きな

どの効果的な方法を知ることができた。また、ス

プーンにも滑り止めを作ることができた。 
・コンサルテーションに入る前に、実際の対象児の

様子などを見てもらっていたので、より具体的に

アドバイスを貰うことができた。そのため、対象

児が次に来所した際から改善することができた。 
②発達支援や活動 
・実際の支援場面を見学してもらった際に、「もう

少し子ども同士で関わった方が良い」とアドバイ

スをもらい、意識が変わった。これまでは、職員

の人数が多いので個別で関わることができてお

り、対象児も楽しそうにしているのでこれでいい

と思ってきた。ただ、対象児の成長発達の課題を

考えた時に、子ども同士の関わりも発達支援とし

て必要なのだと捉えることができた。 
③保護者対応や家族支援 
・保護者から相談を受けた時には、どうにか解決し

てあげたいと思い対応してきたが、なかなか解決

の方向に進まない状況に悩むことも多々あった。

事後研修を受け、こうした悩みを持つ保護者に対

し、まずはありのままの母親の状態を受け入れる

という発想に変わった。 
・保護者の話を聴きすぎてしまうことで職員が疲

弊してしまうことについて、話を聴く際の場所や

立ち位置、時間についての調整方法を知り、すぐ

に意識し実践している。 
④関係機関との関係性や地域連携 
・これまでも関係機関や地域連携の必要性につい

て意識はあったが、相手先の機関が連携に積極的

でない場合もあり、そうした場合も含め、今後、

どのように連携をしていけるのか考えていきた

いと事後研修を受け意識した。 
・以前から、職員一人一人が意識して実践できてい

ると思う。この事業所だけで解決するという発想

では不十分なので、今後も様々な研修を積極的に

取り入れていきたいと受審することによって再

認識した。 
 
（５）再評価の結果 
 

外部評価の受審及びフォローアップ後に、管理者

に対するヒアリングと併せて、外部評価者による再

評価を実施し、評価結果に改善傾向がみられるかど

うかを客観的に検証しようと試みた。より具体的に

は、最初の評価の際に「1：時々、部分的にできてい

る」または「0：まったくできていない」と評価され

た項目のみを再評価し、支援の改善等の効果がみら

れるかどうかを確認した。なお、再評価の実施日は

管理者へのヒアリングと同日の3月 11日であった。 
再評価の結果、最初の評定に比べて評定が上がっ

た項目は全体で 20 項目（「1：」→「2：」が 20 項

目）であった。再評価によって 1 回目より評価が下

がった項目はなかった。 
 評定が上がった理由としては、管理者側が 1 回目

の評価時に自信がない、不十分だと感じていた項目

であったが、フォローアップを通して外部評価の着

眼点や解説内容に対しての理解が深まり、「1：」→

「2：」へ変更された項目であった。ただし、これら

は管理者が評価を肯定的に変更したことによって

もたらされた結果であり、外部評価者の観察等によ

る変化を客観的に確かめることはできなかった。 
 
（６）課題 
 

B 事業所の管理者へのヒアリングの際に、実際に

外部評価やフォローアップを経験した上で、事業所

側が問題や課題と感じる点について聞き取り調査

を行うと共に、評価者側の負担や労力等の課題点に

ついても省察を行った。 
 
１）受審に要する時間や労力等 

受審に要する時間や労力等について、管理者にヒ

アリングを行った結果、いくつかの課題が示唆され

たので以下に記述していく。 
・受審に要する時間については妥当ではないかと
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感じる。ただ、質問項目が多いので、大変であっ

た。質問の内容についても、どのように解釈した

らよいか難しい項目もあって、その場合は回答す

るのが大変であった。 
・受審のための準備としては、それほど負担は感じ

なかったが、職員の出勤を調整するのは少し大変

だった。受審だけであれば、受審日までに一ヶ月

程度あれば準備できると思うが、受審後にフォロ

ーアップを受けるのであれば、職員の出勤調整の

ため、もう少し準備のための期間が必要である。

例えば、3 月に受審とフォローアップが行われる

とするならば、前年の年末くらいには分かってい

ると余裕をもって受け入れ準備ができる。 
・例えば、保護者アンケートについて何名に依頼し

たらいいかなど、具体的に示されていると良いと

思うことがあった。 
・再評価を行う日程については、受審による評価の

結果を職員間で共有した後に、改善のための取り

組みを行うことを考えると、受審日から一ヶ月程

度以上経過して行われるのが望ましい。 
 
２）評価に関する時間や労力等 
本研究において外部評価を試行的に実施した結

果、評価に要する時間や労力等について負担や制約

を感じることがあったかなど、評価者側の課題につ

いても省察を行った。 
①評価に要する時間 
 外部評価者養成講座で示された、目安としての所

要時間は 8 時間とされおり、実際も 8 時間で実施し

た。しかしながら、その内訳については試行内容通

りではなかった。 
事業所自己評価アンケートの所要時間は 1 時間

とされていたが、実際は 2 時間ほど要したとの意見

が管理者から聞かれた。現場でのインタビューは管

理者との面談が主となり職員との面談する機会が

もてなかった。家族インタビューは 1 時間の設定に

対し、30 分で一人の家族のみであった。 
②評価に関する労力や制約 
 評価を実施するにあたって、場所や時間、場面に

よっては職員の立会が事前に確約されていなかっ

たため、実施するにあたって制約を感じた。支援時

間中に事務所でのインタビューであったため、途中

電話や現場職員から声をかけられることがあり何

度か中断された。 
 管理者の解釈と評価者の解釈にずれが生じたと

きに、アドバイスをしたくなる場面があったが、評

価者としての中立性を保つために躊躇し伝えなか

った結果、フラストレーションを感じた。 
③受審に対する理解やその範囲の確認 
 支援時間中であったため、現場職員のインタビュ

ーの機会が十分に確保できず、複数の保護者とのイ

ンタビューもない状況で、管理者のインタビューが

中心になると、管理者の理解や自己評価に依存した

結果となり、管理者の外部評価への理解不足や自己

評価の偏りがある場合、その結果は実態を反映する

に十分な情報となり得るか疑問が残る。 
 
３）事後研修やコンサルテーションに関する課題 

B 事業所の管理者に対して、受審後の事後研修や

コンサルテーションについて、その実施方法や実施

時間、提供された内容に不足はなかったか等のヒア

リングを行った。その結果、いくつかの意見や課題

が示唆されたので以下にまとめる。 
①事後研修やコンサルテーションの実施方法に関

する課題 
・今回は受審後の評価の結果を職員が共有してい

ない状態で事後研修やコンサルテーションを受

けたが、できれば受審後の評価の結果を知ってか

ら事後研修やコンサルテーションを受けたい。な

ぜその評価になったのか理由を知り、改善点を意

識できれば、事後研修やコンサルテーションの受

け方が変わると思う。 
・事後研修とコンサルテーションを続けて実施す

る方法は、事後研修での内容に繋げてコンサルテ

ーションで質問ができるため望ましい。また、事

後研修やコンサルテーション実施前に、実際の支

援現場を見てもらえたことは、具体的に相談する

ことができたので良かった。ただ、単発で終わる
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のではなく、継続して年に何回かあると良い。同

じ対象児でも成長発達により課題が変わるし、コ

ンサルテーションを受けても改善しなかったり、

行き詰ったりした場合に相談先が必要である。

②事後研修やコンサルテーションの実施時間に関

する課題

・事後研修の時間については適度な時間だったと

思う。ただ、コンサルテーションの実施時間はも

う少し長くても良いと思う。普段の支援の場で抱

いている悩みは尽きないので、今回のコンサルテ

ーションでは時間が足りなく感じた。

・事後研修の後にコンサルテーションが続けて受

けられるのはとても良い。ただ、フォローアップ

を受けるための職員の出勤調整や時間確保が難

しい場合がある。

③事後研修やコンサルテーションの内容に関する

課題

・事後研修の内容については、適切であったと思う。

これまでに聞いたことのある知識ではあると思

うが、改めて気づくことや意識できる内容も多か

った。

・コンサルテーションの内容については、コンサル

テーション前に実際の支援場面を見てもらって

いるため、より具体的な質問ができ適切な専門的

なアドバイスが貰えたと思う。ただし、これまで

にコンサルテーションを受けたことはなく、この

ような受け方で良かったのか疑問は残っている。 
・事後研修やコンサルテーションの内容について

は、この事業所に合ったものが良いと思う。まず

は、受審後の評価の結果が職員と共有され、どの

ような事後研修やコンサルテーションの内容が

必要か明確にし、その内容に沿ったフォローアッ

プを受けられる方が現場職員の支援の質を高め

るためには効果的であると考える。

Ｄ．考察 

今回の調査を通して、障害児通所支援事業所の外

部評価におけるフォローアップの必要性及びその

あり方について検討を行う上で、貴重な示唆を得る

ことができた。以下、それらに基づく考察を述べる。 
外部評価の受審にかかる事業所側の負担につい

ては、受審日等に向けて職員の出勤を調整すること

が挙げられた。また、評価で問われる質問項目の多

さや重複項目、解釈が難しく回答に困る質問項目が

あったことも負担であったと指摘された。これら負

担の内容については、先行研究おいても、受審にお

ける事業所側の負担として「受審体制が整わない」

ことや「負荷（手間）が大きい」ことが指摘されて

おり、その結果を支持していると考えられる 18.19。

このことから、外部評価の受審にかかる事業所側の

負担を軽減する一つとして、より簡易な受審方法の

検討や、評価項目の量や質について、今後も更なる

検討が必要であると考えられる。

 外部評価受審後の事後研修やコンサルテーショ

ン等といったフォローアップについては、コンサル

テーション及び聞き取り調査の対象がおもに管理

者であったため現場の職員の意見については管理

者からの視点にとどまったが、その必要性はあると

の回答が得られた。具体的には、外部の専門家から

研修により職員の専門性を高める機会となり得る

という期待が示された。

しかしながら、フォローアップのあり方や内容に

ついては、外部評価の結果について職員間で共有し

た後に、事業所のニーズに合った内容が提供される

べきとの回答も得た。川野も依頼者が何を求めてい

るのか、依頼者の要望に沿ってコンサルテーション

が提供されないと、コンサルテーションの方向付け

を誤り、依頼者の不満という結果に終わる可能性が

あることを指摘している 20。つまり、受審後にフォ

ローアップが実施されても、依頼者のニーズと解離

すると、支援の質的向上に繋がる効果的なフォロー

アップとはならず、サービスの質的向上を目指すと

いう本来の目的を果たせない場合があると考えら
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れる。そのため、外部評価によって見出された課題

を改善し、支援の質的向上に結び付けるためには、

外部評価の結果について職員間で共有し、必要とす

るフォローアップの内容と量についての検討がな

されニーズを明確にする過程が重要であると考え

られる。また、単発でのフォローアップではなく、

複数回行われることで、受けた内容の再検証にもつ

ながり、職員の更なるスキルアップになるとの回答

も得た。ニューマン 21の分類による継続的・定期的

コンサルテーションであり、ニューマンの指摘する

「危機時点の関わりよりも、継続的・定期的に関わ

りながら施設の状況を十分に理解しなければ成果

は上がらない」とも一致するものである。 
これらのことから、障害児支援のサービスの質の

向上を目指していくためには、たんに外部評価を受

審するだけにとどまらず、外部評価受審後の継続し

たフォローアップが必要であることが示唆された

が、その在り方や効果的な方法については、今後、

更なる調査を通して検討していくことが課題であ

ると考えられる。 
 
Ｅ．結論 

 
これまで述べてきたように、本研究では、障害児

支援分野における職員研修やコンサルテーション

に関する先行研究に基づいて課題等の整理を行う

とともに、障害児通所支援事業所 2 か所に対して外

部評価後の事後研修及びコンサルテーションを試

行的に実施した。これによって、フォローアップに

よる支援の質的向上効果を実証的に検証するとと

もに、フォローアップの実施に関する課題等につい

ても明らかにするように努めた。その結果、下記の

ような結論に達した。 
①障害児支援に関する研修やコンサルテーション

については、既存の研究動向を見る限り、一般施

策における保育所や学校等の教職員に対するも

のが研究対象とされる傾向があり、障害児通所支

援事業所の職員を対象とする研修やコンサルテ

ーションの方法については未開拓の研究領域で

あると言える。 

②一方、障害児通所支援事業所において外部評価後

の事後研修及びコンサルテーションを試行的に

実施した結果、今回の調査では客観的に支援の質

的向上効果を確認することはできなかったが、職

員の専門性を高める機会となり得ることから、現

場の課題等を具体的に解決する方策として有効

であることが示唆された。 

③外部評価とその後のフォローアップを一体的に

実施し、支援の質的向上を図るためには、外部評

価の結果について職員間で十分に共有し、研修や

コンサルテーションにおいて扱う課題や内容等

に関するニーズを明確にした上で、フォローアッ

プを行うことが重要である。また、外部評価時点

での単発のフォローアップだけではなく、継続

的・定期的にフォローアップが行われるほうが望

ましい。 

④ただし、外部評価の受審にかかる事業所側の負担

について考慮することが重要である。評価項目の

多さなどに加え、受審日等に向けて職員の出勤を

調整するなどの現実的な課題が挙げられる。障害

児通所支援事業所の業務に差支えがないように

外部評価やフォローアップを行うためには、より

簡易な受審方法や、研修等に参加するための代替

職員の確保等について更なる検討が必要である。 
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厚生労働大臣
（巴立匡支i全ι密生研究所長〉 殿
{r:;:J ずTJ甲凪金陪正由主会わ正当！＞ R~_I三、

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏名

平成31年4月8日

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名 厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業

2.研究課題名 障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方法の開発に関する研究

3.研究者名 （所属部局・職名） 人間系 教授

（氏名・フリガナ） 小津温 （オザワ アツシ）

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入（※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査‘（※2）・

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3) ． 口 ． 筑波大学 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 圃 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称：
口 ． 口 口

（※I)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済みJにチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

｜研究倫理教育の受講状況 ｜受講・ 未受講口

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定 有・無口（無の場合はその理由：

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無 有国無口（無の場合は委託先機関：

当研究に係るC0 Iについての報告・審査の有無 有・無口（無の場合はその理由：

当研究に係るC0 Iについての指導・管理の有無 有口無・（有の場合はその内容：

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。

－分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和元　　　5　　　　27

　　



厚生労働大臣
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

2019年3月初日

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

障害者政策総合研究事業（身体 ・知的等障害分野）

障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方法の開発に

関する研究（H29－身体・知的．一般－002)

3.研究者名 （所属部局・職名）

（氏名 ・フリガナ）

4.倫理審査の状況

子ども発達学部

渡辺顕一郎

塾藍

ワタナベ ケンイチロウ

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入（※！）

有 無 審査済み 審査した機関 未審査（※2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3) 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称：
口 ． 口 口

（※I)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済みjにチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針jや「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、 当該項目に記入するとと。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

｜研究倫理教育の受講状況 ｜受講・ 未受講口

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定 有・ 無口（無の場合はその理由：

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無 有・ 無口（無の場合は委託先機関：

当研究に係るC0 Iについての報告・審査の有無 有国 無口（無の場合はその理由：

当研究に係るC0 Iについての指導・管理の有無 有口 無・（有の場合はその内容：

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。

－分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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口
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（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済みj にチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査j にチェックすること。

その他 （特記事項）

（※2）未審査に場合は、 その理由を記載すること。
（※3）廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

｜研究倫理教育の受講状況 ｜受講・ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定 有・ 無口（無の場合はその理由

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無 有・ 無口（無の場合は委託先機関．

当研究に係るC0 Iについての報告 ・審査の有無 有・ 無口（無の場合はその理由：

当研究に係るC0 Iについての指導 ・管理の有無 有口 無・（有の場合はその内容

（留意事工頁） ・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

４　　２９





厚生労働大臣殿

いては以下のとおりです。

平成31年 3 月 28日

機関名 北海道大学

所属研究機関長職名総長職務代理

氏名笠原正

障害者政策総合研究事業（身体 ・知的等障害分野）1.研究事業名

2. 研究課題名 障害児支援のサービスの質を向上させるための第三者評価方法の開発に関する研究

3.研究者名 （所属部局 ・職名） 大学院教育学研究院 ・教授

（氏名 ・フリガナ） 安達潤 ・アダチジュン

4.倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入（※1)

有 査正 審査済み 審査した機関 未審査（※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3) ． 口 ． 大正大学 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 圃 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称：
口 圃 口 口

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済みJにチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針jや「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

｜研究倫理教育の受講状況 ｜受講・ 未受講口

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定 有・ 無口（無の場合はその理由：

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無 有・ 無口（無の場合は委託先機関：

当研究に係るC0 Iについての報告 ・審査の有無 有・ 無口（無の場合はその理由：

当研究に係るC0 Iについての指導 ・管理の有無 有口無・（有の場合はその内容：

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。

－分担研究者の所属する機関の長も作成すること。


